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全国健康関係主管課長会議

健康局

組織再編について
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【健康局】保健・医療各課の再編

がん対策・健康増進課

健康増進・生活習慣病対策

がん対策

栄養改善・食生活指導

地域における保健・衛生の向上(保健所対策)

エイズ対策

疾病対策課

難病対策

その他疾病対策(ハンセン病、アレルギ 等)

移植医療対策

肝炎対策

結核感染症課

アレルギー

感染症(エボラ、デング熱等)対策

B型肝炎訴訟対策

新型インフルエンザ対策

予防接種対策

健康課(仮称)

健康増進・生活習慣病対策 栄養改善・食生活指導

地域における保健・衛生の向上(保健所対策)

女性の健康対策 予防接種対策

がん・疾病対策課（仮称）

がん対策 B型肝炎訴訟対策

がん登録 脳卒中対策 アレルギー対策

肝炎対策

難病対策課（仮称）

難病対策

小児慢性疾病対策

その他疾病対策(ハンセン病 等)

移植医療対策

感染症(エボラ、デング熱等)対策

結核感染症課

新型インフルエンザ対策

エイズ対策

新法等への対応

局内再編する業務等

他局からの移管業務凡例

国民の健康づくり（一次

予防）対策を所管する

課の設置

個別疾患対策を所管する

課の設置

難病等希少疾病対策を

所管する課の設置

新興再興感染症対策を

所管する課の設置

（栄養指導室、地域保健室、

保健指導室）

（移植医療対策推進室、肝炎対策推進室）

（予防接種室、新型インフルエンザ対策推進室、

感染症情報管理室、B型肝炎訴訟対策室）

（予防接種室、栄養指導室、地域保健室、

保健指導室）

（肝炎対策推進室、

B型肝炎訴訟対策室）

（移植医療対策推進室）

（新型インフルエンザ対策推進室、

感染症情報管理室）
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全国健康関係主管課長会議

健康局

がん対策・健康増進課

○ 日本再興戦略のアクションプランの１つである日本産業再興プランにおける雇用制度改革・人材力の強化の中で、女性の活躍推進に向けた新た
な法的枠組みの構築として、「女性の活躍推進のためには、女性の特性に応じた女性の健康の包括的支援が必要である。このため、与党からの提
言等も踏まえつつ、所要の施策を総合的に講ずる。」こととされている。

≪与党からの提言≫

自民党の「女性の健康の包括的支援に関するＰＴ」において、平成２６年４月に取りまとめられた「女性の健康の包括的支援の実現に向けて＜３つの提言＞」の中
で、「女性のがん検診受診率の向上を図る」こととされている。

○ 働く世代の女性に対して、早急にがん検診の受診を促進させ、より早期の発見につなげることにより、がんによる死亡者の減少を図り、女性の雇
用拡大や活躍推進に資する。

○ また、がん対策推進基本計画においては、働く世代のがん検診受診率を向上させること及び年齢調整死亡率が上昇している子宮頸がん、乳がん
といった女性のがんへの対策を図り、平成２８年度末までに受診率５０％達成することを目標としている。

○ 子宮頸がん及び乳がん検診のクーポン券配布の効果としては、受診率は数ポイント上昇し、子宮頸がんで42.1％、乳がんで43.4％。しかし、クー
ポン券を配布したが検診を受診しなかった者が相当程度残っているため、 働く世代の女性支援のための未受診者対策として、これらの者に対して
検診の重要性の認識と受診の動機付けを醸成させ、受診率の向上を図ることが必要。

働く世代の女性支援のためのがん検診未受診者緊急支援事業

○ 子宮頸がん及び乳がん検診について、以下の事業を行う市区町村に対し、

事業費の一部を補助 【補助率：国１／２、市区町村１／２】

（事業内容）

① 対象者に対するクーポン券の送付
② クーポン券を送付した者のうち、年度途中で未受診の者に対するハガキや電話等による

受診再勧奨の実施
③ 対象者のがん検診台帳の整備
④ クーポン券の利用による、がん検診の自己負担分の現物給付措置の実施

（対象範囲）
○・Ｈ２５年度当初予算のがん検診推進事業で実施した次の年齢（Ｈ27年4月1日現在）
に該当する者であり、過去に市区町村の実施する当該がん検診を受診していない者
（子宮頸がん ２２、２７、３２、３７歳 乳がん ４２、４７、５２、５７歳）

（対象経費）
○クーポン券配布等の事務費や検診費の自己負担相当部分の費用を補助

事業概要

趣旨・目的

平成２７年度概算要求額：６４百万円

＜参考＞ （H22） （H25）
子宮がん検診受診率： ３７．７ → ４２．１ （％）
乳がん検診受診率 ： ３９．１ → ４３．４（％）

※出典：国民生活基礎調査

働く世代の女性支援のためのがん検診未受診者対策緊急支援事業 26補正予算：6.1億円
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平成２７年度がん検診推進事業について

がん検診の推進 ２５億円

がん検診受診率５０％の目標達成に向けて、子宮頸がん、乳がん及び大腸がん検診の
クーポン券の配布や受診勧奨の実施とともに、要精密検査と判断された者を受診に結び
つける取り組みを進め、がんの早期発見につなげる。

（内訳）
○新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業（子宮頸がん、乳がん）： １２億円（新規）
○がん検診推進事業（大腸がん）： １３億円

検診受診率の向上

５０％達成へ

要精検受診率の向上

が
ん
発
見
率
の
向
上

２８年度での目標

○ ５歳刻みでクーポン券を
配布（初回対象者と過去の
未受診者は無料）

○ ５歳刻みの対象者への
受診勧奨（コール・リコール）

○ 要精検者への再勧奨
（リコール）

Ｈ２６補正・Ｈ２７当初予算におけるがん検診推進事業のポイント（子宮頸がん・乳がん・大腸がん）

• 【事務費】クーポン券の配布＋再勧奨

• 【検診費】自己負担分の現物給付措置

未受診者

（Ｈ２５がん検診推進事業の対象となった者のうち、

過去に一度もがん検診を受診してない者）

子宮頸がん：２２、２７、３２、３７歳

乳がん：４２、４７、５２、５７歳

• 【事務費】クーポン券の配布＋再勧奨
※初回対象者（子宮頸20歳、乳・大腸40歳）につい
ては、検診手帳も配布する。

• 【検診費】自己負担分の現物給付措置
※子宮頸がん及び乳がん検診については、過去に
市町村の実施するがん検診で、一度も受診してな
い者に対する自己負担相当額の助成を予定してい
る。

子宮頸がん：２０、２５、３０、３５、４０歳

乳がん・大腸がん：４０、４５、５０、５５、６０歳

の者

• 【事務費】精密検査受診の再勧奨

要精密検査者

（胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、大腸
がん）

○本事業における対象経費の助成 について
・事務費については、クーポン券や検診手帳の配布、再勧奨（印刷・郵送等）の費用を助成する。
・検診費については、受診者の自己負担相当額を助成する。

ただし、受診者に自己負担額を請求する場合には、一定の基準額との差額を対象経費とする。

平
成
26
年
度
（
～
27
年
度
）

【
補
正
予
算
で
対
応
】

平
成
27
年
度

【当
初
予
算
案
】

地
方
交
付
税
に
よ
る

検
診
費
用
（市
町
村
負
担
部
分
）助

成

4



がん検診のあり方に関する検討会

【構成員】（平成２６年９月～）
井上 真奈美 国立大学法人東京大学大学院医学研究科特任教授
大内 憲明 国立大学法人東北大学大学院医学系研究科長・医学部長
菅野 匡彦 東京都八王子市医療保険部成人健診課課長補佐兼主査

(成人健診・がん検診担当)
斎藤 博 独立行政法人国立がん研究センター

がん予防・検診研究センター検診研究部部長
祖父江 友孝 国立大学法人大阪大学医学系研究科環境医学教授
福田 敬 国立保健医療科学院統括研究官
松田 一夫 公益財団法人福井県健康管理協会副理事長
道永 麻里 公益社団法人日本医師会常任理事

（五十音順・敬称略 ○は座長）

【趣旨】
がん検診は健康増進法に基づく市町村の事業として行われている。がん検診の実施については「がん

予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」（平成２０年３月３１日付け健発第0331058号厚生
労働省健康局長通知）を定め、市町村による科学的根拠に基づくがん検診を推進しているところである。

本検討会においては、国内外の知見を収集し、科学的根拠のあるがん検診の方法等について検討する
こととする。

【設置】 平成２４年５月

【検討状況】
平成24年度は検討会を４回開催して主に子宮頸がんの検診項目について検討し、２月に報告書をとりまとめた。
平成25年度は検討会を４回開催して受診率向上施策や精度管理について検討し、８月に報告書をとりまとめた。
今後引き続き他のがん検診の検診項目等についても検討する予定。

○

当面の検討すべき課題について
○乳がん検診について

・乳がん検診の現状
・乳がん検診に関する知見の整理（視触診、デジタルマンモグラフィ、

超音波検査）

○胃がん検診について
・胃がん検診の現状
・胃がん検診に関する知見の整理（エックス線検査、内視鏡検査、ペプシノ

ゲン検査、ヘリコバクターピロリ抗体検査）

○事業評価のためのチェックリストの改訂について

※検討の順番については、今年４月に有効性評価に基づく乳がん検診ガイド
ライン2013年版が公表されている乳がん検診のあり方について検討を進める。
※また、胃がん検診のあり方についても、知見を整理した上で、検討を進める。

「がん検診のあり方に関する検討会」の今後の進め方（案）

第９回がん検診のあり方に関する検討会（平成26年9月18日）配付資料より抜粋
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がん登録等（全国がん登録・院内がん登録等の方法によるがん診療情報の収集）

○「全国がん登録」：国・都道府県による利用・提供の用に供するため、国が国内におけるがんの罹
患、診療、転帰等に関する情報をデータベースに記録し、保存すること

○「院内がん登録」：病院において、がん医療の状況を適確に把握するため、がんの罹患、診療、転
帰等に関する詳細な情報を記録し、保存すること

がん医療の質の向上等（がん医療・がん検診の質の向上とがん予防の推進）、国民に対するがん・
がん医療等・がん予防についての情報提供の充実その他のがん対策を科学的知見に基づき実施

がん登録等の推進に関する法律の概要

○全国がん登録では、広範な情報収集により、罹患、診療、転帰等の状況をできる限り正確に把握
○院内がん登録について、全国がん登録を通じて必要な情報を確実に得させ、その普及・充実を図る
○がん対策の充実のため、全国がん登録のほか、がんの診療に関する詳細な情報の収集を図る
○がん登録等の情報について、民間を含めがんに係る調査研究に活用、その成果を国民に還元
○がん登録等に係る個人に関する情報を厳格に保護

基本理念

（平成25年12月13日法律第111号）

○国・地方公共団体のがん対策に必要な調査研究のための利用・提供
○届出を行った病院等への生存確認情報の提供

○がん医療の質の向上等に資する調査研究を行う者への提供
（研究者への非匿名化情報の提供は、本人同意があること等要件加重）
※非匿名化情報については、保有期間の上限を政令で定める

○都道府県がんデータベース（地域がん登録のデータ等と一体的に保存）の整備

情報の保護等（情報の適切な管理。目的外利用の禁止。秘密漏示等の罰則。開示請求等は認めない。）

①病院
（全て）
②診療所

（手上げ
方式）

都道府県 国（国立がん研究センター）

○国による費用補助等

全国がん登録データベース

罹患情報

死亡情報

全国がん登録

院内がん登録等の推進（院内がん登録の推進、国によるがん診療情報の収集等のための体制整備）

○国・都道府県等⇒がん対策の充実、医療機関への情報提供、統計等の公表、患者等への相談支援
○医療機関⇒患者等に対する適切な情報提供、がん医療の分析・評価等、がん医療の質の向上
○がん登録等の情報の提供を受けた研究者⇒がん医療の質の向上等に貢献

がん登録等の情報の活用

罹患情報と突合

罹患情報

市町村

罹患情報 罹患情報

情
報
の
収
集
・
記
録

利
用
等
の
限
度

死亡情報 提出

罹
患
情
報
届
出

突合・整理

罹
患
情
報
提
出

突合・整理

追記
・生存確認情報

・登録漏れの罹患
情報

人材の育成（全国がん登録・院内がん登録の事務に従事する人材の確保等のための必要な研修等）

有識者の会議の
意見聴取
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年度 平成２５（２０１３）年度 平成２６（２０１４）年度 平成２７（２０１５）年度
平成２８年

度

年 平成２５年（２０１３年） 平成２６年（２０１４年） 平成２７年（２０１５年） 平成２８年（２０１６年）

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

平成２５年１２月６日 がん登録等の推進に関する法律成立

H28(2016)1月1日
より法施行予定

政省令の策定等（有識者
会議）

国民・関係者への周知、

実務者、都道府県担当者
への研修

がん登録推進法施行にむけた今後の予定

○ 平成２５年１２月６日 がん登録等の推進に関する法律が成立。
○ 今後は、平成２６年は主に政省令の策定等や国立がん研究センター等におけ

る体制整備、平成２７年は主に国民・関係者への周知、 がん登録実務者、都道
府県担当者への研修等に力を入れていく。

今後のスケジュール

体制整備等（国立がん研究センター等）

新たながん診療提供体制の概要

現行（平成26年9月時点）

拠点病院
（４０７カ所；
都道府県51、地域354、国立がん
研究センター中央病院・東病院）

見直し後

【課題と対応案】

①拠点病院間の格差の存在

→人材配置要件、診療実績要件等の強化、相談支援体制の充実によるさらなる質の向上及び一定の集約化

②拠点病院未設置の空白の２次医療圏の存在

→緩和ケア、相談支援及び地域連携等の基本的がん診療を確保した｢地域がん診療病院｣の新設。

③特定のがん種に特化した診療を行う病院の存在

→特定のがん種に対し高い診療実績を持ち、都道府県内で拠点的役割を果たす｢特定領域がん診療連携拠点病院｣の新設。

④がん診療提供体制に関するPDCA体制の構築

→国立がん研究センター、都道府県拠点病院による各拠点病院への実地調査等、

→各拠点病院での院内のPDCAサイクルの確保（患者QOL把握・評価等による組織的改善と実施状況の報告・広報体制の整備等）

新特定領域
がん診療連携拠点病院

・特定のがん種に関して多く
の診療実績を有し、拠点的役
割を果たす医療機関の制度
的位置づけの明確化

空白の医療圏
(104箇所)

・拠点病院とのグループ指定により高度が
ん診療へのアクセスを確保

・緩和ケア、相談支援、地域連携等基本的
がん診療のさらなる均てん化
・空白の医療圏の縮小

新地域がん診療病院

強化 地域拠点病院
・指定要件強化による質の向上
・高度診療に関する一定の集約化
・都市部への患者流入への対応

・複数指定圏域における役割・連携
の明確化 等

強化 国立がん研究センター
都道府県拠点病院

国内、都道府県内のがん診療に
関するPDCA体制の中心的位置
づけ

情報の可視化

連携

7



新指針による診療実績の変更について

地域がん診療連携拠点病院（新指針） 地域がん診療病院（新設）地域がん診療連携拠点病院
（現行の要件）

・当該２次医療圏のがん患者を一
定程度診療していることが望まし
い。

・年間入院がん患者数が1200人
以上であることが望ましい。

１．以下の項目をそれぞれ満たすこと （※１）
・院内がん登録数 500件以上
・悪性腫瘍の手術件数 400件以上
・がんに係る化学療法のべ患者数

1000人以上
・放射線治療のべ患者数 200人以上

下記１または２を概ね満たすこと。

２．相対的な評価 （※２）
･当該２次医療圏に居住するがん患者のうち、
２割程度について診療実績があること。

※１ 平成23年度現況報告による年間新入院がん患者数が900～1200人のがん診療連携拠点病院の平均値
（±２ＳＤ）を目安に設定 （がん診療提供体制のあり方に関するＷＧ報告書）

※２ 分子：各施設の年間新入院がん患者数
分母：「病院の推計退院患者数（患者住所地もしくは施設住所地），二次医療圏×傷病分類別」×12

分子の数値は現況報告を用い、分母の数値は厚生労働省が行う患者調査における最新公開情報を用いる。

新 手術療法

・専従の放射線治療に携わる常勤の診療放射線技師を
１人以上配置すること。

・専任かつ常勤の薬剤師を１人以上配置することが望
ましいとする。

・専任を求め、以下を追加。当該者は細胞検査士である
ことが望ましい。

専門的な知識及び
技能を有する者

・細胞診断に係る業務に携わる者を１人以上配置する
ことが望ましい。

・細胞診断に係る業務に携わる者の配置を求め、当該
者は細胞検査士であることが望ましいとする。

放射線治療

新 放射線診断

化学療法

病理診断

診療放射線技師

放射線治療に携わる
技術者

新 放射線治療に
携わる看護師

化学療法に携わる
看護師

化学療法に携わる
薬剤師

細胞診断

・常勤の医師の配置を求める。 ・医師の配置を求める。

・専任から専従へ厳格化。

・常勤必須へ厳格化。原則として専従を求める。・専任の化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有
する医師を１人以上配置。当該医師については、原則
として常勤。また、専従が望ましい。

・専任の放射線療法に携わる専門的な知識及び技能を
有する医師を１人以上配置。当該医師は、原則として常
勤。また、専従が望ましい。

・放射線治療を行う場合には、専従の医師の配置を求
める。

・常勤かつ原則専任の医師の配置を求める。

・専任の医師を配置することが望ましいとする。・常勤を必須化。

・専任を求め、原則として常勤。

・専任の化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有
する常勤の薬剤師を１人以上配置。

・放射線治療室に専任の常勤看護師を１人以上配置する
こと。

・以下を追加。当該技師は放射線治療専門放射線技師
であることが望ましい。なお、当該技師を含め、２人以上
の放射線治療に携わる診療放射線技師を配置すること
が望ましい。

・以下を追加。当該技術者は医学物理士であることが望
ましい。

・原則として専従を求め、以下を追加。当該看護師はが
ん看護専門看護師、がん化学療法看護認定看護師であ
ることが望ましい。

・以下を追加。当該薬剤師はがん薬物療法認定薬剤師、
またはがん専門薬剤師であることが望ましい。

・放射線治療を行う場合は、専従かつ常勤の診療放
射線技師の配置を求め、当該技師は放射線治療専
門放射線技師であることが望ましいとする。

・放射線治療を行う場合は、放射線治療室に専任の
常勤看護師を１人以上配置することが望ましいとする。

・外来化学療法室に専任かつ常勤の看護師を配置、専
従であることが望ましい。当該看護師はがん看護専門
看護師、がん化学療法看護認定看護師であることが望
ましいとする。

・外来化学療法室に専任の化学療法に携わる専門的
な知識及び技能を有する常勤の看護師を１人以上配
置。当該看護師は専従が望ましい。

・専従の病理診断に携わる医師を１人以上配置。当該医
師については、原則として常勤であること。

地域がん診療病院 （新設）地域がん診療連携拠点病院
（現行の要件）

・専任の放射線治療における機器の精度管理、照射計
画の検証、照射計画補助作業等に携わる常勤の技術者
等を１人以上配置すること。

医

師

緩和ケアに携わる
看護師

・専従の緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有
する常勤の看護師を１人以上配置。

・以下を追加。当該看護師は公益社団法人日本看護協
会が認定を行うがん看護専門看護師、緩和ケア認定看
護師、がん性疼痛看護認定看護師のいずれかであること。

医
師
以
外
の
従
事
者

・専従の緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を
有する常勤の看護師を１人以上配置。左記の専門、認
定看護師であることが望ましい。

新指針による診療従事者の変更について

相談員

・「相談支援センター相談員研修・基礎研修」（１）～（３）を
修了した専従及び専任の相談支援に携わる者をそれぞ
れ1人ずつ配置すること。

・先研修を修了した専従及び専任の相談支援に携わる
者を１人ずつ配置すること。当該者のうち、１名は相談
員基礎研修（１）、（２）を、もう１名は基礎研修（１）～
（３）を修了していること。

・国立がん研究センターによる研修を修了した専従及
び専任の相談支援に携わる者をそれぞれ１人以上配
置すること。そ

の
他

がん登録実務者
・国立がん研究センターによる研修を受講した専任の
院内がん登録の実務を担う者を１人以上配置すること。

・専任から専従へ厳格化し、以下を追加。当該実務者は
診療ガイドラインの改定等を踏まえ必要に応じて再度研
修を受講すること。

・地域がん診療連携拠点病院同様の人員配置を求め
る。

地域がん診療連携拠点病院
（新指針）
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がんと診断された時からの緩和ケアの推進

がんと診断された
ときから 全ての患者に

医療機関や診療科を
問わず

入院・外来・在宅
など

全ての
医療従事者が

診療の場を
問わず

緩和ケアとは、病気に伴う心と体の痛みを
和らげること

緩和ケア推進事業（緩和ケアセンターの整備）

がん診療連携拠点病院 等

○緊急緩和ケア病床の確保
○地域の医療機関に対する

相談連絡窓口の設置
○医療従事者に対する研修会

等の運営
○地域の緩和ケアの提供体制

の実情把握と適切な緩和ケア
の提供体制の構築

等

・センター長
・ジェネラルマネージャー
・身体症状担当医師
・精神症状担当医師
・緩和ケア関連認定看護師

・緩和薬物療法認定薬剤師
・医療ソーシャルワーカー

地域緩和ケア連携拠点機能
の強化

緩和ケアチームを軸とした多職種による人員の適正配置

外来

入院

地域

（課題）
・がん性疼痛や症状増悪時等に対応

できる体制整備
・緩和ケア外来の質の向上 等

（課題）
・緩和ケアチームの活性化
・がん治療と並行した質の高い

緩和医療の提供 等

（課題）
・在宅患者等の症状増悪時対応
・地域の医療機関との

診療連携の強化 等

○緩和ケアチームや緩和ケア外来の運営
○緊急緩和ケア病床の確保
○外来看護業務の支援・強化
○がん患者カウンセリング
○がん看護体制の強化
○緩和ケアに関する高次の専門相談支援
○医療従事者に対する院内研修会等の運営
○診療情報の集約・分析

管
理
・運
営

連
携

・歯科医師
・臨床心理士
・リハビリテーションに

関する医療従事者
・管理栄養士
・歯科衛生士 等

緩和ケアセンター

構
成

機
能

【背景】

がん対策推進基本計画（平成２４年６月閣議決定）において、緩和ケアについては「がんと診断された時からの緩和ケアの推進」が重点課題に掲げ

られている。現在、がん診療連携拠点病院（全国397カ所）を中心に緩和ケアチームや緩和ケア外来が一定数整備された一方、専門的緩和ケアにた

どり着けない、施設間の質の格差等の指摘があり、拠点病院で提供される緩和ケアの体制強化と質の向上が求められている。

がん疼痛をはじめとする苦痛を抱えた患者に対してより迅速かつ適切な緩和ケアを提供するため、チーム医療や外来、地域連携を含めた診療の質

の向上をめざし、緩和ケアの提供体制について組織基盤の強化と人材の適正配置を図るため、平成２５年度には都道府県がん診療連携拠点病院を

中心に整備を進めた「緩和ケアセンター」について、機能強化を図るとともに、地域がん診療連携拠点病院にも対象を拡大し、整備を進める。

緩和ケアの提供体制における
組織基盤の強化

（将来的には）
地域における専門的緩和ケアの提供

将来的には全てのがん診療
を行う施設への普及を図り、
がんと診断されたときからの
緩和ケアを実践する。

緩和ケア提供における院内機能の強化

平成28年3月までに
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緩和ケアへのこれまでの取り組み

○がん診療に関わる医師への２日間の研修

○がん診療連携拠点病院等での「緩和ケアチー
ム」の設置

・すべてのがん診療に携わる医師が、緩和ケアについての基本的
な知識を習得することを目標

・これまでに約５万２千人の医師が受講（平成26年９月末現在）

・こうした研修を受けていることについて、診療報酬上も評価

・このほかに、指導者養成のための研修等を実施

・身体症状／精神症状の担当医師、看護師からなるチームを設置

・主治医・看護師と緩和ケアチームが連携して、入院・外来患者の
苦痛に対する症状の緩和を行う。

■緩和ケアに関する地域連携の取り組みの現状

■背景・課題
○ 在宅医療に関しては、がん患者の間でもそのニーズが高まっており、例えば、がん患者の自宅での死亡割合については平成17年から平

成22年に掛けて2.2％の増加（5.7→7.9％）を認めるが、未だ充分に在宅医療が整備されているとは言い難い。こうした状況の中、がん診療
連携拠点病院を中心とする入院医療機関が在宅緩和ケアを提供できる診療所などと連携し、患者とその家族の意向に応じた切れ目のな
い在宅医療の提供体制を整備するとともに、急変した患者や医療ニーズの高い要介護者の受入体制を整備することが求められている。ま
た、在宅医療を担う医療従事者にあたっては、がん患者への医療についてよりきめ細やかな知識と技術を習得することが必要である。

■事業の目的・概要
（在宅緩和ケア地域連携事業）
○ がん診療連携拠点病院において都道府県と連携し、二次医療圏の在宅療養支援診療所の協力リストを作成する。また、医療圏内の在宅

緩和ケアを専門とする医師等と協力し、在宅療養支援診療所の医師に対し、がん緩和ケアに関する知識と技術の研修を行い、在宅緩和
ケア地域連携体制の構築を図る。

（緩和ケア推進事業）
○ 都道府県がん診療連携拠点病院においてこれまでの「緩和ケアチーム」、「緩和ケア外来」、「緩和ケア病棟」等を統括した「緩和ケアセン

ター」を整備し、緩和ケアチームや緩和ケア外来の運営、重度のがん性疼痛が発症した場合に緊急入院（緊急緩和ケア病床の確保）によ
る徹底した緩和治療が実施できる体制整備の他、院内の相談支援センターや都道府県内の拠点病院、在宅医療機関等との連携を進め
ることにより、診断時より切れ目のない緩和ケア診療体制を構築する。

がん診療連携拠点病院

院内緩和ケアチーム

在宅緩和ケアを
専門とする医師 「私の専門は

脳血管障害です。」

「疼痛管理、得意ですよ！」・医療圏内の在宅療養支援診療所リストの作成
・終末期看取りまで責任を持って対応出来る、

在宅緩和ケアを専門とする医師と連携
・在宅緩和ケア医と連携し、

地域の在宅がん緩和ケアの研修を実施 等

在宅緩和ケア

在宅緩和ケア
教育研修

※拠点病院が
教育研修を
サポート

在宅療養支援診療所群

在宅緩和ケア診療
技術的サポート

医療用麻薬の
使用方法 等

都道府県がん診療連携拠点病院

緩和ケアセンターを整備

①症状増悪等の急変時
対応のための体制整備

②難治性症状への対応
等

緊急緩和ケア病床（病棟）の確保

在宅緩和ケア地域連携体制の構築

必要時には緊急入院にて
治療できる体制を整備。
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小児がん医療・支援の提供体制について

小児がん患者とその家族が安心して適切な医療や支援を受けられるような環境の整備を目指し、平成25年２月に全国15箇所の小児がん拠点病
院を、平成26年２月に小児がん中央機関を整備予定。小児がん拠点病院は、患者が発育時期を可能な限り慣れ親しんだ地域に留まり、他の子ど
もたちと同じ生活・教育環境の中で医療や支援を受けられるよう、小児がん診療を行う地域の病院との連携を進めていく。小児がん中央機関は全
国の小児がん拠点病院を牽引し、小児がん医療の質を向上させるための取組が期待される。

中央機関に期待される役割

（１）小児がんに関する相談支援の向上に関する体制整備を行うこと。
小児がん患者・経験者の発達段階に応じた長期的な支援のあり方
について検討すること。
（２）小児がんに関する情報を収集し、広く国民に提供すること。
（３）全国の小児がんに関する臨床試験の支援を行うこと。

（４）小児がん拠点病院等に対する診断、治療などの診療支援を行
うこと。

（５）小児がん診療に携わる者の育成に関する国内の体制整備を行
うこと。
（６）小児がんの登録の体制の整備を行うこと。

（７）（１）から（６）の業務にあたっては、患者、家族及び外部有識者
等による検討を踏まえて行うこと。

小児がん拠点病院に期待される役割

・地域全体の小児がん診療の質の向上に資すること。

・再発したがんや治癒の難しいがんにも対応すること。

・全人的なケアを提供すること。

・専門家による集学的治療の提供（緩和ケアを含む）、心身の全身
管理、患者とその家族に対する心理社会的な支援、適切な療育・教
育環境の提供、遊びを含む日常的な活動の確保、医師等に対する
研修の実施、セカンドオピニオンの体制の整備、患者とその家族、
医療従事者に対する相談支援等の体制の整備等を進めること。
・地域の臨床研究を主体的に推進すること。

・発育時期を可能な限り慣れ親しんだ地域に留まり、他の子どもた
ちと同じ生活・教育環境の中で医療や支援を受けられるような環境
を整備すること。
・長期フォローアップの体制を整備すること等。

期待される役割

ブロック 都道府
県名

医療機関名 ブロッ
ク

都道府
県名

医療機関名

北海道 北海道 北海道大学病院 近畿 京都 京都大学医学部附属病院

東北 宮城 東北大学病院 京都 京都府立医科大学附属病院

関東 埼玉 埼玉県立小児医療センター 大阪 大阪府立母子保健総合医療セン
ター

東京 国立成育医療研究センター 大阪 大阪市立総合医療センター

東京 東京都立小児総合医療セン
ター

兵庫 兵庫県立こども病院

神奈川 神奈川県立こども医療セン
ター

中国・
四国

広島 広島大学病院

東海・北
陸・信越

愛知 名古屋大学医学部附属病院 九州 福岡 九州大学病院

三重 三重大学医学部附属病院

国立成育医療研究センター
国立がん研究センター

小児がん拠点病院

出典 平成25（2013）年人口動態統計

我が国における死亡率の推移（主な死因別）

我が国のがんの現状
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結核 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 肺炎

（人口10万対）

約3人に1人ががんで死亡
（2013年 年間死亡者数約36万人）

1981年「がん」が
死因の第一位に

心疾患

脳血管疾患

がん

結核
肺炎
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１．がん医療
①放射線療法、化学療法、手術療法のさらなる充実とチーム医療の推進
②がん医療に携わる専門的な医療従事者の育成
③がんと診断された時からの緩和ケアの推進
④地域の医療・介護サービス提供体制の構築
新 ⑤医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組
⑥その他（希少がん、病理診断、リハビリテーション）

（１）放射線療法、化学療法、手術
療法の更なる充実とこれらを
専門的に行う医療従事者の育成

（３）がん登録の推進

２．がんに関する相談支援と情報提供
患者とその家族の悩みや不安を汲み上げ、患者とその家族にとって

より活用しやすい相談支援体制を実現する。

（２） がんと診断された時からの
緩和ケアの推進

がん対策推進基本計画（平成２４年６月閣議決定）

重点的に取り組むべき課題

分野別施策及びその成果や達成度を計るための個別目標

全体目標【平成19年度からの10年目標】

19

新（４）働く世代や小児
へのがん対策の充実

（１） がんによる死亡者の減少
（７５歳未満の年齢調整死亡率の２０％減少）

（２） すべてのがん患者とその家族の苦痛
の軽減と療養生活の質の維持向上

新（３） がんになっても安心
して暮らせる社会の構築

３．がん登録
法的位置づけの検討も含め、効率的な予後調査体制の構築や院内

がん登録を実施する医療機関数の増加を通じて、がん登録の精度を向
上させる。

４．がんの予防
平成34年度までに、成人喫煙率を12％、未成年の喫煙率を0％、受動

喫煙については、行政機関及び医療機関は0％、家庭は3％、飲食店は
15％、職場は平成32年までに受動喫煙の無い職場を実現する。

５．がんの早期発見
がん検診の受診率を5年以内に50％（胃、肺、大腸は当面40％）を達成

する。

６．がん研究
がん対策に資する研究をより一層推進する。2年以内に、関係省庁が

連携して、がん研究の今後の方向性と、各分野の具体的な研究事項等
を明示する新たな総合的がん研究戦略を策定する。

新 ７．小児がん
5年以内に、小児がん拠点病院を整備し、小児がんの中核的な機関の

整備を開始する。

新 ８．がんの教育・普及啓発

子どもに対するがん教育のあり方を検討し、健康教育の中でがん教育
を推進する。

新 ９．がん患者の就労を含めた社会的な問題

就労に関するニーズや課題を明らかにした上で、職場における理解の
促進、相談支援体制の充実を通じて、がんになっても安心して働き暮ら
せる社会の構築を目指す。

がん対策推進協議会における今後の議論の進め方について

H24.6 H25.6 H26.6 H27.6 H28.6       

が
ん
対
策
推
進
基
本
計
画
の
見
直
し

H29.6
までに

H27.6
を目途

が
ん
対
策
推
進
基
本
計
画
（2
期
）閣
議
決
定

基
本
計
画
の
見
直
し
に
向
け
た
検
討

②中間評価に関する検討

①今後のがん対策の方向性に関する検討
「全ての患者が尊厳をもった生き方を選択できる社会の構築」

研
究
班
に
よ
る

評
価
指
標
案
の
検
討

協
議
会
に
よ
る

評
価
指
標
の
決
定

○協議会委員に
よる研究班への
協力

○研究班から協
議会へ検討結果
について随時報
告

H26.春
を目途

研
究
班
に
よ
る

評
価
指
標
の
測
定

評
価
指
標
の
測
定
結
果
を

受
け
た
検
討

中
間
評
価
に
関
す
る

検
討
の
と
り
ま
と
め

中
間
評
価

協
議
会
委
員
に
よ
る

発
表
・意
見
交
換

今
後
の
が
ん
対
策
の
方

向
性
に
つ
い
て
個
別
の

テ
ー
マ
の
抽
出

○有識者からの
ヒアリング等を活用

H26.春
を目途

今
後
の
が
ん
対
策
の
方

向
性
に
関
す
る
検
討
の

と
り
ま
と
め

H27.6
を目途

H27.6
を目途

個
別
の
テ
ー
マ

に
つ
い
て
議
論

行
政
施
策
の

進
捗
報
告
（
事
務
局
）
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放射線療法、化学療法、手術療法の更な
る充実とこれらを専門的に行う医療従事
者の育成

20億円 22億円

(1)がん医療に携わる専門的な医療従事者の育成
0.４ 0.4

・がん医療に携わる看護研修事業 0.２ 0.2

・医科歯科連携事業 0.２ 0.2

(2)がん診療連携拠点病院の機能強化
19.8 21.8

小児へのがん対策の推進
4.2億円 3.8億円

・がん診療連携拠点病院機能強化事業
（小児がん拠点病院機能強化事業） 2.4 2.0

・小児がん拠点病院整備費 1.0 1.0

がんに関する研究・がん登録・がんと診断
された時からの緩和ケアの推進及びがん医
療に関する相談支援、情報提供体制の整備

15３億円 168億円

・革新的がん医療実用化研究事業
86.6 86.6

・がん政策研究事業
3.２ 3.6

・都道府県健康対策推進事業
（がん登録及び緩和ケア研修等）

10.8 7.8

・国立がん研究センター委託費
（全国がん登録データベース試験検証・

運用管管理等）
2.3 6.3

・がん診療連携拠点病院機能強化事業
（緩和ケア推進事業・在宅緩和ケア地域連携事業） 2.7 3.5

・がんと診断された時からの相談支援事業
0.4 0.4

がん患者の治療と職業生活の両立 3.4億円 3.1億円

・がん診療連携拠点病院機能強化事業
（がん患者の就労に関する総合支援等） 2.1 2.0

改

27年度
予算案

改

改

がん予防・早期発見の推進 31億円 33億円

(1)がん予防
1.5 1.5

・健康的な生活習慣づくり重点化事業
（たばこ対策促進事業）

0.4 0.4

(2)がんの早期発見
30.0 31.3

・がん検診推進事業
13.1 26.4

・新たなステージに入ったがん検診の
総合支援事業

12.0 0

改

新

改

改

（参考）平成２６年度補正予算
・働く世代の女性支援のためのがん検診の推進 6.1億円

27年度
予算案

26年度
予算額

がん対策の推進について
平成2７年度予算案 ２１２億円（２６年度予算額 ２３０億円）

○ 平成１９年４月に施行された「がん対策基本法」及び同年６月に策定され、平成２４年６月に見直し
がされた「がん対策推進基本計画」を踏まえ、総合的かつ計画的に対策を推進する。基本的な考え方

26年度
予算額

健康の増進に関する基本的な方向

健康日本２１（第二次）の概要

○ 平成２５年度から平成３４年度までの国民健康づくり運動を推進するため、健康増進法に基づく「国民の健康の増
進の総合的な推進を図るための基本的な方針」（平成１５年厚生労働大臣告示）を改正するもの。

○ 第一次健康日本２１（平成１２年度～平成２４年度）では、具体的な目標を健康局長通知で示していたが、目標の
実効性を高めるため、大臣告示に具体的な目標を明記。

① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小

・生活習慣の改善や社会環境の整備によって達成すべき最終的な目標。
・国は、生活習慣病の総合的な推進を図り、医療や介護など様々な分野における支援等の取組を進める。

② 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底（NCD（非感染性疾患）の予防）
・がん、循環器疾患、糖尿病、COPDに対処するため、一次予防・重症化予防に重点を置いた対策を推進。
・国は、適切な食事、適度な運動、禁煙など健康に有益な行動変容の促進や社会環境の整備のほか、

医療連携体制の推進、特定健康診査・特定保健指導の実施等に取り組む。

③ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上
・自立した日常生活を営むことを目指し、ライフステージに応じ、「こころの健康」「次世代の健康」「高齢者の健康」
を推進。

・国は、メンタルヘルス対策の充実、妊婦や子どもの健やかな健康増進に向けた取組、介護予防・支援等を推進。

④ 健康を支え、守るための社会環境の整備
・時間的・精神的にゆとりある生活の確保が困難な者も含め、社会全体が相互に支え合いながら健康を守る
環境を整備。

・国は、健康づくりに自発的に取り組む企業等の活動に対する情報提供や、当該取組の評価等を推進。

⑤ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康に関する生活習
慣の改善及び社会環境の改善

・上記を実現するため、各生活習慣を改善するとともに、国は、対象者ごとの特性、健康課題等を十分に把握。
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具体的な目標
○ ５つの基本的方向に対応して、５３項目にわたる具体的な目標を設定する。

その他

○ 都道府県及び市町村は、独自に重要な課題を選択して、目標を設定し、定期的に評価及び改定を実施。（ＰＤＣＡサイクルの実施）
○ 国は、生活習慣病の改善のほか、社会環境の改善に関する調査研究を企画し、推進。
○ 各保健事業者は、各種健診の実施主体間で、個人の健康情報の共有を図るなど、健康に関する対策を効率的かつ効果的に実施。
○ 国、地方公共団体は、企業、団体等が行う健康増進に向けた自発的な取り組みを支援。

基本的な方向 具体的な目標の例 （括弧内の数値は現状） 目標

① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小
○日常生活に制限のない期間の平均

（男性70.42年、女性73.62年）
平均寿命の増加分を上回
る増加

② 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹
底 （がん、循環器疾患、糖尿病、COPDの予防）

○75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少
（84.3（10万人当たり））

○最高血圧の平均値
（男性138mmHg、女性133mmHg）

○糖尿病合併症の減少（16,271人）

７３．９（１０万人当たり）

男性１３４mmHg、
女性１２９mmHg
１５，０００人

③ 社会生活を営むために必要な機能の維持・
向上 （心の健康、次世代の健康、高齢者の健康を
増進）

○強いうつや不安を感じている者（10.4%)
○低出生体重児の割合の減少（9.6％）
○認知機能低下ハイリスク高齢者の把握率の

向上（0.9％）

９．４％
減少傾向へ
１０％

④ 健康を支え、守るための社会環境の整備
○健康づくりに関する活動に取り組み自発的

に情報発信を行う企業数の増加(420社）
３０００社

⑤ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、
喫煙、歯・口腔の健康に関する生活習慣の
改善及び社会環境の改善

○２０～６０歳代男性の肥満者の割合（31.2%）
○食塩摂取量（10.6g）
○２０～６４歳の日常生活での歩数（男性7841歩、

女性6883歩）

○生活習慣病のリスクを高める量（１日当たり
純アルコール摂取量男性40g、女性20g以上)
の飲酒者割合の減少（男性16.7%,女性7.4％）

○成人の喫煙率（19.5%）
○８０歳で２０歯以上の歯を有する者の割合（25%)

２８％（自然増から１５％減）
８グラム
男性９０００歩、
女性８５００歩
男性１４．０％、
女性６．３％

１２％
５０％
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【厚生労働大臣 最優秀賞】
須坂市保健補導員会（長野県）

「市民の健康を願って『自分の健康は自分でつくり守る』保健補導員の健康づくり活動」

【厚生労働大臣 優秀賞】（３件）
＜企業部門＞ 株式会社イトーキ（東京都）
＜団体部門＞ 一般社団法人江戸川区医師会（東京都）
＜自治体部門＞熊本市（熊本県）

【厚生労働省健康局長 優良賞】（１３件）
＜企業部門＞

株式会社LC ウェルネス（静岡県）／株式会社グリーンハウス（東京都）／
株式会社フレスタ（広島県広島市）／ヤマトグループ健康保険組合（東京都）

＜団体部門＞
NPO 法人・熟年体育大学リサーチセンター（JTRC）（長野県松本市）／
公立大学法人名桜大学健康・長寿サポートセンター（沖縄県名護市）／
地方独立行政法人市立吹田市民病院（大阪府）／日本禁煙推進医師歯科医師連盟（東京都）

＜自治体部門＞
加東市（兵庫県）／上山市（山形県）／北名古屋市（愛知県）／総社市（岡山県）／
箕輪町（長野県）

【厚生労働省保険局長 優良賞】（２件）
全国健康保険協会大分支部（大分県）／パナソニック健康保険組合（大阪府）

【厚生労働大臣 最優秀賞】
須坂市保健補導員会（長野県）

「市民の健康を願って『自分の健康は自分でつくり守る』保健補導員の健康づくり活動」

【厚生労働大臣 優秀賞】（３件）
＜企業部門＞ 株式会社イトーキ（東京都）
＜団体部門＞ 一般社団法人江戸川区医師会（東京都）
＜自治体部門＞熊本市（熊本県）

【厚生労働省健康局長 優良賞】（１３件）
＜企業部門＞

株式会社LC ウェルネス（静岡県）／株式会社グリーンハウス（東京都）／
株式会社フレスタ（広島県広島市）／ヤマトグループ健康保険組合（東京都）

＜団体部門＞
NPO 法人・熟年体育大学リサーチセンター（JTRC）（長野県松本市）／
公立大学法人名桜大学健康・長寿サポートセンター（沖縄県名護市）／
地方独立行政法人市立吹田市民病院（大阪府）／日本禁煙推進医師歯科医師連盟（東京都）

＜自治体部門＞
加東市（兵庫県）／上山市（山形県）／北名古屋市（愛知県）／総社市（岡山県）／
箕輪町（長野県）

【厚生労働省保険局長 優良賞】（２件）
全国健康保険協会大分支部（大分県）／パナソニック健康保険組合（大阪府）

第３回 健康寿命をのばそう！アワード
＜生活習慣病予防分野＞

生活習慣病予防の啓発活動、健康寿命の延伸を目的とする、
優れた取組を行っている企業・団体・自治体を表彰。
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目標項目 日常生活に制限のない期間の平均

現状（目標設定時） 男性70.42年、女性73.62年 （平成22年）

目標 平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加＊（平成34年度）

データソース 厚生労働科学研究費補助金「健康寿命における将来予測と生活習慣病
対策の費用対効果に関する研究」
※国民生活基礎調査をもとに算定

※健康日本２１（第二次）における目標：健康寿命の延伸

健康寿命とは：日常生活に制限のない期間

74.21

71.19

86.61

80.21

60 65 70 75 80 85 90

平均寿命 健康寿命

12.40年

9.02年

男性

女性

平均寿命と健康寿命の差

【資料】
○平均寿命:厚生労働省「平成22年完全生命表」

「平成25年簡易生命表」
○健康寿命:厚生労働省「平成25年簡易生命表」

厚生労働省「平成25年人口動態統計」
厚生労働省「平成25年国民生活基礎調査」
総務省「平成25年推計人口」

より算出

（日常生活に制限のない期間）

平均寿命と健康寿命の差

84.93 85.59 85.99 86.30 86.61

72.65 72.69 73.36 73.62 74.21

65

70

75

80

85

90

平成13年 平成16年 平成19年 平成22年 平成25年

78.07 78.64 79.19 79.55 80.21

69.40 69.47 70.33 70.42 71.19

65

70

75

80

85

90

平成13年 平成16年 平成19年 平成22年 平成25年

平均寿命と健康寿命の推移

【資料】平均寿命：平成13・16・19・25年は、厚生労働省「簡易生命表」、平成22年は「完全生命表」

男性

平均寿命 健康寿命

（年）

女性
（年）
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自治体や企業による市民や社員の健康づくりに関するモデル的な取組の横展開

地域住民

＊民間サービスの消費量拡大により健康づ
くり拠点間の競争が活性化し、健康づく
り分野における産業の拡大
が図られる。

（健康づくり拠点の利用に対してポイント
を付与・使用できるなど、個人・企業等
のインセンティブを更に高める仕組みに
ついても検討。）

＜健康づくり拠点の拡大＞
「いつでも」「どこでも」「だれでも」食事や運動について必要なサービスが受けられる

＜健康管理の機会の増大＞
「いつでも」「どこでも」「だれでも」自分の健康データをチェックできる

自治体・保健所

従来型拠点 新たな拠点づくり

ｺﾝﾋﾞﾆ・ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ等の
食事関係の拠点

ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ等
運動関係の拠点

従来型機会 新たな機会づくり

保健センターや医療機関等
における指導を通した

チェック

企業が開発している各種ITを
活用し健康データを測定・記録
する機器を用いたチェック

身近に多数存在するコンビニ・
薬局等の利便性を活かした
住民への効果的なアプローチ

＊従来アプローチできなかった住民（国保以
外の被保険者等）にもアプローチができる。
＊「いつでも」データをチェックできること
で、それらのデータを集計・分析し、効果
的な取組ができる。

＊日々の改善状況を適時把握できることで、
適切な保健指導内容の見直しができる。

携帯電話等のＩＴ技術の
活用により、日々の
・体重
・食事（脂質、塩分等）
・運動量（歩数等）
を記録。
「いつでも」チェックで
きる環境を整備

（参考；指針類）
『健康な食事』の基準
（平成２６年夏頃～）
食事摂取基準
食事バランスガイド
身体活動基準、身体活動指針
禁煙支援マニュアル 等

○モバイルデータを活用した
日々の健康管理
○各種指針等に基づく保健指導

→健康への意識醸成・向上に
よる健康づくり拠点への誘導

地域のソーシャル
キャピタル（健康
づくり拠点）を活
用した効果的な保
健指導を展開

保健センターや医療機関
等に比べて、
・営業時間が長く
・拠点数が多く
・住民の利用頻度が高い
民間のインフラを活用

＜事業名：地域健康増進促進事業費 （平成27年度予算案：８５百万円）＞
○事業概要：自治体や民間団体などの連携による地域のソーシャルキャピタルを活用したモデル的な取組を支援
○経費の性質：補助金（補助先：市町村、特別区、民間団体 ※公募により選定 、補助率：定額）

＜イメージ＞

30

「禁煙支援マニュアル（第二版）」の策定について

（１）背 景
平成２３年度の国民健康・栄養調査によると、現在習慣的に喫煙している人の割合は、２０．１％（男性

３２．４％、女性９．７％）となっており、このうち「たばこをやめたい」と回答している人は３５．４％（男性３
２．８％、女性４２．８％）となっている。「がん対策推進基本計画」(平成24年6月8日閣議決定)や「健康日
本21(第二次)」(平成25年4月1日開始)では、喫煙者のうち喫煙をやめたい人の全てが禁煙を達成するこ
とを数値化した、成人喫煙率を2022年度まで12％とするという数値目標が設定された。

（２）禁煙支援マニュアル（第二次）策定の目的
禁煙を希望する者に対する禁煙支援については、平成１８年５月に策定された「禁煙支援マニュアル」

を普及することなどを通して推進を図ってきたところであるが、最新の知見を踏まえた、さらに効果的な禁
煙支援を推進することを目的として、「禁煙支援マニュアル（第二版）」を策定した。

（３）禁煙支援マニュアル（第二次）の内容等
① 保健医療の専門職だけでなく、職場の衛生管理者や地域の保健事業担当者の方々も対象とし、

「喫煙と健康」に関する健康教育を行うための必要な基礎知識や実施方法の具体例を解説。
② 動画を組み合わせ、具体的にわかりやすく学習できるよう工夫。
③ 平成２５年４月より、禁煙支援の推進について大幅な改訂が示された、「標準的健診・保健指導

プログラム（改訂版）」に基づいた健診・保健指導が開始されたことを踏まえて、健診・保健指導に
おける禁煙支援の具体的な方法についての記載を拡充。

④ 禁煙支援に関する参考資料を多数掲載。
⑤ 各地方自治体や多くの職場等で本書が活用され、受動喫煙も含めたたばこによる健康被害の減少

に役立てられることを期待。
17



人材育成

地域の医療従事者の
人材育成及びネット

ワーク構築

医療機関
クイットラインセンター

（がん診療連携拠点病院内）

①禁煙相談専門のたばこ
相談員の設置及び研修の
実施。

②禁煙相談専用の電話回線
の設置。

③たばこに関するパンフレッ
トやリーフレットを配布し、
来訪者に対して普及啓発。

電話相談

禁煙に関する電話相
談及び医療機関の紹

介等を行う。

国民

病院
紹介

相談

事業概要

効果

たばこの健康影響評価
（たばこ成分分析・たばこ製品の実態把握等）

根拠の集積と発信
（たばこ白書作成等）

たばこ対策促進事業
（地方の活性化）

喫煙率19.5%
(2010年)

喫煙率12%
(2022年)

人材
育成

たばこクイットライン
（がん診療拠点病院機能強化事業の一部）

基
盤
整
備

普
及
・
啓
発

たばこクイットライン
（国民からの電話相談／

地域の保健医療従事者の育成）

重
症
化

予
防

32

○ 事業概要
都道府県において、地域での連携を図り、未成年者の喫煙防止対策、受動喫煙防止対策及び禁

煙・節煙を希望する者に対する支援体制の整備を図る等、地域の実情にあわせた施策を実施する
経費に対する国庫補助事業（補助先：都道府県、保健所設置市、特別区、補助率：１／２）

たばこ対策促進事業 （平成27年度予算案 39,818千円）

○ 若年女性に対する普及啓発に関する事業

・ 喫煙と健康問題に関するチラシ・ポスター等（美容所等へ配布）の作成など

○ 「禁煙普及員」「たばこ相談員」等の禁煙支援携わる者に関する事業

・ 「禁煙普及員」、「たばこ相談員」等の禁煙支援に携わる者が行う普及啓発活動の支援に関する

事業など

○ 未成年者や子どもへの影響の大きい父母等の喫煙防止に関する事業

・ 学校保健担当者等を対象とした未成年者の喫煙防止に効果的な教育方法等を指導する講習会等

の実施など

○ 娯楽施設等における受動喫煙防止に関する事業

・ 娯楽施設等の事業者を対象とした受動喫煙防止対策に関する講習会の実施など

○ たばこ対策関係者で構成される協議会等の設置

・ 地域の保健医療関係者を含めたたばこ対策関係者で構成される協議会を設置して事業計画策定、

推進及び評価の実施

〈事業内容〉
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たばこの健康影響

喫煙による年間死亡者数 受動喫煙による年間死亡者数 出典

世界 540万人 60万人 WHO 世界のたばこの流行に関する報告書2011年版

日本 12-13万人※1～3
年間死亡者数119万人(H22)の約1割

6,800人※4
肺がん、虚血性心疾患のみ計上

※1. Katanoda K, et al.2008
※2. Murakami Y, et al. 2011
※3. Ikeda N, et al.2011 ※4. 片野田ら、 2010

（上図：WHO 世界のたばこの流行に関する報告書2009年版
原典：米国公衆衛生総監報告書2004, 2006）

喫煙及び禁煙と肺がん罹患リスクとの関係

喫煙指数（PY）＝1日箱数（P）×喫煙年数（Y） 禁煙後の年数 （Sobue T, et. al. 2002）
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第２５条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施
設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙（室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされる
ことをいう。）を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

日本における受動喫煙防止対策に係る法令等について

① 受動喫煙による健康への悪影響は明確であることから、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙で

あるべき。

② 全面禁煙が極めて困難である場合には、施設管理者に対して、当面の間、喫煙可能区域を設定する等の受動喫煙防止対策を

求める。

③ たばこの健康への悪影響や国民にとって有用な情報など、最新の情報を収集・発信する。

④ 職場における受動喫煙防止対策と連動して対策を進める

「受動喫煙防止対策について」健康局長通知 平成22年2月25日 健発０２２５第２号）概要１

健康増進法施行 平成１５年５月

たばこ煙にさらされることから保護するための効果的な対策としては、１００％の無煙環境を作り出すため、特定の空間または環
境から喫煙とたばこ煙を完全に排除しなければならない。（原則１より抜粋）

ＦＣＴＣ第８条の履行のための指針

１．締約国は、たばこの煙にさらされることが死亡、疾病及び障害を引き起こすことが科学的証拠により明白にされていることを認識する。

２．締約国は、屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には他の公共の場所におけるたばこの煙にさらされるこ
とからの保護を定める効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を国内法によって決定された既存の国の権限の範囲内で採択し及
び実施し、並びに権限のある他の当局による当該措置の採択及び実施を積極的に促進する。

「たばこが健康、社会、環境及び経済に及ぼす影響から、現在及び将来の世代を保護する」ことを目的とした条約

ＦＣＴＣ第８条（たばこの煙にさらされることからの保護）

たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約（ＦＣＴＣ；Framework Convention on Tobacco Control）
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慢性閉塞性肺疾患（COPD）
健康教育の実施

○慢性閉塞性肺疾患（COPD）の推計患者数
500万人以上（NICEスタディ２００１）

○公式な患者数約22万人(平成20年患者調査)

慢性閉塞性肺疾患（COPD）の啓発について

○医師の間でも、COPDの認知度が低く、
正確な診療が行われていない

○重症化すると肺機能が低下し、慢性呼吸不全
になり酸素療法の導入が必要

○「早期の禁煙」や「発症後の早期治療」
により、発症・重症化の予防が可能

有毒な粒子やガス(主にたばこの煙)の吸入による進行性の疾患

慢性閉塞性肺疾患（COPD）健康教育の実施

現状

○WHOは2030年には、世界の死亡原因の第
3位になると予測している。

課題

問診票や
簡易型スパイロ
メトリー検査
を用いた啓発

専門医療機関
への受診勧奨

必要に
応じ

COPD
についての
認知向上

禁煙教育の
受診勧奨

健康な生活習慣推進に関する世界保健機関と国際オリンピック委員会の合意（2010年7月21日ローザンヌ）
世界保健機関（WHO）と国際オリンピック委員会（IOC）は、身体活動を含む健康的な生活習慣を選択すること、すべての人々のためのス

ポーツ、たばこのないオリンピック及び子どもの肥満を予防することを共同で推進することについて合意した。

（出典）受動喫煙の健康への影響及び防止対策に関する調査研究委員会報告書. 平成19年度 中央労働災害防止協会 他

各国の取り組み

ドイツ
連邦非喫煙者保護法（2007年）

連邦の施設、公共交通機関の建物内及びその他完全に囲まれている場所では喫
煙は禁止。ただし、完全な分煙が採られれば喫煙可能な場所を設けることができる。

フランス
公衆衛生法典（2007年改正）

多数の者が共用する場所（企業、レストラン、公共交通機関等）においては、換気
型の喫煙室を除き、喫煙は禁止される。

カナダ
非喫煙者健康法（1985年）

公共の場と連邦政府の職場を喫煙禁止。ただし、一定の要件を満たす喫煙室等の
設置は認めている。

米国

連邦レベルの法令は存在しない。
（カリフォルニア州）

労働法典(2007年)により職場の閉ざされた空間内において、使用者は故意に喫煙

を許可してはならず、また、何人も喫煙をしてはならないと規制している。一般的なレ
ストラン、バーでの喫煙は不可。（ただし、一定の要件を満たす喫煙室等については
除外されている。)
（ニューヨーク州）

空気清浄法(2003年)により、職場、レストラン・バー等の飲食店、公共交通機関等

では喫煙禁止（喫煙室の設置そのものが禁止されていると解釈されている）。ただし、
会員制のクラブ、一部のシガーバーやレストランの屋外席の一部を除く。
（ワシントン州）

空気清浄法（2005年）により、職場（公、私）及び公共の空間において原則完全禁

煙。閉鎖型の個人事務所のみ喫煙を認める。また、産業安全衛生法に基づく職場喫
煙環境規則により職場における喫煙を禁止。

英国

国レベルの法令は存在しない。
（イングランド）

衛生法（2007年）により、レストラン・バーを含めた屋内の公共の場、職場及び公共
交通機関において喫煙禁止。

国内の状況

日本政府
「健康増進法」
（2003年5月施行）

施設管理者への努力義務（罰則なし）

神奈川県
「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」

（2010年4月1日施行）
施設管理者・喫煙者への過料あり

兵庫県
「受動喫煙の防止等に関する条例」

（2013年4月1日施行）
施設管理者への罰金、喫煙者への過料あり

京都府
「京都府受動喫煙防止憲章」

（2012年3月19日制定）
条例ではなく、義務や罰則はなし

東京都
「東京都受動喫煙防止ガイドライン」

（2004年6月策定、2004年6月改定）
条例ではなく、義務や罰則はなし

たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約（ＦＣＴＣ）

2005年2月27日発効
（日本政府は2004年3月9日に署名）
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健康日本21における飲酒に関する目標値

①生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者
（一日当たりの純アルコール摂取量が男性40ｇ以上、女性20ｇ以上の者）の割合の減少
＜目標値＞ 男性：16.4％(H22年)→14.0％(H34年度) 女性： 7.4％(H22年)→ 6.3％(H34年度)

②未成年者の飲酒をなくす （過去30日に1回以上飲酒した者の割合）

＜目標値＞ 男性(中学3年)：10.5％(H22年)→0％(H34年度) 男性(高校3年)：21.7％(H22年)→0％(H34年度)
女性(中学3年)：11.7％(H22年)→0％(H34年度) 女性(高校3年)：19.9％(H22年)→0％(H34年度)

③妊娠中の飲酒をなくす

＜目標値＞ 8.7％(H22年)→0％(H26年)

①多量に飲酒する人の減少
（多量に飲酒する人＝１日平均純アルコール約60ｇを超えて摂取する人）

＜目標値＞ 男性：4.1％(H8年度)→3.2％以下

女性：0.3％(H8年度)→0.2％以下

②未成年者の飲酒をなくす （月に１回以上飲酒しているものの割合)

＜目標値＞ 男性(中学3年)：26.0％(H8年度)→0％
男性(高校3年)：53.1％(H8年度)→0％
女性(中学3年)：16.9％(H8年度)→0％
女性(高校3年)：36.1％(H8年度)→0％

③「節度ある適度な飲酒」の知識の普及
（節度ある適度な飲酒＝１日平均純アルコールで約20ｇ程度の飲酒）

＜目標値＞ 男性：50.3％(H13年度)→100％
女性：47.3％(H13年度)→100％

最終評価（2011年10月）

男女とも有意に減少したが、女性の減り方は
男性に比べてゆるやかである。
＜最終評価時＞ 男性(中学3年)： 8.0％(H22年度)

男性(高校3年)：21.0％(H22年度)
女性(中学3年)： 9.1％(H22年度)
女性(高校3年)：18.5％(H22年度)

男性は改善傾向にあるが、女性は変わらなかっ
た。

＜最終評価時＞ 男性：54.7％(H20年)
女性：48.6％(H20年)

改善は見られなかった。

＜最終評価時＞ 男性：4.8％(H21年)
女性：0.4％(H21年)

＜第1次（2000～2012年）＞

注）月1回以上飲酒する者の割合

＜第2次（2013～2022年）＞

保健指導における

アルコール使用障害スクリーニング（ＡＵＤＩＴ）と

その評価結果に基づく

減酒支援（ブリーフインターベンション）の手引き

【資料】厚労省科学研究費補助金
「わが国における飲酒の実態把握およびアルコールに関連する生活習慣病とその対策に関する総合研究」

（研究代表者：樋口 進 国立病院機構久里浜医療センター病院長）

Ｑ）アルコール使用障害同定テスト（AUDIT: 
Alcohol Use Disorders Identification Test）とは？

Ａ） アルコール問題のスクリーニングの一つ。
WHOが問題飲酒を早期に発見する目的で作成
したもので、世界で最もよく使われています。

Ｑ）減酒支援（Brief Intervention）とは？

Ａ） 対象者の特定の行動（この場合は飲酒行動）
に変化をもたらすことを目的とした短時間のカウン
セリング。海外では活発に用いられています。

「危険な飲酒や有害な飲酒に対するスクリーニングおよびブリーフインターベンション」は、 WHOが
2011年に採択した「アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略」において推奨されています。

“オーディット”

スクリーニング ブリーフインターベンション

21



＜アルコール健康障害対策基本法に示された基本的政策＞

第15条 教育の振興等
学校や職場でのアルコール関連問題に関する知識の普及

第16条 不適切な飲酒の誘因の防止
酒類の表示や広告について、事業者の取り組みを尊重しつつ、不適切な飲酒の誘因を防ぐ

第17条 健康診断及び保健指導
健康診断及び保健指導において、アルコール健康障害の発見及び飲酒についての指導

第18条 アルコール健康障害に係る医療の充実等
・アルコール健康障害の進行を防止するための節酒又は断酒の指導
・アルコール依存症の専門的な治療及びリハビリテーションの充実
・専門医療機関とその他の医療機関との連携の確保

第19条 飲酒運転等をした者に対する指導等
飲酒運転、暴力行為、虐待、自殺未遂等をした者に対する支援等

第20条 相談支援等
アルコール健康障害を有する者及びその家族への相談支援

第21条 社会復帰の支援
アルコール依存症にかかった者の社会復帰の支援等

第22条 民間団体の活動に対する支援
民間の団体が行う活動を支援

第23条 人材の確保等
医療、保健、福祉、教育や矯正の分野での人材の育成

第24条 調査研究の推進等
アルコール健康障害、関連問題に関する調査研究

0 20 40 60 80 100 120 140

野菜果物の低摂取

過体重・肥満

悪玉コレステロール高値

飲酒

食塩摂取

高血糖

運動不足

高血圧

喫煙

循環器疾患

悪性新生物

糖尿病

呼吸器系疾患

その他の非感染性疾病

外因

運動不足 ５万人死亡！

わが国では運動不足が原因で毎年5万人が死亡！！

2007年の我が国における危険因子に関連する非感染症疾病と外因による死亡数

出典）THE LANCET 日本特集号（2011年9月）日本：国民皆保険達成から50年 「なぜ日本国民は健康なのか」

死亡数, 千人
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身体活動量 （＝生活＋運動）

65歳以上
強度を問わない身体活動を毎日40分

（例：ラジオ体操10分＋歩行20分＋植物水やり10分)

18～64歳
3メッツ以上の強度の身体活動を毎日60分

(例：歩行30分＋ストレッチ10分＋掃除20分)

18歳未満 楽しく体を動かすことを毎日60分以上

健康な人のための身体活動量の新基準

ボウリング

3.0メッツ

※健康診断などでいずれかに異常が見つかった場合は、
自治体の保健指導、又は、かかりつけ医師の指導のもと、
身体の安全に留意して運動を行いましょう。 （健康づくりのための身体活動基準2013より）

植物の水やり
2.5メッツ

ストレッチング

普通の歩行

自体重を使った
軽い筋力トレ

3.5メッツ

水泳（クロール）
8.3メッツ

2.3メッツ

健康日本21(第二次)
に対応

3.0メッツ

働く世代の女性支援のためのがん検診未受診者緊急支援事業

○ 平成26年度に研究班で開発する宿泊型新保健指導プログラムを医療保険者等（公募）で試行するための事業費を補助し、事業結果・効
果の検証を反映してプログラムの改訂を実施する。

【補助率】国１０／１０ 【補助先】医療保険者等（公募）

事業概要

趣旨・目的

平成２７年度概算要求額：６４百万円宿泊型新保健指導試行事業

○ 日本再興戦略のアクションプランの一つである戦略市場創造プランにおける、ヘルスケア産業を担う民間事業者等が創意工夫を発揮でき
る市場環境の整備として、「糖尿病が疑われる者等を対象として、ホテル、旅館などの地元観光資源等を活用して行う宿泊型新保健指導
プログラムを平成26年度内に開発し、試行事業等を経た上で、その普及促進を図る」とされている。

○ また、健康日本２１（第二次）においては、循環器疾患、糖尿病、高血圧等の生活習慣病の一次予防に重点を置きつつ、合併症の発症や
症状進展などの重症化の予防を重視した取組を進めるとともに、健康づくりに取り組もうとする個人を社会全体で支援するため、社会環境
の改善を通じた働きかけなどを推進していくこととしている。

※健康日本２１（第二次）における目標例
・【糖尿病腎症による年間新規透析導入患者数の減少】 現状：16,247人（H22）→ 目標：15,000人（H34）
・【糖尿病有病者の増加の抑制】 現状：890万人 （平成19年）→ 目標：1,000万人（平成34年度）

○ 平成26年度に開発する宿泊型新保健指導プログラムを平成27年度に試行することで効果検証を行い、プログラムの改訂等を行った上
で、 生活習慣病予防に効果的で、汎用的な保健指導として、ヘルスケア産業等で活用されることを目指す。

国
医療

保険者等

10／10
国庫補助

事業結果
（データ）
の報告

健康増進施設・保養所・ホテル・旅館等で実施

（健保組合や企業の保養所、都心部・保養地の
ホテル・旅館など）

医師,保健師,管理栄養士,健康運動指導士 etc

旅館

保健指導プログラム

スポーツなどのオプション

事業結果を反映してプログラムを改訂

被保険者に対して
宿泊型保健指導

を実施

結果(データ）の
提供

補助先(公募）

（平成２７年度予算案：６３，５４８千円）
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栄養対策について
※（ ）内は、平成26年度予算額

○国民健康・栄養調査の実施 ＜予算（案）：１３８百万円（１３８百万円）＞

○食事摂取基準及び「健康な食事」の普及 ＜予算（案）：２６百万円（５７百万円）＞

○健康日本２１（第二次）分析評価事業の実施 ＜予算（案）：３０百万円（３０百万円）

１．科学的根拠に基づく基準づくり・基盤整備 １９４百万円（２２５百万円）

２．管理栄養士等の養成・育成 ６７百万円（６８百万円）

○管理栄養士国家試験の運営、管理栄養士等の資質確保 ＜予算（案）：４７百万円（４８百万円）＞

・管理栄養士国家試験の実施及び管理栄養士免許証の交付等
・管理栄養士・栄養士養成施設におけるモデル・コアカリキュラムの方向性の検討

○管理栄養士専門分野別人材育成事業の実施 ＜予算（案）：２０百万円（２０百万円）、委託先：（公社）日本栄養士会＞

３．地域における栄養指導の充実

○糖尿病予防戦略事業の実施 ＜予算（案）：３７百万円（３７百万円） 補助先：都道府県等 平成２６年度内示数：４７自治体＞

○栄養ケア活動支援整備事業の実施

＜予算（案）：４０百万円（４０百万円） 補助先：民間団体（公募） 平成２６年度事業採択数：９事業＞

７７百万円（７７百万円）

委託先：国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所＞

平成25年～28年国民健康・栄養調査 調査計画

調査項目

調査テーマ

Ｈ２４
大規模年

Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８
大規模年

身
体
状
況

身体計測

地
域
格
差

各
種
基
準
に
関
わ
る
実
態
把
握

所
得
格
差

社
会
環
境
の
整
備
状
況

地
域
格
差

問診

血圧

血液検査

栄養・食生活

身体活動・運動

休養

喫煙

飲酒

歯の健康

その他（高齢者、所得等）

詳細については下記URL掲載の資料より、資料４をご参照ください。
（URL ： http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000300cg-att/2r985200000300h3.pdf）

国民健康・栄養調査の実施 【平成27年度予算（案） 138百万円】

「国民健康・栄養調査企画解析検討会（平成２５年４月１７日）」において決定。
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３食ともに、穀類、魚介類・肉類・卵・大豆(大豆製品)、野菜を組み合わせて食べている者は男性で
38.4％、女性で36.5％である。年齢階級別にみると、その割合は男女ともに若いほど低い傾向にあ
る。

1.2 0.0 1.4 0.9 1.8 1.1 1.6 2.3 4.2 3.6 3.6 2.0 1.4 1.2 
14.3 16.8 15.8 16.4 16.7 13.9 10.4 16.0 

24.3 20.7 22.0 
15.6 13.6 10.4 

46.1
54.9 54.3 54.4 44.6

40.6 39.7
45.2

46.8 51.9 46.2
47.6

43.8
41.2

38.4
28.2 28.5 28.3

36.9 44.4 48.3
36.5

24.6 23.8 28.3 34.8 41.2 47.1

0

20

40

60

80

100 3食組合せ 2食組合せ 1食組合せ 組合せ無し

男性 女性

※「穀類と魚介類・肉類・卵・大豆(大豆製品)と野菜を組み合わせて食べる」とは、いずれの食品群も摂取することとした。摂取量については考慮していない。
※欠食者を含む。

（％）

図 穀類と魚介類・肉類・卵・大豆（大豆製品）と野菜を組み合わせて食べる者の割合

平成25年国民健康・栄養調査結果の概要（平成26年12月９日 発表）

（１） 食品群の組合せの状況

（２）主な生活習慣の状況（性・年齢階級別）

36.524.623.8 28.3 34.8 41.2 47.1

0 50

38.428.2 28.528.3 36.9 44.4 48.3
0 50

３食ともに穀類と魚介類・肉類・卵・大豆(大豆製品)と野菜を組み合わせて食べる者の割合

(%)

40歳代 30歳代20歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

70歳以上20歳代 40歳代 50歳代 60歳代30歳代

全体の平均
男性

女性
全体の平均

296.4244.8 268.6261.9 294.7 326.4323.2
244 .5 264 .5 284 .5 304 .5 324 .5 344 .5

271.6220.8 231.3230.3 278.9 315.3288.1

219 .7 239 .7 259 .7 279 .7 299 .7 319 .7

１日の野菜摂取量

(g/日)

男性

女性

20歳代 40歳代 30歳代 50歳代 全体の平均 70歳以上 60歳代

20歳代 40歳代 30歳代 全体の平均 70歳以上50歳代 60歳代

27.216.812.9 16.6 20.7 34.9 37.2

0 50

33.816.313.1 24.122.1 37.3 49.40 50

運動習慣のある者の割合

男性

女性

(%)

30歳代 20歳代 50歳代 40歳代 全体の平均 60歳代 70歳以上

全体の平均30歳代40歳代 20歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

全体の平均

20-29歳、30-39歳

60-69歳、70歳以上
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○平成26年国民健康・栄養調査の結果

＜調査テーマ：所得格差＞

・平成27年11～12月を目途に、結果の概要を公表予定。

・平成28年３月に報告書を公表予定。

○平成27年国民健康・栄養調査の実施

＜調査テーマ：社会環境の整備状況＞

・平成27年11月の調査の実施に向けて、平成27年７月下旬

に担当者説明会を開催予定。

今後の国民健康・栄養調査のスケジュール

○ 健康日本２１（第二次）に関する目標項目について、現状値を更新し、グラフ化すると ともに、健
康日本２１（第二次）の目標策定や食事摂取基準の策定の根拠に用いられている国民健康・栄養調
査における主要なデータについての経年変化及び諸外国との比較に関する分析を行い、専用の
ホームページに掲載する。
○ 健康格差に関する基本データとして、国民健康・栄養調査における都道府県別の状況や、都道

府県等増進計画の目標及び取組の進捗状況について整理し、専用のホームページに掲載する。

平成２５年度より開始した「健康日本２１（第二次）」で設定された目標達成に向け、主要な項目につ
いては継続的に数値の推移等の調査や分析を行い、都道府県における健康状態や生活習慣の状
況の差の把握に努める必要があることから、独立行政法人国立健康・栄養研究所に委託事業として
実施。

目 的

事業内容

・国民健康・栄養調査における都道府県別の状況
・都道府県等増進計画の目標及び取組の進捗状況
http://www0.nih.go.jp/eiken/chosa/kenkoeiyo.html

※３月中旬以降に、以下のURLに移行予定。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/
kenkounippon21/index.html

健康日本２１（第二次）分析評価事業 【平成27年度予算（案） ３０百万円】
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日本人の食事摂取基準は、健康増進法（平成14年法律第103号）第30条の２

に基づき厚生労働大臣が定めるものとされ、国民の健康の保持・増進を図る上
で摂取することが望ましいエネルギーと栄養素の量の基準を示すものである。

策定の目的

平成27（2015）年度から平成31（2019）年度の５年間。

使用期間

改定のポイント

日本人の食事摂取基準(2015年版)について

「日本人の食事摂取基準（2015年版）」策定検討会において検討を行い、平成
26年３月に報告書を取りまとめ、その主な改定のポイントは以下のとおり。

１）策定目的に、生活習慣病の発症予防とともに「重症化予防」を加えたこと。

２）エネルギーについて、指標に「体格（BMI）」を採用したこと。

３）生活習慣病の予防を目的とした「目標量」を充実したこと。

大臣告示の予定

平成27年３月中の予定。

資料：厚生労働省健康局がん対策・健康増進課栄養指導室調べ

行政栄養士数の推移

地域における行政栄養士による効果的な取組の推進

(人)

※H18は調査実施なし

4,043 

4,311 
4,585 

5,241 
5,468 

5,451 
5,608 
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6,061 
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4,000

5,000

6,000

7,000

H16 H17 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

総数

市町村

都道府県・保健所設置市、
特別区

3,820

2,241

前年より、８１人増加
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健康日本２１（第二次）の推進と行政栄養士の業務の方向性

○健康日本２１（第二次）の推進に当たり、行政栄養士の業務に関する
通知の見直し（平成２５年３月）。

・「地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養・食生活の改善について」
（健発０３２９第９号厚生労働省健康局長通知）

・「地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養・食生活の改善の基本指
針について」
（健が発第０３２９第４号厚生労働省健康局がん対策・健康増進課長通知）

・「特定給食施設における栄養管理に関する指導及び支援について」
（健が発第０３２９第３号健康局がん対策・健康増進課長通知）

※平成27年度から衛生行政報告例の様式を変更 「第13表 特定給食施設に対する指導・監督」
従来の「栄養管理」に関する指導・助言件数の再掲として、「肥満及びやせに関する栄養管理」
の件数を新たに計上。

〈特定給食施設に係る目標の評価基準〉
○管理栄養士又は栄養士の配置状況（配置されていること）
○肥満及びやせに該当する者の割合の変化の状況（基準年の割合に対して、増加していないこと）。

なお、医学的な栄養管理を個々人に実施する施設は、対象としないこと。

○平成27年度より、衛生行政報告例の様式を変更し、特定給食施設
における肥満及びやせに該当する者の割合の変化の状況を把握。

自治体との協働・提案型 栄養施策の推進について

■ 主要施策別 自治体との意見交換会の実施

〈趣旨〉
健康日本２１（第二次）の推進に当たり、平成25年３月に改正した行政栄養士の業務

指針を踏まえ、自治体業務と密接に関わる主要施策については自治体と国の共同に
より効果的な取組を目指す仕組みが求められる。

主要施策について、具体の取組が充実している自治体の担当者との意見交換を通し
て、施策の企画への反映、効果的に取り組んでいる事例の紹介など、自治体との協
働・提案型として進める試み。

〈取組方法〉
４つの施策について、国との意見交換を行うことを希望する自治体を年度内に募集。
①国民健康・栄養調査 ②特定給食施設の指導・支援
③健康な食事の普及 ④行政栄養士の人材育成

各施策ごとに、自治体数は５～１０程度を想定。

各施策ごとに、年度当初の１回と、施策の企画・実施に反映できる時期に１～２回の実
施を予定（計２～３回程度）。

取組や進捗状況については、例年夏（７～８月）に行う都道府県栄養施策担当者会議
で報告するとともに、施策の企画・実施への反映状況や、自治体の効果的な取組につ
いて、全自治体に情報提供する予定。
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調理師養成関係①

■調理師養成施設の指定の基準の見直しについて

■調理師試験基準の見直しについて

平成25年12月26日に「調理師法施行規則の一部を改正する省令」（厚生労働
省令第135号）を公布。【平成27年４月１日より施行】

〈関連通知の改正〉
• 調理師養成施設指導要領について

（平成26年２月21日付け健発0221第３号厚生労働省健康局長通知）
• 調理師養成施設における校外実習について

（平成26年２月21日付け健発0221第６号厚生労働省健康局長通知）

平成26年３月31日に「調理師試験基準の一部を改正する件」（厚生労働省令
第195号）を公布。【平成28年４月１日より施行】

〈関連通知の改正〉
• 調理師試験の実施について

（平成26年３月31日付け健発0331第51号厚生労働省健康局長通知）

調理師養成関係②

■調理師養成施設の指定・監督に関する権限移譲について

○以下に係る事務・権限は、現在、地方厚生局で行っているが、都道府県に移譲。

①養成施設の指定
②養成施設の内容変更の承認及び届出
③養成施設からの入所及び卒業の届出
④養成施設に対する報告徴収及び指示
⑤養成施設の指定の取消
⑥養成施設の入学資格及び調理師試験の受験資格に係る学力認定

○移譲する権限については、自治事務となる。

○施行期日は、平成27年４月１日。

※移譲される上記④について、改正された調理師養成施設の指定の基準が、平成27年4月
から施行されることに伴い、教育内容等について、適切な教育が実施されているか、
平成27年夏頃に管下の養成施設から報告を徴収していただくことを予定。
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管理栄養士養成関係①

■管理栄養士国家試験出題基準（ガイドライン）の改定について

現行の管理栄養士国家試験出題基準が改定された際に、出題基準は関連した法・
制度の改正等に速やかに対応するため、概ね４年に一度改定を行うことが望ましい
とされており、前回の改定より、４年が経過することから、平成２６年１０月より、管理
栄養士国家試験出題基準（ガイドライン）改定検討会を設置し、出題基準の改定につ
いて検討を重ね、平成27年２月に報告書をとりまとめた。

〈改定のポイント〉
• 前回改定以降に改正・公表された法・制度などの変化に対応できる内容とした。

• 応用力試験について、栄養管理を実践する上で必要な思考・判断力、基本的な
課題対応能力を評価する観点から、充実を図った。具体的には、応用力試験の
出題のねらい及び大項目・中項目を示し、出題数を10問から20問に変更。

※今後の出題基準の改定については、引き続き４年に一度改定を行い内容の充実
を図ることが望ましい。

※今回改定した出題基準については、第30回国家試験（平成28年3月実施予定）か
ら適用することが望ましいとされた。

■管理栄養士学校指定規則の一部改正（案）について

〈趣旨〉
大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を

改正する省令（平成26年文部科学省令第４号）が平成26年10月に施行され、
大学の学部等の設置認可の申請期間が変更されたことに伴い、管理栄養士
養成施設に係る指定審査を円滑に行うために、所要の改正を行う。

〈概要〉
大学の学部等の設置認可を受けようとする者の申請期間が当該学部等を開
設する年度の「前年度の５月１日から同月31日まで」から「前々年度の３月１日
から同月31日まで」に改正されたことに伴い、管理栄養士学校指定規則（昭和
41年文部省・厚生省令第２号）第３条に規定する管理栄養士養成施設の指定
申請手続について、その申請期限を、現行の指定を受けようとする年度の｢前
年度の９月30日｣から、｢前々年度の３月31日｣とする改正を行う。

〈施行期日〉
平成27年10月１日（予定）

※平成27年2月14日～3月16日にパブリックコメントを募集し、平成27年４月を
目途に公布予定。

管理栄養士養成関係②
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管理栄養士専門分野別育成事業 【平成27年度予算（案） 20百万円】

○高度な専門性を発揮できる管理栄養士の育成を図るため、日本栄養士会への委託事業として、
平成25年度から開始。

○特定の専門分野で一定年数の実務に従事し、自己研鑽に努め、栄養の指導に関する実績を有する者
を、生涯教育の一環として認定していくことをねらい。

○ 高度な専門技術の獲得には、高度な施設での一定期間の実地研修が不可欠であり、学会との協働で
システム構築を図る。

病態栄養専門師

がん病態専門管理栄養士
（仮称）

日本病態栄養学会

管理栄養士

日本栄養士会

基幹教育を受けた認定管理
栄養士（臨床栄養分野）

がん領域基本研修

CKD領域
一定期間の
実地研修等

がん拠点病院等での一定年
数の実務経験

・・・・学会

○○管理
栄養士

摂食嚥下領域

〈事業目的〉
糖尿病の発症を予防するために、生活習慣を改善し、適切な食生活や適度な運動

習慣など、糖尿病予防に取り組みやすい環境を整備することを目的とする。

※申請が多数あった場合は、事業内容を精査し、予算額内で補助する予定。特に、委託費の割合の高
い事業は、査定の対象とする。

〈事業内容（予定）〉

① 運動施設や飲食店等を活用した肥満予防対策
・運動施設等を活用し、「健康な食事」の基準や「食事バランスガイド」、「身体活動基準」
などを取り入れた肥満・糖尿病予防のための具体的な体験の機会の提供等の促進

・飲食店による食塩や脂肪の低減などヘルシーメニューの提供等の促進

② 地域特性を踏まえた糖尿病予防対策
・糖尿病予防対策として優先的な課題や対象者の把握
・優先的な課題を解決するために、地域の特性を踏まえた疾病の構造と食事や食習慣の

特徴を明確にし、民間産業等と連携した糖尿病予防対策に向けた効果的な取組の推進

※平成27年度より、世代ごとではなく運動施設・飲食店等の活用や地域特性を重視

〈実 施 主 体〉都道府県・保健所を設置する市・特別区
〈平成２６年度実績（内示）〉 ３７百万円 、４７自治体（都道府県、保健所設置市、特別区）

〈平成２７年度予算（案）〉 ３７百万円※ 【補 助 率】 １／２

健康的な生活習慣づくり重点化事業［糖尿病予防戦略事業］
【平成27年度予算（案） 37百万円】
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〈背景・課題〉
２０１１年から２０２５年に在宅療養者が１７万人から２９万人、居宅介護者が３３５万人から５１０万人と増加する ことが推計されており、

現状の医療施設等に勤務する管理栄養士・栄養士では、対応することができないため、栄養ケアを担う人材の確保が急務である。

〈事業の目的・概要〉
増大する在宅療養者に対する食事・栄養支援を行う人材が圧倒的に不足していることから、潜在管理栄養士・栄養士の人材確保、

関係機関・関係職種と連携した栄養ケアの先駆的活動を全国単位又は地域単位で行う公益法人等の民間の取組の促進・整備を行う。

【平成２６年度予算 ４０百万円】

採択団体 事業内容 採択団体 事業内容

新潟県栄養士会 行政・医療関係者との連携を強化した栄養ケ
ア

茨城県栄養士会 医療機関や地域包括ケアセンターと連携した
栄養ケア

三重県栄養士会 社会福祉協議会や介護事業者等と連携した栄
養ケア

埼玉県栄養士会 地域包括ケアシステムと連動する栄養ケア

岡山県栄養士会 急性期病院から在宅医療につなぐ栄養ケア 新潟県栄養士会 医療・福祉の垣根を越えた在宅訪問栄養ケア

佐賀県栄養士会 サテライトケアステーションを活用した栄養
ケア

京都府栄養士会 地域の医療関係者と連携した栄養ケア

大分県栄養士会 食事宅配システムを活用した栄養ケア 福岡県栄養士会 地域における訪問歯科診療と連携した栄養ケ
ア

沖縄県栄養士会 離島・過疎地域に対する栄養ケア 佐賀県栄養士会 サテライトケアステーションを活用した栄養
ケア

大分県栄養士会 調剤薬局を活用した栄養ケア

沖縄県栄養士会 離島・過疎地域に対する栄養ケア

駒沢学園 地域と大学の連携による栄養ケア

平成２５年度採択（６団体） 平成２６年度採択（９団体）

栄養ケア活動支援整備事業 【平成27年度予算（案） 40百万円】

○公衆衛生医師募集パンフレットを作成し、大学医学部

等機関へ配布・提供

○民間医師転職サイトへの求人情報の掲載（24年度より）

○若手医師・医学生向けセミナーへの出展

など、各種取組を実施

地域保健対策の推進においては、保健所が重要な役割を果たしており、その機能を充分に発揮するためには、公衆衛生医師の確
保が重要である。このため、保健所等において公衆衛生に従事する医師の確保推進を図るため、公衆衛生に従事することを希望す
る医師（以下「希望医師」という。）の情報及び公衆衛生に従事する医師を必要とする地方公共団体（以下「登録自治体」とい
う。）の情報をそれぞれ登録し、希望医師及び登録自治体に対して、希望条件に合致する登録自治体及び希望医師についての情報
提供を行うもの。

公衆衛生医師確保に関する各種取組について

保
健
所
等
で
公
衆
衛
生
へ
の
従
事

を
希
望
す
る
医
師

臨
床
に
従
事
し
て
い
る
医
師

教
育
・
研
究
機
関
に
勤
務
し
て
い
る

医
師
等

保
健
所
等
で
公
衆
衛
生
に
従
事
す
る
医

師
を
必
要
と
す
る
地
方
公
共
団
体

①登録

（登録情報）
・連絡先等の基本情報

・公衆衛生、臨床経験等医
師としての専門性に関する
情報

・勤務地等希望する勤務条
件に関する情報

公
衆
衛
生
医
師
確
保
推
進
室

希
望
医
師
情
報

登
録
自
治
体
情
報

登
録
情
報
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
希
望

条
件
に
合
致
す
る
も
の
。

（登録情報）
・地方公共団体の名称、連
絡先等の基本情報

・勤務地等勤務条件に関す
る情報

・公衆衛生、臨床経験等必
要とする医師としての専門
性

②情報提供情報提供②

登録①

・就職希望登録医師 77 名
・地方自治体に就職が決定した医師数 16 名
・他への就職等により成立しなかった者 34 名

（平成26年度末現在登録者数 27名）

登録事業の仕組み（イメージ）

これまでの実績（平成16年～平成26年度の累計）

①公衆衛生医師確保推進登録事業

②その他の取組
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保健所長の兼務状況（年次推移）

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

('10) ('11) ('12) ('13) ('14) ('10) ('11) ('12) ('13) ('14)
北 海 道 5 7 8 6 6 鹿 児 島 4 2 3 4 4
青 森 1 1 1 1 2 沖 縄
岩 手 2 3 3 2 2 小 計 42 46 53 48 48
宮 城 2 2 2 1 2
秋 田 4 3 3 2 1 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

山 形 ('10) ('11) ('12) ('13) ('14)
福 島 札 幌
茨 城 3 3 3 3 3 仙 台
栃 木 さ い た ま
群 馬 2 4 5 5 千 葉
埼 玉 1 1 横 浜
千 葉 川 崎
東 京 相 模 原
神 奈 川 新 潟
新 潟 2 3 4 4 4 静 岡
富 山 1 浜 松
石 川 1 名 古 屋
福 井 1 1 1 2 1 京 都
山 梨 大 阪
長 野 2 1 2 堺
岐 阜 1 2 1 1 1 神 戸
静 岡 2 2 岡 山
愛 知 広 島
三 重 1 2 2 2 2 北 九 州
滋 賀 1 福 岡
京 都 熊 本
大 阪 小 計 0 0 0 0 0
兵 庫
奈 良 1 1 2 2 2 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

和 歌 山 1 1 1 1 1 ('10) ('11) ('12) ('13) ('14)
鳥 取 1 1 1 小 計 0 0 0 0 0
島 根
岡 山
広 島 1 1 1 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

山 口 1 2 2 3 ('10) ('11) ('12) ('13) ('14)
徳 島 1 1 1 小 計 0 0 0 0 0
香 川 1
愛 媛 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

高 知 ('10) ('11) ('12) ('13) ('14)
福 岡 小 計 0 0 0 0 0
佐 賀 2 1 1 1 2
長 崎 2 4 4 2 1 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
熊 本 1 2 2 2 ('10) ('11) ('12) ('13) ('14)
大 分
宮 崎 1 1 2 1 2

都道府県 都道府県

各年度７月１日現在

495 495 494 490

指定都市

中核市

その他
政令市

特別区

合計 42 46 53 48 48

保健所数 494

お問合せ先・応募連絡先

厚生労働省 健康局 がん対策・健康増進課 公衆衛生医師確保推進室

所在地 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL：03-5253-1111(内線2335)
FAX：03-3502-3099

E-mail：communityhealth@mhlw.go.jp
URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/

kenkou/koushuu-eisei-ishi/index.html

公衆衛生医師の募集を行っている自治体

平成27年２月３日現在の登録自治体の状況
詳細は各自治体のＨＰをご覧いただくか、各自治体にお問い合わせ下さい。

1 北海道 13 神奈川県 25 島根県 37 沖縄県 49 岐阜市

2 青森県 14 新潟県 26 岡山県 38 仙台市 50 高知市

3 岩手県 15 福井県 27 広島県 39 千葉市 51 大分市

4 宮城県 16 長野県 28 山口県 40 横浜市 52 宮崎市

5 秋田県 17 岐阜県 29 香川県 41 相模原市 53 鹿児島市

6 山形県 18 静岡県 30 愛媛県 42 名古屋市

7 茨城県 19 愛知県 31 福岡県 43 大阪市

8 栃木県 20 三重県 32 佐賀県 44 神戸市

9 群馬県 21 大阪府 33 長崎県 45 広島市

10 埼玉県 22 兵庫県 34 熊本県 46 北九州市

11 千葉県 23 和歌山県 35 宮崎県 47 福岡市

12 東京都 24 鳥取県 36 鹿児島県 48 宇都宮市
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保健師に係る研修のあり方等に関する検討会
中間とりまとめ（平成26年12月）概要

【経緯】
「地域における保健師の保健活動につい
て」（平成25年４月19日付け健発0419第
１号）の中で、地方公共団体（以下「自治
体」という。）に所属する保健師について、
日々進展する保健、医療、福祉、介護等に
関する専門的な知識及び技術、連携・調整
に係る能力、行政運営や評価に関する能力
を養成するよう努めることとされており、
自治体は研修等により体系的に人材育成を
図っていくこととされている。
しかし、国や自治体等が実施している保

健師の研修については、必ずしも系統的に
行われていないこと等が課題とされている
ことから、これらの課題を解決するため、
本検討会では平成26年５月より５回にわた
り保健師に係る今後の研修のあり方等につ
いて検討を重ねてきた。

中間とりまとめでは、本検討会における
これまでの議論を踏まえ、課題の整理と今
後の検討の方向性を示した。

【構成員】（50音順・敬称略、○は座長）

清田 啓子 北九州市保健福祉局地域支援部

地域包括ケア推進担当課長

佐藤 アキ 熊本県山鹿市福祉部長寿支援課課長

座間 康 富士フイルム株式会社人事部

統括マネージャー

曽根 智史 国立保健医療科学院

企画調整主幹

高橋 郁美 全国保健所長会 総務常務理事

田中 美幸 宮崎県延岡保健所健康づくり課

課長

中板 育美 公益社団法人日本看護協会

常任理事

永江 尚美 公立大学法人島根県立大学看護学部

看護学科 准教授

藤原 啓子 全国保健師長会 常任理事

○村嶋 幸代 全国保健師教育機関協議会 会長

（１）保健師の人材育成に係る背景及び系統的な研修の必要性について

○地域保健関連施策等の変化に伴い、施策が分野ごとに実施される中、総合的に施策を推進す
る上で、保健師には一層の連携調整能力の習得が求められている。

⇒連携調整能力を習得するための系統的な研修体制の構築

○自治体内の保健師の年齢構成の偏りや配置人数の規模によっては、保健師の指導者の確保や
系統的な研修の実施、ジョブローテーションによる人材育成の体制づくりが難しい。

⇒人材育成を進める上で、保健師の研修やジョブローテーション等に対する自治体としての理
解及び必要性に対する合意を得ること

（２）各期の考え方や保健師に求められる能力について

○新任期：個別支援や地区診断に基づく地区管理等の能力を醸成し、保健師としての基本的な
視点及び実践能力を獲得する時期である。

⇒事例管理、健康危機管理等の管理機能を管理期に発揮できるようにするため、管理能力の育
成についても新任期から系統的に進めること

⇒各保健師の基本的能力の習得状況を確認しつつ、個別性に着目した人材育成のあり方を検討

○中堅期：管理職を志向する者もいれば、現場での実践能力を高めてより専門性を発揮してい
きたいと考える者もおり、出産・育児の時期と重なるため、産休や育休を取得する
保健師も多い。

⇒多様性を踏まえた対応を検討するとともに、主体的に自らの目指すべき方向を考えることが
できるよう、人材育成を推進すること

保健師の研修をめぐる現状と課題

保健師に係る研修のあり方等に関する検討会
中間とりまとめ（平成26年12月）概要

○：現状、⇒：課題
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○管理期：定義が様々である。また、健康危機管理、組織運営管理等の管理機能の発揮が求め
られる。近年、部長職や課長職に就く保健師が徐々に増えている。

⇒定義を明らかにすることや管理能力の習得
⇒職位に就くまでに必要な能力を系統的に習得することができる人材育成体系を構築すること

○統括的な役割を担う保健師：保健師活動指針に役割や位置づけが明記されたこともあり、自
治体においてその重要性が認知され、配置が進んできている。

⇒このような役割を担う保健師の配置と継続的な確保に向けた各自治体における育成

（３）関係機関等との連携について

○関係機関等との研修実施における連携状況について実態把握が十分ではない。
⇒どのような連携・活用が効果的なのか、留意点等を含めた実態を把握すること

（４）自治体組織における研修の意義の明確化について

○各自治体にある係員、係長、課長、部長といった職位ごとの研修に加え、保健師には専門職
としての資質向上を図ることが重要であり、職種別の研修体系を用意している自治体もある。
⇒各研修の対象や目的、キャリア形成上の位置づけ等の明確化

（５）現行の研修事業について

○全国レベルの保健師の研修事業は、国立保健医療科学院、日本看護協会、全国保健師長会等
の実施主体により実施されており、一定の効果をあげている。

⇒研修の対象者や到達目標等について実施主体ごとの役割分担の整理

保健師の研修をめぐる現状と課題

保健師に係る研修のあり方等に関する検討会
中間とりまとめ（平成26年12月）概要

○：現状、⇒：課題

（１）体系的な研修体制の構築

本検討会の議論や厚生労働科学研究の報告書のほか、｢新人看護職員研修ガイドライン～保健
師編～｣の到達目標や｢看護師等養成所の運営に関する手引き｣の保健師に求められる実践能力
も参考に、標準的なキャリアラダーを示すため、さらなる検討を行う。
行政職及び専門職の両側面からの保健師の人材育成が体系的に推進されるよう、既に人材育
成の仕組みを構築している自治体や厚生労働科学研究等の成果を参考に、キャリアラダーや
キャリアパス等を整理して示す。
一般企業の取組等も参考に産休・育休取得者のキャリア継続支援の充実策の検討を行う。

（２）既存の研修事業のあり方

研修派遣の必要性が自治体に理解されるよう、研修の成果がどのように業務に生かせるのか
を明確にするため、関係機関・団体が実施する研修の役割分担の調整及び各研修間の関係性
について検討を行う。
個々の研修については、研修自体の改革、補助金の活用、大学院との連携、遠隔教育システ
ムの併用など多角的に、かつ自治体の現状に配慮した方向で検討する。

（３）関係機関等との連携体制の構築

都道府県の取組や都道府県と市町村との連携状況等の事例を集約し、連携の促進方策を検討
する。
教育機関や関係団体等と自治体との研修の企画・運営等の連携の実態について全国的なデー
タや事例を集約した上で、保健師の現任教育における有効な連携方策等を検討し、提示す
る。

今後の検討の方向性

保健師に係る研修のあり方等に関する検討会
中間とりまとめ（平成26年12月）概要
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保健師の人材確保・育成対策を推進するため、地域保健従事者に対する人材育成の中核となる保健所等を中心とした現任教育
体制を構築する。

（１）地域保健従事者の現任教育体制の構築
【補助先：都道府県、指定都市 補助率：１／２】

・人材育成ガイドラインの作成及び評価に係る検討会等開催経費
・卒後臨地研修を企画・調整する会議のための開催経費
・教育の中核となる保健所等以外の保健所等の研修体制の把握・評価・助言等を行うための旅費
・国立保健医療科学院が行う研修に参加する際の旅費及び職員代替経費

（２）中核市等における人材育成ガイドラインの作成及び評価事業
【補助先：保健所設置市（指定都市を除く）、特別区 補助率：１／２】

・人材育成ガイドラインの作成及び評価のための検討会等開催経費
（３）保健所保健師等育成支援事業

【補助先：都道府県 補助率：１／２】
・新任保健師が行う家庭訪問等に退職保健師などが育成トレーナーとなって同行し助言等を行うための雇上経費（謝金）等
・教育の中核となる保健所等が実施する研修に保健所保健師が参加する際の旅費及び職員代替経費

（４）市町村新任保健師等育成支援事業
【補助先：保健所設置市、特別区、市町村 補助率：１／２】
・新任保健師が行う家庭訪問等に退職保健師などが育成トレーナーとなって同行し助言等を行うための雇上経費（謝金）等
・都道府県が実施する研修に市町村保健師が参加する際の旅費及び職員代替経費

地域保健従事者現任教育推進事業 平成27年度予算額（案）：39百万円

平成27年度 保健師人材育成関連予算（案）

市町村の管理的立場にある保健師を対象に、人材及び業務の管理に必要な能力を向上させるため、全国をブロック別に区分し研修事
業を実施する。【本省費】

保健師管理者能力育成研修事業 平成27年度予算額（案）：９百万円

各自治体においては、保健師の臨地研修の努力義務化（保健師助産師看護師法）や「新
人看護職員研修ガイドライン～保健師編～」（平成23年２月）を踏まえ、より一層、人材育成
に取り組んでいただきたい。

専門課程Ⅱ 地域保健福祉分野
○対象：
（１）国や地方公共団体から派遣された保健・医療・福祉分野に従事している職員

（保健師、助産師、看護師、管理栄養士、福祉職など）
（２）将来、地域保健福祉活動分野の職務に就職することを志望し、そのための高度の知識を得ようとする方
○実施期間：1年間
○目的：地域保健福祉業務において、指導的立場で実践活動を総合的に推進するために必要な能力を養うことを目的とする

専門課程Ⅲ 地域保健福祉専攻科
○対象：国や地方公共団体から派遣され保健・医療・福祉分野に従事している職員（保健師、看護師、管理栄養士、福祉職など）
○実施期間：3ヶ月（平成27年4月8日～平成27年7月17日）
○目的：地域保健福祉に関連する業務において、実践活動の質的向上を図るために必要な知識・技術を習得することを目的とする

公衆衛生看護研修（中堅期）
○対象：
（１）保健師の免許を有し、保健師として都道府県・政令指定都市等に勤務する実務リーダー（中堅期）の保健師
（２）前記に掲げる方と同等以上の学識及び経験を有すると院長が認めた方
○実施期間：前期 平成27年6月 8日～平成27年6月16日 7日間

後期 平成28年1月13日～平成28年1月15日 3日間 計10日間
○目的：公衆衛生看護領域において中堅期の保健師として、期待される役割を総合的に判断でき、実践業務へ応用することが

できる知識と能力の習得を目的とする

公衆衛生看護研修（管理期）
○対象：都道府県・保健所設置市・特別区において保健師統括部門あるいは管理的立場にある保健師
○実施期間：平成27年11月9日～平成27年11月13日 5日間
○目的：公衆衛生看護領域における統括的な役割を担う管理者的立場の保健師として、施策形成及び人材育成に関する必要な

方策を提言することができる知識、技術の習得を目的とする

国立保健医療科学院ホームページ https://www.niph.go.jp/entrance/h27/index.html

（参考）国立保健医療科学院における保健師の人材育成について
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市 町 村

保健所設置市・特別区

市区町村計

都道府県

合計

保健師の配置と地方交付税措置について

出典：H７年までは保健婦設置状況調査、H8年は保健所運営報告、H10年は全国保健師長会調査、H9年,H11-20年は保健師等活動領域調査、H21-26年は保健師活動領域調査

S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

市 町 村 9,256 9,628 9,990 10,20610,52010,82611,15811,52511,98212,50213,87614,58615,88116,56017,35818,00718,27218,55518,62818,68618,32518,38718,55618,83119,05119,09719,03119,08919,32619,513

保健所
設置市・
特別区

2,852 2,906 2,945 3,084 3,108 3,181 3,180 3,241 3,252 3,311 3,459 3,500 4,421 4,731 5,166 5,412 5,579 5,786 6,140 6,180 6,592 6,870 7,064 7,321 7,590 7,697 7,991 8,076 8,261 8,442

市区町
村計

12,10812,53412,93513,29013,62814,00714,33814,76615,23415,81317,33518,08620,30221,29122,52423,41923,85124,34124,76824,86624,91725,25725,62026,15226,64126,79427,02227,16527,58727,955

都道府
県

5,180 5,206 5,202 5,184 5,201 5,222 5,204 5,228 5,223 5,215 5,174 5,132 5,915 5,840 5,783 5,871 5,728 5,636 5,565 5,503 5,397 5,304 5,220 5,160 5,058 4,975 4,972 4,959 4,929 4,941

合計 17,28817,74018,13718,47418,82919,22919,54219,99420,45721,02822,50923,21826,21727,13128,30729,29029,57929,97730,33330,36930,31430,56130,84031,31231,69931,76931,99432,12432,51632,896

平成5～11年
約10500人増員

平成13～16年
約1300人増員

平成5～11年
約30人増員

平成13～16年
約70人増員

平成20年
約1400人増員

32,896人

27,955人

19,513人

8,442人

4,941人

平成23年
約1400人増員

平成23年
約70人増員

保健師の配置について

平成２６年度地方交付税措置人数（試算）と実人員（平成２６年度活動領域調査）との比較

70

交付税措置人数
（試算）Ａ

活動領域調査
Ｂ

差引
（Ａ-Ｂ）

道府県分 ６，８９７ ４，９０５ １，９９２

市町村分 ２５，０９７ ２４，４２２ ６７５

合計 ３１，９９４ ２９，３２７ ２，６６７

各自治体におかれては、住民に効果的かつ質の高い保健福祉サービスを提供するた

め、中長期的な視点に立った人員配置計画を策定し、必要な人員の確保に努められたい。

人員の確保に当たっては「保健師の確保方策に関する事例集作成検討会報告書（平成

１９年地域保健総合推進事業）」も参考にされたい。

地方交付税による措置人数が実人員数を大きく上回っている
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• 住宅の再建は順次進められているが、完了までにはなお年数を必要とする状況。仮設住宅における生
活の長期化により、生活不活発病や高血圧症の増加、栄養バランス等食生活の乱れや身体活動量の低
下などを懸念する指摘もあり、長期間にわたり仮設住宅での生活を余儀なくされる被災者の方の健康
支援は重要な課題。

• このため、被災自治体における健康支援活動の強化を図るため、仮設住宅等を中心とした保健活動等
を支援する。

【事業の対象地域】岩手県、宮城県、福島県

（被災地健康支援臨時特例交付金により介護基盤緊急整備等臨時特例基金（既設）の積み増しにより実施。）

【事業内容】

被災県に設置されている基金に積み増しを行い、県・市町村が、各被災地の実情に応じて実施する以下

のような事業を支援。

（地方公共団体が適当と認める団体への委託・補助または助成に係る費用も対象。）

○ 仮設住宅入居者等を対象とした多様な健康支援活動の実施及びそれらを担う専門人材の確保

・全戸訪問等による巡回健康相談などの実施

・支援が必要な方に対する個別訪問等のフォローアップ

・生活不活発病予防のための体操や健康運動教室の開催

・歯科医師等による歯科検診・指導

・管理栄養士等による栄養・食生活指導

・子どもの健康教室開催

・保健師、管理栄養士等の専門人材の確保 等

○ 被災者に対する効果的な健康支援方策を検討する協議会の運営

○ 被災者特別健診等事業

特定健診非対象者(18～39歳未満)に対する健康診査等の実施や特定健診の項目追加 など

被災地健康支援事業（被災地健康支援臨時特例交付金）

平成２３年度第３次補正予算額 ２９億円
平成２６年度予算額 １０億円
平成２７年度予算案 ４億円

○東日本大震災の被災自治体から、保健師の派遣要望が寄せられていること
から、保健師の確保に向けた取組の強化が課題となっているところ。

○それらを担う専門人材の確保策として、以下のような取組を行ったところ
であり、今後も引き続き保健師の確保について支援していく必要がある。

・平成26年３月末に復興庁と厚生労働省の連名で、関係団体及び全国
の自治体あてに協力依頼通知を発出

・平成26年８月に、国民健康保険中央会あてに、在宅保健師の会に
所属する保健師への周知を依頼

・平成26年12月に、全国の自治体あてに保健師派遣の協力依頼通知を
発出

東日本大震災被災自治体における保健師の
確保に向けた取組への協力依頼
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都道府県地域・職域連携推進協議会

〈職域〉
・労働局
・事業者代表
・産業保健推進

センター
・メンタルヘルス

対策支援
センター

等

〈地域〉
・都道府県
・保健所
・福祉事務所
・精神保健福

祉センター
・市町村

等

〈関係機関〉
・医師会
・歯科医師会
・薬剤師会
・看護協会
・保険者協議会
・医療機関

等

２次医療圏地域・職域連携推進協議会

〈地域〉
・保健所
・市町村
・住民代表
・地区組織

等

〈職域〉
・事業所
・労働基準監督署
・商工会議所
・健保組合
・地域産業保健

センター

等

〈関係機関〉
・医師会
・医療機関
・ハロー

ワーク

等

○地域・職域連携により実施する保健事業
等について企画・立案、 実施・運営、評価
等を行う

○事業者等の協力の下、特定健診・特定保
健指導やメンタルヘルス対策等の総合的
推進方策の検討 等

主な事業内容

○特定健診・保健指導の結果データ等を基
に、管内の事業の評価・分析

○特定健診・保健指導、各種がん検診等の
受診率向上のための情報収集・共有や、メ
ンタルヘルス対策に関する情報収集・共有

○共同事業の検討・実施 等

主な事業内容

地域・職域の保健活動の推進について

地域・職域連携推進事業
（平成２７年度予算額（案）５８百万円）

自殺予防対策に関する行政評価・監視〈結果に基づく勧告〉

• ２

○政府は、自殺対策基本法（平成18年法律第85
号）に基づき策定した「自殺総合対策大綱」（平
成19年6月8日閣議決定）において、平成28年
までに、17年の自殺死亡率（25.5）を20％減少
させるとの数値目標を設定

○年間自殺者は、平成17年以降、ほぼ横ばい
が続き、ここ2年は減少しているものの、以前と
して3万人超

○各府省が実施している自殺予防対策に関係
する施策及び当初予算額

平成23年度11府省庁・132施策（約149億6400万円）

背景

○調査実施時期：H23年5月～24年6月
○調査対象：

内閣府、国家公安委員会（警察庁）、
金融庁、消費者庁、総務省、法務
省、文部科学省、厚生労働省、農林
水産省、経済産業省、国土交通省、
防衛省

○関連調査等対象：
都道府県（24）、政令指定都市（6）、
独立行政法人（3）、民間団体等（52）

○主な調査事項：
①関係機関における自殺予防対策に

関係する施策の取組状況
②東日本大震災に対応した自殺予防

対策の取組状況 等
○動員局所：

管区行政評価局 6局
四国行政評価支局
沖縄行政評価事務所

調査の概要

１ 自殺予防対策に係る効果的施策の推進
２ 自殺に関する相談事業を実施する民間団体に

対する支援の一層の充実
３ 関係機関相互の連携の一層の推進等
４ 自殺予防に関する普及啓発の一層の推進
５ 東日本大震災に関連した自殺を防止するため

の取組の一層の推進

主な勧告事項

【勧告日】平成24年６月22日
【勧告先】内閣府、文部科学省、厚生労働省
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自殺予防対策に関する行政評価・監視〈結果に基づく勧告〉
３．関係機関相互の連携の一層の推進等

○厚生労働省における地域保健と産業保健との連携による自殺予防対策の実施状況等

○地方公共団体における地域保健と産業保健との連携による自殺予防対策の実施状況等

調査の実施

○地域・職域連携推進協議会における地域保健と産業保健との連携による自殺対策に
ついて、地域・職域ガイドライン等に明確に位置付ける必要がある。

⇒地域・職域連携推進事業実施要綱の一部改正（局長通知）

○具体的な連携方法や連携の取組事例の地方公共団体への情報提供を一層推進する
必要がある。

⇒地域保健と職域保健との連携によるメンタルヘルス対策の方策例の提示（事務連絡）

所見及び対応

３ 事業内容

（３）地域・職域連携推進協議会及び二次医療圏協議会には、
必要に応じ、自殺・うつ病等を含めたメンタルヘルス対策のため
の情報、課題の共有や事例検討会を開催し自殺未遂者等一人
ひとりの状況に応じた支援計画の検討を行うための支援実務
者を構成員として参画させることができる。

また、地域・職域連携推進協議会及び二次医療圏協議会は、
メンタルヘルスに対する相談機関及び医療機関の連絡先等の
情報をとりまとめ、地域住民に対し情報提供等を行う。

なお、本事業において、メンタルヘルス対策を実施するに
あたっては、別途発出する事務連絡も参考の上、地域の
実情に応じた事業を推進されたい。

地域・職域連携推進事業実施要綱の一部改正
（抜粋）
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２ 一次予防対策

○事業場における研修会・セミナーの共同開催

・地域産業保健センター等の担当者と保健所または自治体等が、労働者に対する研修会等を

共同で開催する。

・労務管理者向けのセミナーを事業場の人事担当者・産業医・衛生管理者等と、自治体が共同

で開催する。

自治体保健師等は、健康づくりの大切さ、身体症状（不眠や体重減少）への気づきが早期発見に繋がる

こと、家族を含めた支援の必要性に加えて、相談窓口の紹介などを行うことが考えられる。

４ ソーシャルキャピタルの育成・活用による対策

○ゲートキーパー養成講座の紹介

・自治体が開催するゲートキーパー養成講座等、精神保健に係るボランティア育成講座等について、地域・

職域連携推進会議等を通じて情報提供する。

○退職者の地域での活躍を促進するための連携

・退職後の引きこもりを予防し、地域の人的資源としての活躍を促進するため、自治体による、健康づくり

講座、地域貢献活動の紹介等、地域とのつながりが早期に持てるように自治体関係者が情報提供する。

・退職者向けセミナー等で自治体関係者が、ゲートキーパー養成講座等、精神保健に係るボランティア育成

講座等について情報提供する。

地域・職域によるメンタルヘルス対策における方策例
（抜粋）
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全国健康関係主管課長会議

健康局 疾病対策課

移植医療対策推進室

１．臓器移植対策

42



※ 臓器提供者数の推移（年別：平成27年1月31日現在）

脳死（提供可能臓器） 心臓、肺、肝臓、膵臓、腎臓、小腸、眼球（角膜）

心停止（提供可能臓器） 膵臓、腎臓、眼球（角膜）

１．臓器移植対策について

○ 平成22年7月の改正法施行後、脳死下臓器提供事例は増加しているが、
全体 としての臓器提供者数はむしろ減少している。
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○ 一方、これまで各都道府県等のご協力もいただきつつ普及啓発を進めている中、
国民の中で臓器提供を希望される方々の割合は引き続き一定割合（４割台）を維持。

＊ 提供の希望がある方々の割合 （脳死下） ４１．６％（Ｈ１８） → ４３．１％（Ｈ２５）
（世論調査（内閣府）） （心停止下） ４２．３％（Ｈ１８） → ４２．２％（Ｈ２５）

一般向け普及啓発活動

○ ポスター、リーフレット等の各種啓発資材を利用した啓発
活動

○ 臓器移植普及推進月間（１０月）に合わせた取り組み 等

健康保険証及び運転免許証裏面への意思表示

○ 厚生労働省では、国家公務員共済組合の組合員証の更新（カード化）に伴い、
改めて臓器提供に関する意思表示欄への意思の記入を全職員に周知。

○ 日本臓器移植ネットワークにおいて、
・ 運転免許証裏面での意思表示を促進する取り組みとして、全国の自動車教習
所やタクシーの車両に啓発ステッカーを貼る活動を実施。
・ コンビニエンスストア、カー用品店、ゴルフ場等に啓発ステッカーを配布する活
動を実施。

臓器移植に関する教育用普及啓発パンフレット等

○ 厚生労働省において、移植医療に関する認識と理解を深めるために、中学生向けの
パンフレット「いのちの贈りもの」を作成し、全国の中学校、教育委員会に送付している。

○ 日本臓器移植ネットワークにおいて、授業での活用をイメージすることができるポイン
トを紹介した教員向け資料を送付している。
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教員向けの普及啓発活動

中学生向け普及啓発パンフレットと併
せ、授業での活用をイメージすることが
できるポイントを紹介した教員向け資料
を送付。

授業のサポートのための視聴覚資材・解説
セット、移植体験者の手記などの教育用教材
は日本臓器移植ネットワークのホームページ
（ http://www.jotnw.or.jp/studying/ ）で確認
でき、要望に応じて送付している。

教育委員会とも連携して、教育現場で活用できる資料や教材につい
ての情報提供や普及啓発に取り組んでいただきたい。

学生訪問（平成26年度1月末現在：16件166
名）を受け入れており、学校での「命の授業」
への講師派遣も行っている。

○ 日本臓器移植ネットワークにおいて、学生向け・教員向けの教材（資料）の配布や
訪問授業・学生訪問の受け入れに取り組んでいる。

都道府県連絡調整体制支援事業（地域支援事業） （平成２６年度～）
２７年度予算案 ８４，３８６千円

臓器提供施設における選択肢提示対応支援（平成２７年度～）
平成２７年度予算案 ４０，５００千円

・ 臓器提供施設において、終末期医療の説明の中で臓器提供に関する選択肢を提示す
ることに関する実態等を把握するとともに問題点や課題を検討し、患者家族の心情にも
配慮した対応方法を医療機関において整備することへの支援を行う。

都道府県

行政

腎バンク

都道府県

Ｃｏ

提供

施設

提供

施設

移植

施設

民間

団体

民間

団体

アイバンク 移植医療推進の取組み
○地域推進会議の開催

○普及啓発活動の実施
（一般啓発・病院啓発）

（公社）日本臓器
移植ネットワーク

助
成

○ 今後は、地域において臓器提供に携わる関係者の連携体制の強化を進めた
上で、特に、臓器提供施設における負担軽減を図ることが重要。各都道府県等
においても必要な協力をお願いしたい。

・ 都道府県臓器移植コーディネーターが中心となって、地域における移植医療の関係者
が連携を強化することにより、地域の臓器移植に関する諸問題等について検討するとと
もに、移植医療の推進に資するための様々な取り組みを有機的に行う事業を実施する。
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政府は、虐待を受けた児童が死亡した場合に当該児童から臓器が提供されることのないよ

う、移植医療に従事する者が児童に対し虐待が行われた疑いがあるかどうかを確認し、及びそ

の疑いがある場合に適切に対応するための方策に関し検討を加え、その結果に基づいて必要

な措置を講ずるものとする。

５．虐待を受けた児童への対応等

○ 対応の原則
・ 虐待を受けた児童が死亡した場合に臓器が提供されないよう、移植医療に従事する者が虐待が
行われた疑いの有無を確認。

・ 脳死、心臓死の区別に関わらず、虐待が行われた疑いのある児童 （18歳未満）が死亡した場
合は、臓器の摘出は行わない。

○ 児童からの臓器提供を行うための要件、手続き

① 必要な体制整備
虐待防止委員会等の院内体制の整備、対応マニュアル等の整備

② 虐待が行われた疑いの有無の確認
①の院内体制のもとで、虐待の疑いの有無を確認する

③ 臓器提供を行う場合の対応
・事前に、虐待防止委員会の委員等と情報共有し、助言を得る
・臓器の摘出に当たっては、倫理委員会等で上記の手続を経たか確認の上、可否を判断する
・検視等の犯罪捜査に関する手続が行われる場合は、連携を図る

臓器の移植に関する法律 附則５項

「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針（ガイドライン）

臓器提供施設と児童相談所との積極的な連携と情報共有について

臓器提供施設と児童相談所の積極的な連携と情報共有について

「児童虐待の防止等のための医療機関との連携強化に関する留意事項について」
（厚生労働省雇用均等・児童家庭局 総務課長 母子保健課長通知）

雇児総発１１３０第２号、雇児母発１１３０第２号、平成２４年１１月３０日

児童相談所・市区町村と医療機関は、日頃から連携体制や関係を構築する必要がある

特に、臓器移植に関連し・・・

○ 臓器提供者となる可能性がある児童に関し、過去及び現在の児童相談所による虐待相談対応の有無等につ
いて児童相談所に照会があった場合に円滑に対応できるよう、照会の方法や個人情報保護条例上の整理等
について事前に関係部署と協議しておく必要がある。

○ 個人情報保護条例については、あらかじめ個人情報の第三者提供に係る除外規定のいずれの条項に該当
するか整理することや、必要に応じてあらかじめ個人情報保護審査会の諮問・答申手続により整理することな
どが必要となる。

引き続き、臓器提供施設（医療機関）と児童相談所等の連携体制の整備に取り組ん
でいただくようをお願いしたい。

「臓器提供施設と児童相談所の連携のための関係者間協議の推進について」
（厚生労働省健康局疾病対策課臓器移植対策室長通知）

健臓発１２０６第２号、平成２４年１２月６日

○ 臓器提供者となる可能性がある児童に関し臓器提供施設から児童相談所に照会を行う場合の対応につい
て、児童福祉主管部局や児童相談所と積極的に協議を行うことが必要。

○ 協議の結果についてすべての関係機関において認識を共有することも重要
（医療機関及び関係団体、並びに市町村及び関係機関等）
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※ 移植希望者数は、平成27 年2月2日現在。（眼球の移植希望者数は平成26年12月31日現在。）

平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年
（1～12月） （１～1２月） （１～12月） （１～1２月） （１～1２月）

心臓（単独） （脳死下） ２３件 ３１件 ２８件 ３７件 ３７件 ３７０名

肺（単独） （脳死下） ２５件 ３７件 ３３件 ４０件 ４１件 243名

心肺同時 （脳死下） ０件 ０件 ０件 １件 ０件 ３名

肝臓（単独） （脳死下） ３０件 ４１件 ４０件 ３８件 ４３件 ３８３名

２件 ６件 ９件 ９件 ５件

脳死下 ２件 ６件 ９件 ９件 ５件

１８６件 １８２件 １７４件 　１３０件 　１０１件

脳死下 ３９件 ５７件 ５８件 ６３件 ５９件

肝腎同時 （脳死下） ０件 ０件 １件 １件 ２件

２３件 ２９件 １８件 ２４件 ２４件

脳死下 ２３件 ２９件 １８件 ２４件 ２４件

小腸 （脳死下） ４件 ３件 ０件 １件 ０件 ４名

肝小腸同時 （脳死下） ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 １名

眼球 １，６９９件 １，６０６件 １，５１８件 １，４８８件 １，４１４件

（角膜） 脳死下 ２１件 ４２件 ３３件 ３２件 ４９件

４８名

移植希望者数
　　　　　※

１，８８５名

腎臓（単独） １２，６３７名

膵腎同時 １５２名

膵臓（単独）

臓 器 移 植 の 実 施 状 況

２．造血幹細胞移植対策
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効果的な普及啓発及び骨髄等提供希望者の募集・登録の考え方

● 各都道府県等においては、現在、

・保健所を通じたドナー登録
・骨髄バンク推進月間（10月）を中心とした普及啓発活動
・自治体、ボランティア、医師など関係団体からなる連絡協議会を組織しての情報や意見の交換
などを行っていただいている。

● 効果的な普及啓発を行うためには、日本赤十字社（※）やボランティア団体との連携が重要。
→ 献血事業との連携など、骨髄等提供希望者の募集や提供希望者登録事業においては、日本

赤十字社及びボランティア団体との協力が不可欠。

※日本赤十字社が指定を受けた「造血幹細胞提供支援機関」の業務として“普及啓発”が掲げられている。（法律第４５条第４号）

２．造血幹細胞移植対策について

○ 平成２６年１月に「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律」が全面施行。
同法では、地方公共団体における関係者との連携・協力、普及啓発の推進等について規定。

○ 各都道府県等においては、同法の趣旨も踏まえつつ、骨髄バンク連絡協議会等も活用し、
日本赤十字社やボランティア団体とも連携を強化しながら、効果的な普及啓発や積極的な骨髄
等提供希望者の募集及び登録の推進をお願いしたい。

特に、骨髄移植（末梢血幹細胞移植）のドナー登録者は着実に増加してきているが、
年齢層をみると、高齢化の傾向が顕著である。
→ 今後は、実際にドナーとなりうる可能性が高い若年層に対して働きかけを進めることが重要。

（単位：件）
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※骨髄移植等とは、骨髄移植と末梢血幹細胞移植をいう。
※末梢血幹細胞移植は平成22年10月より導入されており、平成26年12月現在、 87例が実施されている。
※移植件数は平成26年12月末現在の速報値。

造血幹細胞移植実績の推移（非血縁者間）
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骨髄バンクドナー登録者の推移
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2004年12月末（合計約２０万人） 最も多い年齢層：３３歳

2014年12月末（合計約４５万人） 最も多い年齢層：４１歳

（歳）

年齢別ドナー登録者数の推移
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都道府県別対象人口1,000人あたりにおけるドナー登録者数～昨年度との比較～

※参考：日本骨髄バンクＨＰ

ドナー登録者数は各都道府県においてばらつきがある。
引き続き積極的なドナー登録の推進をお願いしたい。

平成25年度
（12月末時点）

平成26年度
（12月末時点）
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全国健康関係主管課長会議

健康局

疾病対策課

難病対策の改革に関する経緯

平成23年 ９月13日 第13回 難病対策委員会 「難病対策の見直し」について審議開始

12月１日 第18回 難病対策委員会 「今後の難病対策の検討に当たって」（中間的な整理）

平成24年 ２月17日 社会保障・税一体改革大綱

８月16日 第23回 難病対策委員会 「今後の難病対策の在り方」（中間報告）

平成25年 １月25日 第29回 難病対策委員会 「難病対策の改革について」（提言）

８月６日 社会保障制度改革国民会議 報告書

12月５日 「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律
（プログラム法）」が第１８５回国会（臨時会）にて成立

12月13日 第35回 難病対策委員会 「難病対策の改革に向けた取組について」（報告書）

平成26年 ２月12日 第１８６回国会（常会）に「難病の患者に対する医療等に関する法律案」を提出

５月23日 「難病の患者に対する医療等に関する法律」成立（平成26年法律第50号）

10月21日 指定難病（第一次実施分）を告示（厚生労働省告示第393号）

11月12日 「難病の患者に対する医療等に関する法律施行令及び施行規則」公布
（政令第358号、厚生労働省令第121号）

平成27年 １月１日 難病の患者に対する医療等に関する法律の施行（１１０疾病について医療費助成を開始）
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(1) 基本方針の策定

• 厚生労働大臣は、難病に係る医療その他難病に関する施策の総合的な推進のための基本的な方針を策定。

(2) 難病に係る新たな公平かつ安定的な医療費助成の制度の確立

• 都道府県知事は、申請に基づき、医療費助成の対象難病（指定難病）の患者に対して、医療費を支給。

• 指定難病に係る医療を実施する医療機関を、都道府県知事が指定。

• 支給認定の申請に添付する診断書は、指定医が作成。

• 都道府県は、申請があった場合に支給認定をしないときは、指定難病審査会に審査を求めなければならない。

• 医療費の支給に要する費用は都道府県の支弁とし、国は、その２分の１を負担。

(3) 難病の医療に関する調査及び研究の推進

• 国は、難病の発病の機構、診断及び治療方法に関する調査及び研究を推進。

(4) 療養生活環境整備事業の実施

• 都道府県は、難病相談支援センターの設置や訪問看護の拡充実施等、療養生活環境整備事業を実施できる。

趣旨

平成27年１月１日

施行期日

概要

難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年５月23日成立）

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、難病の患者に対する医療費助成

(注)に関して、法定化によりその費用に消費税の収入を充てることができるようにするなど、公平かつ安定的な制度を確立するほ

か、基本方針の策定、調査及び研究の推進、療養生活環境整備事業の実施等の措置を講ずる。

（注）現在は法律に基づかない予算事業（特定疾患治療研究事業）として実施している。

※児童福祉法の一部を改正する法律（小児慢性特定疾病の患児に対する医療費助成の法定化）と同日

難病の新たな医療費助成制度について

○ 医療費助成の対象疾病の拡大

○ 対象疾病（指定難病の要件に該当する疾病は対象とする）

・ 難病：５６疾病 → 約３００疾病（現時点で想定される疾病数）

○ 受給者数

・ 難病：約７８万人（平成２３年度） → 約１５０万人（平成２７年度）（試算）

年 度 平成23年度（実績） 平成25年度（見込） 平成27年度（試算）

事 業 費
（国 費）

約１，１９０億円
（約２８０億円）

約１，３４０億円
（約４４０億円）

約１，８２０億円
（約９１０億円）

○ 医療費助成の事業規模（試算）

※ 難病対策委員会報告書（平成25年12月13日）の考え方に基づいた試算
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指定難病の検討の進め方（原則）

１．指定難病の検討にあたって、難病に関する基礎的な情報を、厚生労働科学研究費補助金事業における
研究班等で収集、整理する。

２．指定難病検討委員会において、これまでに研究班等が整理した情報をもとに、医学的見地より、個々の
疾病について、指定難病の各要件を満たすかどうかの検討を行う。

※ 指定難病とされるためには、「発病の機構が明らかでない」、「治療方法が確立していない」、「長期の療養を必要とす
る」、「患者数が人口の0.1％程度に達しない」、「客観的な診断基準等が確立している」の5要件を満たすことが必要。

３．指定難病検討委員会の検討の結果を、厚生科学審議会疾病対策部会に報告する。

４．疾病対策部会において、指定難病について審議を行い、具体的な病名などを決定する。
※１ 参考人として患者の立場を代表する者が出席する。
※２ 疾病対策部会の議決をもって厚生科学審議会の決定となる。

５．厚生労働大臣が指定難病を指定する。

６．厚生労働大臣による指定後も、研究を継続し、指定難病の各要件の評価に影響を及ぼすような新たな事
実が明らかとなった場合には、指定難病検討委員会において見直しを行う。

指定難病検
討委員会等

研究班等によ
る情報の収集
及び整理

・指定難病
（医療費助成の対象）
・研究の実施

要件を満たす

要件を満たさない・不明

・研究の実施

研究の実施によ
り要件に関する
新たな事実あり

指定難病検
討委員会等

指 定 難 病 の 拡 充 に つ い て

平成２６年７月２８日 指定難病検討委員会の開催

８月２７日 第一次実施分指定難病案のとりまとめ
（平成２７年１月からの実施分）

１０月２１日 第一次実施分指定難病告示

平成２７年 １月 １日 医療費助成を開始（第一次実施）

１月２３日 指定難病検討委員会の再開（第二次実施分）

２月～ 個別疾患の検討

３月 指定難病に関する一定の整理

パブリックコメント

学会に意見聴取

５月 指定難病案の取りまとめ

平成２７年夏 医療費助成を開始（第二次実施）

110疾病

約300疾病

56疾病

・ 追加 ４５疾病増

・ 整理・細分化 １２疾病増

・ 要件を満たさない ３疾病減

旧事業（特定疾患治
療研究事業）の対象
疾病
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○発病の機構が明らかでなく

○治療方法が確立していない

○希少な疾病であって

○長期の療養を必要とするもの

難病の定義

患者数等による限定は行わず、

他の施策体系が樹立されていな
い疾病を幅広く対象とし、調査研
究・患者支援を推進
例：悪性腫瘍は、がん対策基本法におい
て体系的な施策の対象となっている

難 病難 病

指定難病指定難病

難病のうち、以下の要件の全てを満たすものを、
患者の置かれている状況からみて
良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、
厚生科学審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定

○患者数が本邦において一定の人数（注）に達しないこと

○客観的な診断基準（又はそれに準ずるもの）が確立していること

（注）人口のおおむね0.1%程度と厚生労働省令において規定。

医療費助成の対象

第１次実施分 指定難病（平成２６年１０月２１日厚生労働省告示第393号）①

※ 備考に「特定疾患」と記載のあるものは、旧事業（特定疾患治療研究事業）において医療費助成の対象（56疾病）となっていた疾病。

番号 病名 備考

1 球脊髄性筋萎縮症 特定疾患

2 筋萎縮性側索硬化症 特定疾患

3 脊髄性筋萎縮症 特定疾患

4 原発性側索硬化症

5 進行性核上性麻痺 特定疾患

6 パーキンソン病 特定疾患

7 大脳皮質基底核変性症 特定疾患

8 ハンチントン病 特定疾患

9 神経有棘赤血球症

10 シャルコー・マリー・トゥース病

11 重症筋無力症 特定疾患

12 先天性筋無力症候群

13 多発性硬化症／視神経脊髄炎 特定疾患

14
慢性炎症性脱髄性多発神経炎／
多巣性運動ニューロパチー

特定疾患

15 封入体筋炎

16 クロウ・深瀬症候群

17 多系統萎縮症 特定疾患

18
脊髄小脳変性症
(多系統萎縮症を除く。)

特定疾患

19 ライソゾーム病 特定疾患

20 副腎白質ジストロフィー 特定疾患

番号 病名 備考

21 ミトコンドリア病 特定疾患

22 もやもや病 特定疾患

23 プリオン病 特定疾患

24 亜急性硬化性全脳炎 特定疾患

25 進行性多巣性白質脳症

26 HTLV-1関連脊髄症

27 特発性基底核石灰化症

28 全身性アミロイドーシス 特定疾患

29 ウルリッヒ病

30 遠位型ミオパチー

31 ベスレムミオパチー

32 自己貪食空胞性ミオパチー

33 シュワルツ・ヤンペル症候群

34 神経線維腫症 特定疾患

35 天疱瘡 特定疾患

36 表皮水疱症 特定疾患

37 膿疱性乾癬（汎発型） 特定疾患

38 スティーヴンス・ジョンソン症候群 特定疾患

39 中毒性表皮壊死症 特定疾患

40 高安動脈炎 特定疾患

番号 病名 備考

41 巨細胞性動脈炎

42 結節性多発動脈炎 特定疾患

43 顕微鏡的多発血管炎 特定疾患

44 多発血管炎性肉芽腫症 特定疾患

45 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

46 悪性関節リウマチ 特定疾患

47 バージャー病 特定疾患

48 原発性抗リン脂質抗体症候群

49 全身性エリテマトーデス 特定疾患

50 皮膚筋炎／多発性筋炎 特定疾患

51 全身性強皮症 特定疾患

52 混合性結合組織病 特定疾患

53 シェーグレン症候群

54 成人スチル病

55 再発性多発軟骨炎

56 ベーチェット病 特定疾患

57 特発性拡張型心筋症 特定疾患

58 肥大型心筋症 特定疾患

59 拘束型心筋症 特定疾患

60 再生不良性貧血 特定疾患
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計 １１０疾病

番号 病名 備考

61 自己免疫性溶血性貧血

62 発作性夜間ヘモグロビン尿症

63 特発性血小板減少性紫斑病 特定疾患

64 血栓性血小板減少性紫斑病

65 原発性免疫不全症候群 特定疾患

66 IgＡ 腎症

67 多発性嚢胞腎

68 黄色靱帯骨化症 特定疾患

69 後縦靱帯骨化症 特定疾患

70 広範脊柱管狭窄症 特定疾患

71 特発性大腿骨頭壊死症 特定疾患

72 下垂体性ADH分泌異常症 特定疾患

73 下垂体性TSH分泌亢進症 特定疾患

74 下垂体性PRL分泌亢進症 特定疾患

75 クッシング病 特定疾患

76 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 特定疾患

77 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 特定疾患

78 下垂体前葉機能低下症 特定疾患

79
家族性高コレステロール血症
（ホモ接合体）

特定疾患

80 甲状腺ホルモン不応症

番号 病名 備考

81 先天性副腎皮質酵素欠損症

82 先天性副腎低形成症

83 アジソン病

84 サルコイドーシス 特定疾患

85 特発性間質性肺炎 特定疾患

86 肺動脈性肺高血圧症 特定疾患

87 肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症 特定疾患

88 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 特定疾患

89 リンパ脈管筋腫症 特定疾患

90 網膜色素変性症 特定疾患

91 バッド・キアリ症候群 特定疾患

92 特発性門脈圧亢進症

93 原発性胆汁性肝硬変 特定疾患

94 原発性硬化性胆管炎

95 自己免疫性肝炎

96 クローン病 特定疾患

97 潰瘍性大腸炎 特定疾患

98 好酸球性消化管疾患

99 慢性特発性偽性腸閉塞症

100 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症

番号 病名 備考

101 腸管神経節細胞僅少症

102 ルビンシュタイン・テイビ症候群

103 CFC症候群

104 コステロ症候群

105 チャージ症候群

106 クリオピリン関連周期熱症候群

107 全身型若年性特発性関節炎

108 TNF受容体関連周期性症候群

109 非典型溶血性尿毒症症候群

110 ブラウ症候群

第１次実施分 指定難病（平成２６年１０月２１日厚生労働省告示第393号）②

【重症度分類】
難病法第七条第一項第一号の規定に基づき

厚生労働大臣が定める病状の程度は、個々
の指定難病の特性に応じ、日常生活又は社会
生活に支障があると医学的に判断される程度
とする。

※ 備考に「特定疾患」と記載のあるものは、旧事業（特定疾患治療研究事業）において医療費助成の対象（56疾病）となっていた疾病。

疾 病 名 対 比 表
疾病
番号

特定疾患
（旧事業）

指定難病

21 アミロイドーシス 全身性アミロイドーシス

22 後縦靭帯骨化症 後縦靭帯骨化症

23 ハンチントン病 ハンチントン病

24
モヤモヤ病（ウイリス
動脈輪閉塞症）

もやもや病

25 ウェゲナー肉芽腫症 多発血管炎性肉芽腫症

26
特発性拡張型
（うっ血型）心筋症

特発性拡張型心筋症

27 多系統萎縮症 多系統萎縮症

28
表皮水疱症（接合部型
及び栄養障害型）

表皮水疱症

29 膿疱性乾癬 膿疱性乾癬（汎発型）

30 広範脊柱管狭窄症 広範脊柱管狭窄症

31 原発性胆汁性肝硬変 原発性胆汁性肝硬変

32 重症急性膵炎 ―

33 特発性大腿骨頭壊死症 特発性大腿骨頭壊死症

34 混合性結合組織病 混合性結合組織病

35 原発性免疫不全症候群 原発性免疫不全症候群

36 特発性間質性肺炎 特発性間質性肺炎

37 網膜色素変性症 網膜色素変性症

38 プリオン病 プリオン病

39 肺動脈性肺高血圧症
肺動脈性肺高血圧症

肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症

40 神経線維腫症 神経線維腫症

41 亜急性硬化性全脳炎 亜急性硬化性全脳炎

42
バッド・キアリ
（Budd-Chiari）症候群

バッド・キアリ症候群

疾病
番号

特定疾患
（旧事業）

指定難病

1 ベーチェット病 ベーチェット病

2 多発性硬化症 多発性硬化症／視神経脊髄炎

3 重症筋無力症 重症筋無力症

4 全身性エリテマトーデス 全身性エリテマトーデス

5 スモン ―

6 再生不良性貧血 再生不良性貧血

7 サルコイドーシス サルコイドーシス

8 筋萎縮性側索硬化症 筋萎縮性側索硬化症

9
強皮症、皮膚筋炎及び
多発性筋炎

全身性強皮症

皮膚筋炎／多発性筋炎

10
特発性血小板減少性
紫斑病

特発性血小板減少性紫斑病

11 結節性動脈周囲炎
結節性多発動脈炎

顕微鏡的多発血管炎

12 潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎

13 大動脈炎症候群 高安動脈炎

14 ビュルガー病 バージャー病

15 天疱瘡 天疱瘡

16 脊髄小脳変性症
脊髄小脳変性症
(多系統萎縮症を除く。)

17 クローン病 クローン病

18
難治性肝炎のうち
劇症肝炎

―

19 悪性関節リウマチ 悪性関節リウマチ

20 パーキンソン病関連疾患

進行性核上性麻痺

大脳皮質基底核変性症

パーキンソン病

疾病
番号

特定疾患
（旧事業）

指定難病

43
慢性血栓塞栓性
肺高血圧症

慢性血栓塞栓性肺高血圧症

44 ライソゾーム病 ライソゾーム病

45 副腎白質ジストロフィー 副腎白質ジストロフィー

46
家族性高コレステロール
血症（ホモ接合体）

家族性高コレステロール血症
（ホモ接合体）

47 脊髄性筋萎縮症 脊髄性筋萎縮症

48 球脊髄性筋萎縮症 球脊髄性筋萎縮症

49
慢性炎症性脱髄性
多発神経炎

慢性炎症性脱髄性多発神経炎／
多巣性運動ニューロパチー

50 肥大型心筋症 肥大型心筋症

51 拘束型心筋症 拘束型心筋症

52 ミトコンドリア病 ミトコンドリア病

53
リンパ脈管筋腫症
（ＬＡＭ）

リンパ脈管筋腫症

54
重症多形滲出性紅斑
（急性期）

スティーヴンス・ジョンソン症候群

中毒性表皮壊死症

55 黄色靱帯骨化症 黄色靱帯骨化症

56

間脳下垂体機能障害
（ＰＲＬ分泌異常症、
ゴナドトロピン分泌異常症、
ＡＤＨ分泌異常症、
下垂体性ＴＳＨ分泌異常症、
クッシング病、
先端巨大症、
下垂体機能低下症）

下垂体性ADH分泌異常症

下垂体性TSH分泌亢進症

下垂体性PRL分泌亢進症

クッシング病

下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症

下垂体性成長ホルモン分泌亢進症

下垂体前葉機能低下症

※ 第１次実施分の指定難病として告示された疾病名と旧事業の医療費助成（特定疾患治療研究事業）における対象疾病
（特定疾患）との名称の比較
※※ 網掛けの疾病は、旧事業の医療費助成（特定疾患治療研究事業）における疾病名と異なっているもの。
※※※ 疾病番号は、旧事業の医療費助成（特定疾患治療研究事業）によるもの。
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第二次実施分指定難病の検討対象について（イメージ）

第一次実施
分指定難病

110疾病

小児慢性特定疾病の対象疾病（７０４＋５６疾病※）

難治性疾患克服研究事業において研究されてきた疾病（約５００疾病）

今回検討対象の疾病（情報が得られた疾病）（６１０＋５６疾病※）

第二次実施分指定難病

※５６疾病は包括病名

第７回（２／４）指定難病検討委員会において検討した疾病リスト

番号 病名

１－２２ メビウス症候群

１－２３ 中隔視神経形成異常症（ドモルシア（De Morsier）症候群）

１－２４ アイカルディ症候群

１－２５ 片側巨脳症

１－２６ 限局性皮質異形成

１－２７ 神経細胞移動異常症

１－２８ 先天性大脳白質形成不全症

１－２９ ドラベ症候群

１－３０ 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん

１－３１ ミオクロニー欠神てんかん

１－３２ ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん

１－３３ レノックス・ガストー症候群および関連脳症

１－３４ 片側けいれん片麻痺てんかん症候群

１－３５ 環状20番染色体症候群

１－３６ ラスムッセン症候群

１－３７ ＰＣＤＨ19関連症候群

１－３８ 難治頻回部分発作重積型急性脳炎

１－３９ 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症および関連症候群

１－４０ レット症候群

１－４１ スタージー・ウェーバー症候群

番号 病名

１－１ 先天性ミオパチー

１－２ マリネスコ・シェーグレン症候群

１－３ 筋ジストロフィー

１－４ 非ジストロフィー性ミオトニー症候群

１－５ 周期性四肢麻痺

１－６ アトピー性脊髄炎

１－７ 脊髄空洞症

１－８ 顕在性二分脊椎

１－９ アイザックス症候群

１－１０ 遺伝性ジストニア

１－１１ 神経フェリチン症

１－１２ 脳表ヘモシデリン沈着症

１－１３ 禿頭と変形性脊椎症を伴う劣性遺伝性白質脳症

１－１４ 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体性優性脳動脈症

１－１５ 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症

１－１６ 前頭側頭葉変性症

１－１７ ビッカースタッフ型脳幹脳炎

１－１８ けいれん重積型（二相性）急性脳症

１－１９ 先天性無痛症

１－２０ アレキサンダー病

１－２１ 先天性核上性球麻痺
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第８回（２／１３）指定難病検討委員会において検討した疾病リスト

番号 病名

２－１ 結節性硬化症

２－２ 色素性乾皮症

２－３ 先天性魚鱗癬

２－４ 家族性良性慢性天疱瘡

２－５ 類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む）

２－６ 特発性後天性全身性無汗症

２－７ 眼皮膚白皮症

２－８ 肥厚性皮膚骨膜症

２－９ 弾性線維性仮性黄色腫

２－１０ マルファン症候群

２－１１ エーラス・ダンロス症候群

２－１２ メンケス病

２－１３ オクシピタル・ホーン症候群

２－１４ 低ホスファターゼ病

２－１５ VATER症候群

２－１６ 那須ハコラ病

２－１７ ウィーバー症候群

２－１８ コフィン・ローリー 症候群

２－１９ 有馬症候群

２－２０ モワット・ウイルソン症候群

２－２１ ウィリアムズ症候群

２－２２ ＡＴＲ－Ｘ症候群

番号 病名

２－２３ 症候群性頭蓋縫合早期癒合症

２－２４ コフィン・シリス症候群

２－２５ ロスムンド・トムソン症候群

２－２６ 歌舞伎症候群

２－２７ 内臓錯位症候群

２－２８ 鰓耳腎症候群

２－２９ ウェルナー症候群

２－３０ コケイン症候群

２－３１ プラダｰ・ウィリ症候群

２－３２ ソトス症候群

２－３３ ヌーナン症候群

２－３４ ヤング・シンプソン症候群

２－３５ １ｐ36欠失症候群

２－３６ ４p－症候群

２－３７ ５p－症候群

２－３８ 第14番染色体父親性ダイソミー症候群

２－３９ アンジェルマン症候群

２－４０ スミス・マギニス症候群

２－４１ 22q11.2欠失症候群

２－４２ エマヌエル症候群

２－４３ 脆弱Ｘ症候群関連疾患/脆弱X症候群

第９回（２／１８）指定難病検討委員会において検討した疾病リスト

番号 病名

３－１ 総動脈幹遺残症

３－２ 大血管転位症

３－３ 単心室循環症候群

３－４ ファロー四徴症類縁疾患

３－５ エプスタイン病

３－６ アルポート症候群

３－７ ギャロウェイ・モワト症候群

３－８ 急速進行性糸球体腎炎

３－９ 抗糸球体基底膜腎炎

３－１０ 一次性ネフローゼ症候群

３－１１ 一次性膜性増殖性糸球体腎炎

３－１２ 紫斑病性腎炎

３－１３ 先天性腎性尿崩症

３－１４ 間質性膀胱炎（ハンナ型）

３－１５ オスラー病

３－１６ 閉塞性細気管支炎

３－１７ 肺胞蛋白症（自己免疫性、先天性）

３－１８ 肺胞低換気症候群

３－１９ α1－アンチトリプシン欠乏症

３－２０ カーニー複合

３－２１ ウォルフラム症候群

３－２２ ペルオキシソーム病（副腎白質ジストロフィーを除く）

３－２３ 副甲状腺機能低下症

３－２４ 偽性副甲状腺機能低下症

３－２５ 副腎皮質刺激ホルモン不応症

番号 病名

３－２６ ビタミンＤ抵抗性くる病/骨軟化症

３－２７ ビタミンＤ依存性くる病/骨軟化症

３－２８ フェニルケトン尿症

３－２９ 高チロシン血症（Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型）

３－３０ メープルシロップ尿症

３－３１ プロピオン酸血症

３－３２ メチルマロン酸血症

３－３３ イソ吉草酸血症

３－３４ グルコーストランスポーター１欠損症症候群

３－３５ グルタル酸血症1型

３－３６ グルタル酸血症2型 

３－３７ 尿素サイクル異常症

３－３８ リジン尿性蛋白不耐症

３－３９ 複合カルボキシラーゼ欠損症

３－４０ 筋型糖原病

３－４１ 肝型糖原病

３－４２ ガラクトース1リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症

３－４３ レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症

３－４４ シトステロール血症

３－４５ タンジール病

３－４６ 家族性Ⅲ型高脂血症

３－４７ 原発性高カイロミクロン血症

３－４８ 脳腱黄色腫症

３－４９ 無βリポタンパク血症

３－５０ 脂肪萎縮症
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基本方針の検討の進め方（案）

第３６回 ○ 難病対策の改革に係る進捗状況について（報告）
（２月１７日） ○ 基本方針において定める事項について関係者からのヒアリング

【基本方針に定める事項】
（１） 難病に係る医療等の推進の基本的な方向 ⇒ 第３６回委員会にてヒアリング
（２） 難病に係る医療を提供する体制の確保に関する事項
（３） 難病に係る医療に関する人材の養成に関する事項
（４） 難病に関する調査研究に関する事項
（５） 難病に係る医療のための医薬品及び医療機器に関する研究開発の推進に関する事項
（６） 難病の患者の療養生活の環境整備に関する事項
（７） 難病の患者に対する医療等と難病の患者に対する福祉サービスに関する施策、就労の支援に関する

施策その他の関連する施策との連携に関する事項
（８） その他難病に係る医療等の推進に関する重要事項

次回以降 ○ 基本方針の各項目（（２）～（８））について関係者からのヒアリング及び議論
（複数回）

○ 基本方針に関する一定の整理

（パブリックコメント）

夏 ○ 難病対策委員会として取りまとめ
○ 疾病対策部会へ報告
○ 告示

効果的な治療方法の開発と医療の質の向上

○ 難治性疾患政策研究事業及び難治性疾患実用化研究事業がお互いに連携しながら、治療方法の開発に向
けた難病研究の推進に取り組む。

○ 症例が比較的少ない難病について、一定の症例数を確保し、研究の推進や医療の質の向上に結びつける。

○ 難病研究で得られた成果は、難病情報センター等を通して、広く国民にわかりやすく最新情報を提供する。

難治性疾患政策研究事業

○診断基準の作成
○診療ガイドラインの作成、

改訂、普及
○疫学研究
○難病患者ＱＯＬ調査

等

難治性疾患実用化研究事業

難病患者

【平成２７年度予算案：１０１億円】

治験等へ
の参加等

データの
登録等

○病態解明、遺伝子解析や新規治療薬・医療機器等の開発につなげる研究等

先天性ミオパチーの疾患責任
遺伝子KLHL40の発見【例示】

小児重症拡張型心筋症への
骨格筋芽細胞シートを用いた

再生治療等【例示】

ALS等四肢麻痺患者向けの
意思伝達装置HALスイッチ

の開発【例示】

ＡＬＳ等神
経・筋難病
疾患に対す
る下肢装着
型補助ロ

ボット（HAL-
HN01）
【例示】

多系統萎縮症の原因遺伝子
COQ2の発見【例示】

・新たな治療法開発等を通じ
た研究成果の還元

・難病情報センターを通じて疾
患に関する最新情報を提供

情報提供
連携
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効果的な治療方法の開発と医療の質の向上（患者の診療の流れとその支援の体制）

各分野の学会

難病医療支援
ネットワーク（仮称）

難病研究班

国立高度専門
医療研究センター

患者

難病医療地域
基幹病院（仮称）

三次医療圏

二
次
医
療
圏

紹介

紹介

紹介

・県内において診断可能な疾患を増やす。

新・難病医療拠点病院（総合型）（仮称）

・診断の補助や治療
に関する情報提供等

・極めて希少な疾患に関する問い合わせ
・特定の機関でのみ検査可能な疾患の検体送付
・特定の機関でのみ診断可能な患者を紹介

新・難病医療拠点病院（領域型）（仮称）

・総合型と連携して特定の領域で専門的な診断を行う。

《全国的な取組》

○ 正しい診断や、適切な治療が行える医療提供体制の構築
・「新・難病医療拠点病院（総合型）（仮称）」を三次医療圏ごとに原則１か所以上、「新・難病医療拠点病院（領

域型）（仮称）」を適切な数を指定
・「難病医療地域基幹病院（仮称）」を二次医療圏に１か所程度指定する。

・国立高度専門医療研究センター、難病研究班、それぞれの分野の学会等が連携して「難病医療支援ネット
ワーク（仮称）」を形成し、全国規模で正しい診断ができる体制を整備

※いずれにおいても
最初の診断と治療
方針の決定は指定
医が行うことで、正
確な診断と適切な治
療を確保する。

受診

診断 難病指定医

かかりつけ医
等

治療

○ 難病に関する普及啓発を推進、充実させる。

○ 難病に関する相談体制の充実、難病相談・支援
センターなどの機能強化を図る。

○ 障害福祉サービス等の対象疾患を拡大する。

国民の理解の促進と社会参加のための施策の充実（新たな難病患者を支える仕組み）

新・難病医療拠点病院
（仮称）

患者

難病医療地域基幹
病院（仮称）

指定医療機関
（かかりつけ医）

保健所

福祉サービス

訪問看護
ステーション

患者会・家族会

適切な医療を受けたい

不安

働きたい

快適に生活したい

ハローワーク

難病相談
支援センター

調剤薬局

在宅療養したい

二次医療圏

障害者総合支援法の
対象となる難病等を
130疾病から151疾病
に拡大

「難病患者就職サポーター」の活用や
「発達障害者・難治性疾患患者雇用
開発助成金」等の施策による就労支
援の充実

企業に対して、難病患者の雇用
管理等に関する情報を提供

・人的体制の充実

・全国の取組内容等を共有するな
ど、全国のセンター同士のネット
ワークを構築し、質を底上げ

保健所を中心に、「難病対策
地域協議会」を設置するなど、
地域の医療・介護・福祉従事
者、患者会等が連携して難病
患者を支援難病情報センター

都道府県

患者の相互支援の
推進、ピアサポート
の充実 都道府県

○ 「難病患者就職サポーター」や「発達障害者・難治性
疾患患者雇用開発助成金」等の施策により就労支援を
充実させる。

○ 「難病対策地域協議会」を設置するなどして、
総合的かつ適切な支援を図る。
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○医療費助成の本格実施 １，１１９億円 （ ６０８億円）

難病患者への新たな医療費助成については、平成２６年５月に成立した「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく新たな制度と

して平成２７年１月から施行されたが、平成２７年夏には更に対象疾病を拡大し、本格実施を図る。

新制度へ移行しない「スモン」及び「プリオン病（ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。）」については、引き

続き予算事業で助成する必要があるため、これまでと同様の対策を講ずる。（なお、「難治性肝炎のうち劇症肝炎」及び「重症急性膵炎」に

ついては、経過措置を講ずる。）

○難病相談支援センター事業 ３１２百万円（３１７百万円）

難病患者のもつ様々なニーズに対応したきめ細かな相談支援が行えるよう、都道府県毎の活動拠点となる「難病相談支援センター」を設置

し、地域における難病患者支援対策を一層推進する。

○難病医療提供体制整備事業 １３０百万円（１４７百万円）

難病医療拠点病院に「難病医療コーディネーター（仮称）」の設置（平成２７年度からの事業）のほか、重症難病患者の適時・適切な入院

施設の確保等が行えるよう、都道府県ごとに拠点病院等による難病医療体制の整備等を図る。

○難病対策の推進のための患者データ登録整備事業 ６１百万円（ ３１百万円）

難病患者データの精度の向上と有効活用を図るため、新たな患者データ登録システムの開発を行う。

○難病情報センター ２１百万円（ ３４百万円）
難治性疾患克服研究事業等の成果、専門医・専門医療機関の所在、公的サービス、最新の認定基準、治療指針及び症例等の情報を収集・整

理し、難病患者、家族及び医療関係者等に対する情報の提供等を行う。

○難治性疾患克服研究事業等 １０３億円 （ １０４億円）

難病研究を総合的・戦略的に実施するため、全国規模のデータベースを活用するなどし、疫学、病態解明、新規治療法の開発、再生医療技

術を用いた研究を行うとともに、難病政策と一体となった調査研究を推進する。

また、希少疾患の中でもきわめて患者数の少ない疾病等の医薬品や医療機器をはじめ、再生医療等製品の開発に対する支援を行い、製品化

を推進する。

※（ ）は平成２６年度予算 計 １，２３１億円 （ ７１９億円）

平成２７年度 主な難病対策に関する予算（案）

HIV

エイズ

合計 1,520

1,075

445

近年のＨＩＶ感染者・エイズ患者の発生動向《平成26年（速報値）》
（件）

２０１５年厚生労働省エイズ動向委員会報告
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新規ＨＩＶ感染者・エイズ患者の状況
新規ＨＩＶ感染者・エイズ患者 年代別内訳《平成26年（速報値）》

２０１５年厚生労働省エイズ動向委員会報告

エイズ感染報告数３カ年比較《平成26年（速報値）》

２０１５年厚生労働省エイズ動向委員会報告
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ＨＩＶ抗体検査件数の推移《Ｈ１６～２６年（確定値）》

２０１５年厚生労働省エイズ動向委員会報告

HIV感染者・エイズ患者の在宅医療・介護の環境整備事業

診療所や訪問介護事業所等のＨＩＶ医療知識・技術の不足やエイズに対する差別・偏見により、感染者・患者が在宅医療・介護を受けられない。
→ 感染者・患者に対する在宅医療・介護の環境整備が喫緊の課題

①実地研修事業： 訪問看護師や訪問介護員等を中核拠点病院に派遣し、実地研修を行う。（各都道府県２名、１週間）

③HIV医療講習会： 都道府県医師会及び歯科医師会による、訪問診療を行うかかりつけ医や、地域の歯科医に対する講習会の開催。（２５都道府県）

②支援チーム派遣事業： 在宅療養・介護における対応困難な事例に対し、必要に応じて中核拠点病院から支援チーム （医師、看護師、相談員等）を派遣する。

HIV感染患者における透析医療

→HIV感染患者の透析について注意点をまとめた
「HIV感染患者透析医療ガイドライン」
（http://api-net.jfap.or.jp/library/manualGaide.html）を参考に

患者の高齢化に伴って、慢性腎臓病の増加が考えられ、今後、透析導入例が増加することが予想される。
管内透析医療機関に対して、HIV感染者透析医療ガイドラインを周知いただき、HIV感染者が通院可能な透析医療機関の確保に取り組まれたい。

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業における医療の範囲について

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について（平成元年7月24日付健医発第896号）において通知。

（対象となる医療の範囲）
○先天性血液凝固因子欠乏症
○血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症並びに当該疾患に付随して発現する傷病

→管内医療機関に対して先天性血液凝固因子障害等治療研究事業における医療の範囲について改めて周知いただきたい。

→受託事業者から都道府県宛に事業の実施に際して通知するので積極的に活用いただきたい。
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「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」について

【概要】
ハンセン病患者であった方々などの福祉の増進、名誉の回復等に関し現在もなお存在
する問題の解決の促進に関し、基本理念等を定めるとともに、ハンセン病問題の解決の
促進に関し必要な事項を定めるもの。
（平成２０年６月成立 平成２１年４月施行 平成２６年１１月一部改正 ※議員立法）

【主な内容】

１．国立ハンセン病療養所等の
在園・生活水準の保障

・国立ハンセン病療養所等における療養の確保
・国立ハンセン病療養所への再入所・新規入所の保障
・国立ハンセン病療養所における生活の保障

①意思に反する退所、転所の禁止
②医療・介護体制の整備
③地域開放

２．社会復帰・社会生活支援

３．名誉回復・死没者の追悼

・国立ハンセン病療養所等を退所した方等に対する給与
金・支援金の支給、相談・情報提供など

・ハンセン病資料館の設置、歴史的建造物の保存等ハンセ
ン病に関する正しい知識の普及啓発
・死没者の追悼など

※本法の施行に伴い「らい予防法の廃止に関する法律（平成８年法律第２８号）」は廃止となった。

各国立ハンセン病療養所等の状況

○施設数 １３施設
○入所者総数 １，７５８名
○平均年齢 ８３．６歳(H26.5.1)
※＜別掲＞

私立療養所（１施設、７名）

平成２６年１２月３1日現在

まつおかほようえん

松丘保養園
（青森県・1００名）

あまみわこうえん

奄美和光園（鹿児島県・３６名）

おきなわあいらくえん

沖縄愛楽園（沖縄県・１９１名）
みやこなんせいえん

宮古南静園（沖縄県・7１名）

おおしませいしょうえん

大島青松園（香川県・７３名）

こうやまふくせいびょういん

（※神山復生病院（静岡県・７名））

とうほくしんせいえん

東北新生園
（宮城県・８６名）

たまぜんしょうえん

多磨全生園
（東京都・２１４名）

こくりつするがりょうようじょ

国立駿河療養所
（静岡県・６５名）

くりゅうらくせんえん

栗生楽泉園
（群馬県・９５名）ながしまあいせいえん

長島愛生園
（岡山県・2３０名）

おくこうみょうえん

邑久光明園
（岡山県・1３５名）

きくちけいふうえん

菊池恵楓園
（熊本県・２９６名）

ほしづかけいあいえん

星塚敬愛園
（鹿児島県・1６６名）

※は私立療養所

62



ハンセン病対策について

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第５条において、地方公共団体の責務が規定されており、地域における
ハンセン病に関する普及啓発や当事者の福祉の増進等の取組を促進する必要がある。

（都道府県担当者会議）【平成２１年度から実施】
法律施行後、具体的な施策の内容について検討する場を設け、各都道府県におけるハンセン病対策への取組を支援

することを目的として担当者会議を開催している。
開催日：平成２７年３月１２日（木）

【平成２４年度から実施】（１事業当たり２５０万円を上限）
○事業の目的

ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復等を図るため、地方公共団体における新たな取組を支援すること
により、地域におけるハンセン病問題解決に向けた施策を推進する。

○事業の内容
都道府県及びハンセン病療養所所在市町がハンセン病に対する偏見・差別の解消等に向けて新たに取り組む普
及啓発事業について、経費の全部又は一部を支援する。

・パネル展や映画上映会の開催 ・シンポジウムや講演会の開催 など

事例を全国に還元することにより、ハンセン病に関する普及啓発への取組が促進される。

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
第５条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国と協力しつつ、その地域の実情を踏まえ、ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進等

を図るための施策を策定し、及び実施する責務を有する。

①趣旨

②ハンセン病問題対策促進会議の開催

③ハンセン病対策促進事業

④国立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護費の制度概要

ハンセン病療養所に入所したことにより、その家
族が生計困難になった場合に、その家族に対して、
生活保護の基準の例により援護を行う。

・ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第１９条

・ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第１９条に
規定する援護に関する政令 第１条

種類 範 囲

生活援助 衣食その他の日常生活の需要を満たすために必要なもの

教育援助 義務教育に伴って必要な学用品、通学用品、学校給食費等

住宅援助 住居及び補修その他住宅の維持のために必要なもの

出産援助 分娩の介助等出産のために必要なもの

生業援助 生業に必要な資金、技能の修得及び就労等のために必要なもの

葬祭援助 火葬又は埋葬、納骨その他葬祭のために必要なもの

◆親族に対する援護 ◆援護の種類及び範囲

■子育て世帯臨時特例給付金について
消費税率引き上げによる影響等を踏まえ、平成27年6月分の児童手当の対象となる児童(特例給付を除く）に対

する子育て臨時特例給付金が支給されており、国立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護費の受給者について
は、要件を満たせば給付金の対象となる。なお、子育て世帯臨時特例給付金は、国立ハンセン病療養所入所者家
族生活援護費の算定に当たって、受給者の収入とは認定しない。

昨年１１月にハンセン病問題の解決の促進に関する法律が改正され、ハンセン病療養所退所者給与金の支給を受けて
いた退所者が死亡した場合において、当該退所者の配偶者等に対し、その者の生活の安定等を図るため、本年１０月か
ら「特定配偶者等支援金」を支給する。

⑤特定配偶者等支援金について
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アレルギー疾患対策基本法

① 総合的な施策の実施により生活環境の改善を図ること。
② 居住地域にかかわらず適切なアレルギー疾患医療を受けられるようにすること。
③ 適切な情報の入手ができる体制及び生活の質の維持向上のための支援体制の整備がなされること。
④ アレルギー疾患研究を推進し、その成果等を普及・活用・発展させること。

基本理念

○ アレルギー疾患対策の総合的な推進を図るため、
厚生労働大臣が基本指針を策定

・ アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な事項
・ アレルギー疾患に関する啓発及び知識の普及並びに

アレルギー疾患の予防のための施策に関する事項
・ アレルギー疾患医療を提供する体制の確保に関する事項
・ アレルギー疾患に関する調査及び研究に関する事項
・ その他アレルギー疾患対策の推進に関する重要事項

アレルギー疾患対策基本指針
厚生労働省

・ 「アレルギー疾患対策基本指針」の策
定・変更に当たって意見を述べる

・ 委員は、厚生労働大臣が任命

（委員）
・患者及びその代表者
・アレルギー疾患医療に従事する者
・学識経験のある者

アレルギー疾患対策推進協議会

※ 協議会の組織及び運営に関し
必要な事項は、政令で規定

※公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

平成26年６月27日公布

対象疾患 ： 気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、
食物アレルギーなど

※上記６疾患以外は必要に応じて政令で定めるとされているが、現状としては他の疾患を定める予定はない。

アレルギー疾患対策基本法
（平成二十六年六月二十七日法律第九十八号）

第一章 総則（第一条―第十条）
第二章 アレルギー疾患対策基本指針等（第十一条―第十三条）
第三章 基本的施策

第一節 アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減（第十四条・第十五条）
第二節 アレルギー疾患医療の均てん化の促進等（第十六条・第十七条）
第三節 アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上（第十八条）
第四節 研究の推進等（第十九条）
第五節 地方公共団体が行う基本的施策（第二十条）

第四章 アレルギー疾患対策推進協議会（第二十一条・第二十二条）

附則

（地方公共団体の責務）
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、アレルギー疾患対策に関し、国との連携を図りつつ、自主

的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。

（都道府県におけるアレルギー疾患対策の推進に関する計画）
第十三条 都道府県は、アレルギー疾患対策基本指針に即するとともに、当該都道府県におけるアレルギ

ー疾患を有する者に対するアレルギー疾患医療の提供の状況、生活の質の維持向上のための支
援の状況等を踏まえ、当該都道府県におけるアレルギー疾患対策の推進に関する計画を策定す
ることができる。

条文抜粋
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● リウマチ・アレルギー相談員養成研修会

リウマチ・アレルギー対策について

【概 要】 かかりつけ医等を対象とした診療ガイドラインの普及、患者カード携帯による患者の自己管理

の徹底、地域住民への情報提供や病診連携の構築等を図る

【実施主体】 都道府県・政令指定都市・中核市 【補助率】１／２

【実施事業】 ① 病院や診療所等の医療関係者を対象とした研修の実施

② 患者カードの配布の促進ならびに患者の自己管理等正しい知識の普及啓発事業の実施

③ 喘息死並びにリウマチ及びアレルギー系疾患診療担当医師（医療機関）名簿や医療連携事例

集の作成等による医療情報の提供

④ 地域の喘息患者並びにリウマチ及びアレルギー系疾患患者の実態把握を目的とした分析調査

の実施

⑤ エピペン講習等、リウマチ又はアレルギー疾患に関する事業の実施又は事業への参画

⑥ 関係機関等との連携体制の構築（地域医療連絡協議会の設置及びその運営等）

⑦ 事業実施の評価

【概 要】 都道府県、保健所設置市及び特別区（以下「都道府県等」という。）の保健関係、福祉関係等従

事者並びに都道府県等所管下の医療従事者を対象に、リウマチ、アレルギー疾患について必要な

知識を修得して頂き、地域住民への正しい知識の普及啓発を行うための相談体制の確保を図る。

【実施主体】 健康局 疾病対策課

【開催時期】 全国５箇所での開催（札幌、東京、名古屋、大阪、博多） １月～３月 ＜※平成２６年度実施分＞

● リウマチ・アレルギー特別対策事業

● 慢性腎臓病（ＣＫＤ）特別対策事業
【概 要】 地域における講演会等の開催や医療関係者を対象とした研修等を実施することにより、

広くＣＫＤに関する正しい知識の普及、ＣＫＤ対策に必要な人材の育成等を図る。

【実施主体】 都道府県・政令指定都市・中核市

【補 助 率】 １／２

【実施事業】 ① 患者等一般向けの講演会等の開催

② 病院や診療所等の医療関係者を対象とした研修の実施

③ ＣＫＤ診療に関わる医療機関情報の収集と提供

④ 事業実施の評価

● 慢性腎臓病（CKD）シンポジウムの開催について

ＣＫＤに関する正しい知識等を国民に広く情報提供することを目指し、世界腎臓デー（３月第２木曜日）
に併せて関係学会等と連携し開催。

関係者の皆様のご協力をお願いし、今後のCKD対策の普及に努めていきたい。

＜本年度の開催＞ 平成２７年３月１２日（木） 東京国際フォーラム

普及啓
発

CKDの重要性・予防
法等を幅広く普及啓発

マスメディア、イン
ターネット、保健指導
の場などあらゆる機会
を活用

医療連携体制

かかりつけ医と専門医
療機関との連携促進

保健指導・栄養指導の
推進

地域における医療連携
システムの構築の推進

診療水準の向上

CKD診療ガイドライン
の作成、かかりつけ医へ
の普及

指導管理の技術の向上

糖尿病・循環器疾患等の
治療との連携

研究の推進

診療のエビデンス確
立と実践の研究

病態解明と治療法開
発に関する研究

人材育成

腎臓専門医の育成

専門医・かかりつけ
医の資質向上

専門的な保健指導を
行う保健師、看護師、
管理栄養士等の育成

腎疾患対策について
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か ら だ の 痛 み 相 談 ・ 支 援 事 業

からだの痛み相談センター
（NPO法人いたみ医学研究情報センター）

１．電話相談
●医師及び看護師による医療相談（医療機関の紹介や症状に対する相談等）
・平日９時～17時
・医師1名（週２日勤務、高度な内容の相談、看護師への助言、FAQの作成・確認）
・看護師２名で対応（痛み医療の経験を有する者）

３．医療従事者向けの研修
●研修の開催
・新しい知見を含めた慢性の痛みへの対応能力を向上させる目的で、医療従事者（医師、
看護師、薬剤師、理学療法士、臨床心理士）を対象とした研修会（愛知）を開催

・講師は研究メンバーから選出

２．痛み医療に関する知識の普及、啓発
●ホームページを用いた痛み医療に対する知識の普及、啓発
・ＦＡＱ等による質問事例の公開

●一般市民向け公開講座の開催
・年２回（東京、岡山）開催

からだの痛み相談センター
（NPO法人いたみ医学研究情報センター）

痛みセンター
各診療科、職種横断的な提携に基づいた
集学的（学際的）な診療体制の構築

・整形外科、リハビリ科
・ペインクリニック神経内科
・膠原病内科等
・脳神経外科
・心療内科、精神科

慢性の痛み対策研究事業
（病態解明・治療方法の開発等の研究）

「慢性の痛み診療の基盤となる情報の集約とより高度な診療の為の医療シ
ステム構築に関する研究」における分担研究者所属機関

・札幌医科大学 ・福島県立医科大学 ・東京慈恵会医科大学
・新潟大学 ・獨協医科大学 ・東京大学
・順天堂大学 ・日本大学 ・愛知医科大学
・滋賀医科大学 ・富山大学 ・大阪大学
・岡山大学 ・三重大学 ・高知大学
・九州大学 ・愛媛大学 ・山口大学

（現在計１８箇所）

患者さん

痛い

動けない

関節拘縮・廃用性萎縮

社会復帰 相談体制の充実

平成24年度より開始

・電話相談
・痛み医療に関する知識の普及、啓発
・医療従事者向けの研修

慢性の痛み対策事業について

平成23年度より開始
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全国健康関係主管課長会議

健康局

結核感染症課

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律
（平成２６年１１月２１日法律第１１５号）

概要

１．新たな感染症の二類感染症への追加
○ 政令により暫定的に二類感染症として扱われていた鳥インフルエンザ（Ｈ７Ｎ９）及び中東呼吸器症候群（ＭＥＲ

Ｓ）について、二類感染症に位置付ける。

２．感染症に関する情報の収集体制の強化
○ 知事（緊急時は厚労大臣）は、全ての感染症の患者等に対し検体の採取等に応じること、また、医療機関等に対し

保有する検体を提出すること等を要請できる旨の規定を整備。
※ 上記によっては対応できない場合、知事（緊急時は厚労大臣）は、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症及び新

感染症の患者等から検体の採取等の措置をとることができる旨の規定を整備。
※ 検体検査の質の向上を図るため、知事が入手した検体について、知事による検査の実施、検査基準の策定、厚労大臣から知事に対
する提出の要請を規定。

※ 一部の五類感染症について情報の収集体制を強化。（侵襲性髄膜炎菌感染症及び麻しんの届出方法の変更、季節性インフルエンザの
検体の指定提出機関制度を創設）

（＊）その他
・ 三種病原体等として管理規制（所持の届出等）が行われる結核菌の範囲を限定。

・ 保健所による結核患者に対する直接服薬確認指導について、医療機関等と連携して実施するための規定を整備。

鳥インフルエンザ（Ｈ７Ｎ９）について、政令での暫定的な指定感染症への指定を早期に法律で措置するとと
もに、デング熱など昨今の感染症の発生状況等を踏まえ、感染症に対応する体制を一層強化することが必要。

施行期日

背景

１．はＨ２７年１月２１日、２．は平成２８年４月１日、（その他の規定は平成２７年５月２１日等）
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感 染 症 類 型 感 染 症 の 疾 病 名 等

エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱一 類 感 染 症 【 法 】

急性灰白髄炎,ジフテリア ,結核,二 類 感 染 症 ,重 症 急 性 呼 吸 器 症 候 群 （ 病 原 体 が S A R S コ ロ ナ ウ イ ル ス で あ る も の に 限 る 。 ）【 法 】
中 東 呼 吸 器 症 候 群 （ 病 原 体 が Ｍ Ｅ Ｒ Ｓ コ ロ ナ ウ イ ル ス で あ る も の に 限 る 。 ） 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ （ 病 原 体 が イ ン フ ル エ,
ン ザ ウ イ ル ス Ａ 属 イ ン フ ル エ ン ザ Ａ ウ イ ル ス で あ っ て そ の 血 清 亜 型 が Ｈ ５ Ｎ １ 又 は H ７ N ９ で あ る も の に 限 る 。 以 下
「 特 定 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ 」 と い う 。 ）

腸管出血性大腸菌感染症,コレラ,細菌性赤痢,腸チフス,パラチフス三 類 感 染 症 【 法 】

Ｅ型肝炎,Ａ型肝炎,黄熱,Ｑ熱,狂犬病,炭疽,鳥インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除く。）,ボツリヌス症,四 類 感 染 症 【 法 】
マラリア,野兎病
ウエストナイル熱,エキノコックス症,オウム病,オムスク出血熱,回帰熱,キャサヌル森林病,コクシジオイデス症,【政 令 】

サル痘,重症熱性血小板減少症候群（病原体がフレボウイルス属ＳＦＴＳウイルスであるものに限る。）,腎症候性
出血熱,西部ウマ脳炎,ダニ媒介脳炎,チクングニア熱,つつが虫病,デング熱,東部ウマ脳炎,ニパウイルス感染症,日
本紅斑熱,日本脳炎,ハンタウイルス肺症候群,Ｂウイルス病,鼻疽,ブルセラ症,ベネズエラウマ脳炎,ヘンドラウイル
ス感染症,発しんチフス,ライム病,リッサウイルス感染症,リフトバレー熱,類鼻疽,レジオネラ症,レプトスピラ症,
ロッキー山紅斑熱

インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。）,ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及び五 類 感 染 症 【 法 】
Ａ型肝炎を除く。）,クリプトスポリジウム症,後天性免疫不全症候群,性器クラミジア感染症,梅毒,麻しん,メチシリ
ン耐性黄色ブドウ球菌感染症
アメーバ赤痢,ＲＳウイルス感染症,咽頭結膜熱,Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎,カルバペネム耐性腸内細菌科細菌【 省 令 】

感染症,感染性胃腸炎,急性出血性結膜炎,急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ
脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。）,クラミジア肺炎（オウム病を除く。）,クロ
イツフェルト・ヤコブ病,劇症型溶血性レンサ球菌感染症,細菌性髄膜炎,ジアルジア症,侵襲性インフルエンザ菌感
染症,侵襲性髄膜炎菌感染症,侵襲性肺炎球菌感染症,水痘,性器ヘルペスウイルス感染症,尖圭コンジローマ,先天性
風しん症候群,手足口病,伝染性紅斑,突発性発しん,播種性クリプトコックス症,破傷風,バンコマイシン耐性黄色ブ
ドウ球菌感染症,バンコマイシン耐性腸球菌感染症,百日咳,風しん,ペニシリン耐性肺炎球菌感染症,へルパンギー
ナ,マイコプラズマ肺炎,無菌性髄膜炎,薬剤耐性アシネトバクター感染症,薬剤耐性緑膿菌感染症,流行性角結膜炎,
流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）,淋菌感染症

（現在は該当なし） ※政令で指定。１年で失効するが、１回に限り延長可。指 定 感 染 症 【政 令 】

（現在は該当なし）新 感 染 症

新 型 イ ン フ ル 新 型 インフル エ ン ザ ,再 興 型 インフル エ ン ザ【 法 】
エ ン ザ 等
感 染 症

感染症法の対象となる感染症 2015年1月21日現在

注： 新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザ等である「新型インフルエンザ等感染症」については、上記全て
の措置を講じることができる。

感染症に対する主な措置等

措置内容

医師から保健所への届出 病原体を媒介するねず
み、昆虫等の駆除
汚染された場所の消毒

就業制限
健康診断受診の勧告・
実施

入院の勧告・措置

検疫法に基づく隔離等

感染症の発生の原因等の
調査

建物の立入制限・封鎖
交通の制限

一類感染症

エボラ出血熱、ペスト、
ラッサ熱 等

二類感染症

結核、ＳＡＲＳ、鳥ｲﾝﾌﾙ
ｴﾝｻﾞ(H5N1・H7N9) 等

三類感染症

コレラ、細菌性赤痢、腸
チフス 等

四類感染症

狂犬病、マラリア、デン
グ熱 等

五類感染症

インフルエンザ、性器ｸ
ﾗﾐｼﾞｱ感染症、梅毒 等
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医療関係者※ 都道府県等

感染症に関する情報の収集体制の強化

医療機関

患者の咽頭、
鼻粘膜、血液
等の検体を
採取
※病院、診療所、衛生検査所など

国

地方衛生研究所

＜検査＞

患者から採
取した検体

国立感染症研究所

＜検査＞ ＜詳細な検査＞

患者から

採取した検体や
病原体

患者から
採取した
検体

検体から分
離した病原
体

検体から分
離した病原
体

データベース

検
体
等
送
付

一
部
の
検
体
等
送
付

検査結果

検査結果

・円滑、迅速、正確に健康危機対応が可能
・国民への注意喚起・情報提供

情報分析

検体から分
離した病原
体

・検体の採取・提出要請
・検体の採取等の措置
・検査の実施（基準を設定）
・検査結果等の国への報告
・国の求めに応じ、国へ検体 の
提出

・都道府県等で実施された検査の情報
を収集・分析

・必要に応じ、都道府県等に検体の提出を求
め、検査を実施

・検体の採取・提出要請への協
力（全ての感染症）

・検体の採取等の措置（一類・二
類感染症、新型インフルエンザ
等感染症、新感染症）

・指定提出機関等からの検体提
出（一部の五類感染症）

国民

患
者
等

疫学調査の強化・充実

・一類、二類、新型インフルエンザ等感染症、新感染症などの発生の正確かつ確実な把握等
・流行している季節性インフルエンザの型や薬剤耐性インフルエンザウイルスの発生状況把握

改正法（感染症に関する情報の収集体制の強化）施行に向けた

タイムスケジュール（見込み）
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エボラ出血熱の患者数・死亡者数
エボラ出血熱の発生状況

（2月15日までの報告数（疑い例等含む）。
WHO報告（2月18日）。）

広範囲かつ深刻な伝播が
起きている国

患者数 死亡者数

ギニア 3,108 2,057

リベリア 9,007 3,900

シエラレオネ 11,103 3,408

初発例や限定的な感染が
確認されている国

患者数 死亡者数

マリ 8 6

ナイジェリア 20 8

セネガル 1 0

スペイン 1 0

アメリカ 4 1

イギリス 1 0

合計 23,253 9,380

ナイジェリア

リベリア

シエラレオネ

ギニア

セネガル

コンゴ民主共和国

※西アフリカの流行とは別のものである
（流行株が異なる）。

マリ

テキサス州

ニューヨーク州アメリカ合衆国

※10月17日にセネガル、10月19日にナイジェリア、12月2日にスペイン、
1月18日にマリが感染終息。

スペイン

イギリス

赤：感染まん延国
黄：輸入症例

/限定的感染国
青：感染終息国

※コンゴ民主共和国
11月21日にWHOが感染終息を宣言
患者数：66 死亡者数：49 

（WHO報告 （2014年11月19日））

西アフリカ３か国のエボラ出血熱患者の動向

ギニア リベリア シエラレオネ

出典：ＷＨＯホームページhttp://apps.who.int/ebola/（2015年2月19日アクセス）

ギニア リベリア シエラレオネ

これまでの患者数 3,108名 9,007名 11,103名

これまでの死亡者数 2,057名 3,900名 3,408名

直近３週間の新規発生患者数
（３週前－２週前－１週前）

156名
（39－65－52）

11名
（5－4－2）

230名
（80－76－74）

※ Patient database ：精査が終了したデータ。
Situation report  ：精査が終了していないデータ。今後の精査によって数値が変動する可能性がある。

※ ※ ※
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これまでにエボラ出血熱の感染が疑われた事例について

第一報
報告日

年齢 性別 国籍 住所地
/

滞在地

滞在国 報告の
経緯

検査
結果

備考

10/27
(H26)

40代 男性 - - 西アフリカ 羽田空港到着時に発熱
あり。

陰性 本人の希望により、こ
れ以上の情報は非公
開

11/7
(H26)

60代 男性 日本 東京都 リベリア 本人から検疫所に連絡。 陰性 近医を受診。近医は
扁桃腺炎と診断。

11/7
(H26)

20代 女性 ギニア - ギニア 関西国際空港到着時に
発熱あり。

陰性 マラリア陽性。

12/29
(H26)

30代 男性 日本 東京都 シエラレオネ 本人から保健所に連絡。 陰性 遺体袋との接触歴あ
り。急性副鼻腔炎と診
断。

1/18
(H27)

70代 女性 日本 東京都 シエラレオネ 本人から検疫所に連絡。 陰性 インフルエンザ陽性。

エボラ出血熱に対する国内体制

１ 地方自治体による対応強化
○ 各都道府県等における発生時の対応についてマニュアル・フローチャートを配付。
○ 患者移送及び検体搬送の実地訓練を平成26年中に実施するよう要請（ほぼ全ての自治

体で実施済）。

２ 医療機関による適切な対応
○ 専門的な医療機関を指定し、医療提供体制を整備。

・ 特定感染症指定医療機関（３機関）：８病床
・ 第一種感染症指定医療機関（４５機関）：８６病床
※ 特定と一種で２機関重複
※ 未設置の自治体（今年度末時点で７県）に対しては、早期の整備を要請中（一部の自治体においては、27年度中の整備に向けて調整中）

○ 診療の手引きを配付。全国で感染防御策等について研修会を実施。
○ 治療に当たる医師に対して助言を行うため、専門家による会議を設置。これまでに１回開

催。
○ 感染症指定医療機関に十分な診療体制が準備されていないことも想定に入れ、国立国

際医療研究センターに専門チームを設置。万一の場合、同センターから第一種指定医療機
関にチームを派遣。

３ 国民の協力
○ 感染経路（体液等への接触）を踏まえた冷静な対応を呼び掛け。
○ 流行国から帰国後１か月で発熱した場合、保健所に連絡し、指示に従うよう呼び掛け。一

般の医療機関の受診は避けてもらう。
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エボラ出血熱は西アフリカで現在もなお感染が拡大しており、スペインやアメリカではこの地域からの感染者が帰国し、そこか

らの二次感染も確認されるなど我が国にとっても国民の命と健康を守る観点から極めて重要な問題となっている。国内で発生し

た場合に備え、医療提供体制及び2次感染予防対策の強化が急務となっている。

第一種感染症指定医療機関等への個人防護具等整備 （２．３億円）
（感染症外来協力医療機関整備事業）
○対 象 ：第一種感染症医療機関及び保健所
○総事業費 ：4.6億円 （うち国費2.3億円）
○実施主体：都道府県、市町村のほか、医療機関（医療法7条）、診療所（医療法8条）
○補 助 率：1/2（国1/2、保健所設置自治体1/2）

２．内 容

エ ボ ラ 出 血 熱 対 策 の 強 化

１．背 景

第一種感染症指定医療機関の施設整備 （２．５億円）
（保健衛生施設整備費）
○対 象 ：未設置の宮城県、秋田県、石川県、香川県、愛媛県、宮崎県、

鹿児島県など
○総事業費 4.9億円（うち国費2.45億円）
○実施主体：都道府県
○補 助 率：1/2 （国1/2、県1/2）

平成26年度補正予算：4.8億円

◎国内における医療提供体制及び2次感染予防対策の強化

病 院 名 病床数 所在地

成田赤十字病院 ２床 千葉県

独立行政法人国立国際医療研究センター病院 ４床 東京都

りんくう総合医療センター ２床 大阪府

病 院 名 病床数 所在地

市立札幌病院 ２床 北海道

盛岡市立病院 ２床 岩手県

山形県立中央病院 ２床 山形県

公立大学法人福島県立医科大学附属病院 ２床 福島県

ＪＡとりで総合医療センター ２床 茨城県

自治医科大学附属病院 １床 栃木県

群馬大学医学部附属病院 ２床 群馬県

埼玉医科大学病院 ２床 埼玉県

成田赤十字病院 １床 千葉県

都立墨東病院 ２床 東京都

都立駒込病院 ２床 東京都

公益財団法人東京都保健医療公社荏原病院 ２床 東京都

横浜市立市民病院 ２床 神奈川県

新潟市民病院 ２床 新潟県

富山県立中央病院 ２床 富山県

福井県立病院 ２床 福井県

山梨県立中央病院 ２床 山梨県

長野県立須坂病院 ２床 長野県

岐阜赤十字病院 ２床 岐阜県

静岡市立静岡病院 ２床 静岡県

名古屋第二赤十字病院 ２床 愛知県

伊勢赤十字病院 ２床 三重県

大津市民病院 ２床 滋賀県

病 院 名 病床数 所在地

京都府立医科大学附属病院 ２床 京都府

市立堺病院 １床 大阪府

大阪市立総合医療センター １床 大阪府

りんくう総合医療センター ２床 大阪府

神戸市立医療センター中央市民病院 ２床 兵庫県

兵庫県立加古川医療センター ２床 兵庫県

奈良県立医科大学附属病院 ２床 奈良県

日本赤十字社 和歌山医療センター ２床 和歌山県

鳥取県立厚生病院 ２床 鳥取県

松江赤十字病院 ２床 島根県

岡山大学病院 ２床 岡山県

国立大学法人広島大学病院 ２床 広島県

山口県立総合医療センター ２床 山口県

徳島大学病院 ２床 徳島県

高知医療センター ２床 高知県
独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター ２床 福岡県

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 ２床 佐賀県

長崎大学病院 ２床 長崎県

熊本市立熊本市民病院 ２床 熊本県

大分県立病院 ２床 大分県
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター ２床 沖縄県

琉球大学医学部付属病院 ２床 沖縄県

○ 特定感染症指定医療機関 ： ３医療機関（８床）

○ 第一種感染症指定医療機関 ： ４５医療機関（８６床）

感染症指定医療機関の指定状況（平成２６年１１月１０日現在）
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国立国際医療研究センターでの研修会の開催

一類感染症等予防・診断・治療研修事業

エボラ出血熱をはじめとする一類感染症が海外から我が国に持ち込まれた場合、「感染症の予防及び感染症の患者に対す
る医療に関する法律（以下「感染症法」という。）」第１９条、第３８条第２項に基づき、第一種感染症指定医療機関が中心となっ
て対応することとなっている。しかし、我が国においては、昭和６２年の疑似ラッサ熱を最後に一類感染症の発生報告はなく、
国内における一類感染症の臨床経験者は皆無の状況にある。

本研修は、国内に存在しない一類感染症等に対する医療研修を海外で行い、国内の感染症医療体制を充実させることを目
的としている。

○特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関に常勤する医師
○将来、第一種感染症指定医療機関の指定に具体的な計画を有する医療機関に常勤する医師

【３１都道府県】

北海道、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石
川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、広島
県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、沖縄県

これまで参加した都道府県（平成13年度以降）

対象

目的
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蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針（案）の概要

国、都道府県等：平常時及び国内感染症例発生時の手引き（国）及び対応マニュアル
（都道府県等）の整備。

都道府県等：大規模公園など注意を要する地点における継続的な蚊の密度調査、幼虫蚊
の発生源対策、成虫蚊の駆除、長時間滞在する者への注意喚起等の実施。

国：診断検査法の整備、海外における蚊媒介感染症の発生動向の把握。
国、都道府県等：患者検体の確保、病原体の遺伝子情報の解析等。

都道府県等：積極的疫学調査の実施、推定感染地の特定、市町村への蚊の駆除の指示等。
市町村：都道府県の指示の下、推定感染地の蚊の駆除等の実施。

国：診療の手引きの提供、医療関係者間の相談・協力体制の構築。
国、都道府県等：医療関係者への情報提供及び普及啓発。

第３ 国内感染のまん延防止対策

第４ 医療の提供

第１ 平常時の予防対策

第２ 発生動向の調査の強化

国：

蚊媒介感染症の病態解明、ワクチンや迅速診断法の開発、効果的な蚊の駆除方法の検討、媒介
蚊の分布調査など、蚊媒介感染症対策に資する研究の推進。
研究機関間の連携体制の整備。

国：
ＷＨＯなどの国際機関や諸外国の政府機関との連携の強化及び情報交換の推進。
海外流行国における対策への協力。

都道府県等：蚊媒介感染症対策会議の設置、同会議における定期的な対策の検討・見直し及び訓練の
実施。

国、都道府県等、市町村：住民への蚊媒介感染症に関する知識の普及。

第７ 国際的な連携

第８ 対策の推進体制の充実

都道府県等、市町村：蚊媒介感染症や媒介蚊に関する知識・技術を有する職員の養成。
国：都道府県等及び市町村における研修の中核を担う人材の養成。

第５ 研究開発の推進

第６ 人材の養成
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蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針（案）の
策定スケジュール

日程 予定

平成２６年１２月１７日 第１回蚊媒介性感染症に関する小委員会

平成２７年１月１４日 第２回蚊媒介性感染症に関する小委員会

平成２７年２月１８日 第３回蚊媒介性感染症に関する小委員会

平成２７年２月２０日 第８回感染症部会に報告

平成２７年２月２０日～
平成２７年３月２１日

パブリックコメントの実施

４月中 指針の告示／適用

鳥インフルエンザA(H7N9)のヒトへの感染の対応について

経緯： 平成25年3月以降、新たな鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルスのヒト感染患者571名の報告がある※ （図1）。 感染患者
のうち死亡者数は少なくとも208名が報告されている※ ※ 。発生地域は中国（2市12省2自治区）、香港特別区・台湾・マレーシ
ア・カナダ（輸入症例）。平成26年6月以降、発生は散発的だが、継続して状況を注視する。 ※WHOの平成27年2月8日発表に基づく。※※
死亡者数は中国国家衛生計画生育委員会平成27年2月11日発表に基づく。

厚生労働省の主な対応
法的整備： 感染症法に基づく二類感染症に指定

検疫法に基づく検疫感染症に指定
（H5N1と同レベルの対応が可能）

検疫： 検疫所の検査体制の整備、検疫所での注意喚
起（ポスターや健康カード等）

国内監視体制： 自治体（地方衛生研究所）の検査体
制の整備

情報収集・発信： WHOや専門家ネットワーク等を
活用した情報収集・分析、国立感染
症研究所リスクアセスメントの発信

ワクチン： 臨床試験を実施中

主な特徴
感染源は未確定だが、生きた家きん等との接触による可
能性が最も高い。
持続的なヒトーヒト感染は認められていない。

発症月別、感染者の数 （平成25年12月以降） 図2

図1

H27.2.12作成
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○ 平成24年9月以来、アラビア半島諸国を中心に発生が報告されている重症呼吸器感染

症

○ 報告された診断確定患者数983名（うち、少なくとも360名死亡） 【2月16日時点】

○ 患者が報告されている主な国：サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタールなど （ほ

か、英国、オランダ、ドイツ、フランス、チュニジア、マレーシア等で輸入症例等が報告され

ている）

○ 基礎疾患のある人や高齢者で重症化しやすい

○ 接触者間での限定的なヒト－ヒト感染あり

○ ウイルスの保有宿主（感染源動物）としてヒトコブラクダが有力視されている

（１） 経緯

○ アラビア半島とその周辺諸国からの帰国者で、MERSの症状を示す患者についての情報提供を、地方自治体を通じて医療機

関に依頼（平成24年9月・11月及び平成26年5月16日）

○ 地方衛生研究所等に検査試薬を配布し、検査体制を整備 （平成25年1月末）

○ 検疫所のＨＰやポスター掲示を通じて、アラビア半島諸国への渡航者や帰国者に対する注意喚起

○ ＷＨＯ等を通じた情報収集、一般国民への情報提供

○ 平成27年1月21日付で、二類感染症に指定。

（２） 厚生労働省の対策

サウジ
アラビア

アラブ
首長国連邦

カタール

ヨルダン

オマーン
イエメン

発生が報告されている中東諸国

クウェート

中東呼吸器症候群（MERS）の対応について

H27.2.18作成

狂犬病予防対策について

１ 現状
＊長い潜伏期の後に発症するとほぼ１００％死亡
＊世界では年間約60,000人が狂犬病で死亡
＊日本でも1970年と2006年に輸入感染症例が計３例

２ 対策
犬の登録・予防注射の徹底のための普及啓発
平成26年に発出した通知※に基づく国内動物の狂犬病検査の実施
万がーの発生に備えた危機管理体制の確立

が必要

狂犬病予防法に基づく犬の予防注射率

（出典）衛生行政報告例

年 登録頭数 予防注射頭数 注射率（％）
23 6,852,235 4,985,930 72.8
24 6,785,959 4,914,347 72.4
25 6,747,201 4,899,484 72.6

※ 国内動物を対象とした狂犬病検査の実施について（平成26年８月４日 健感発0804第１号）
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重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の対応について

○ 平成25年1月、新しい感染症「重症熱性血小板減少症候群 （ＳＦＴＳ）」の症例を国内で初めて確認。
○ 野外に生息するマダニに吸血された際、マダニが保有していたＳＦＴＳウイルスが体内に入り感染する。 有効

な抗ウイルス薬やワクチンは今のところ確認されていない。
○ 西日本（15県）で、114名の患者（うち36名死亡）が確認されている。【平成17年～27年2月8日時点】

○ マダニの活動が活発な春から秋にかけて患者が多く発生している。

厚生労働省の主な対応
法的整備：ＳＦＴＳを感染症法に基づく四類感染症に指定
（医師による届出の義務化など）

国内監視体制：地方衛生研究所に検査用資材を配布し、診
断検査体制を全国的に整備
情報提供： 「ＳＦＴＳに関するＱ＆Ａ」をＨＰに公表するなど、
疾患の特徴や予防方法等を広く国民に周知
研究の推進：ＳＦＴＳの実態解明と今後の対策に関する総合
的な研究班（H25～27年度）をスタート

最近の動き
研究班の調査結果により、ＳＦＴＳウイルスが全国的に分
布することが明らかに。
マダニの活動が活発化し始める春に向けて、長袖・長ズボ
ンを着用するなどして、 野外でマダニに咬まれないよう、
国民への注意を呼びかけている。0
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動物由来感染症対策について

●獣医師の届出対象感染症について

サル ： エボラ出血熱 、マールブルグ病、結核、細菌性赤痢
プレーリードッグ ： ペスト
イタチアナグマ、タヌキ、ハクビシン ： 重症急性呼吸器症候群

（SARS）
鳥類 ： インフルエンザ（H5N1,H7N9）、ウエストナイル熱、
犬 ： エキノコックス症
ヒトコブラクダ：中東呼吸器症候群（MERS）

獣医師より届出を受けた都道府県においては、感染症法に基づき、
＊積極的疫学調査の実施
＊ねずみ族・昆虫等の駆除等のまん延防止措置
＊その他人ヘの感染防止のための所要の措置
が必要
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○ インフルエンザの流行入り：平成26年11月24日の週（第48週）
○ ウイルスの検出報告状況：H3N2が大半を占める（平成27年2月時点）

○ 季節性インフルエンザには、A/H1N1亜型（平成21年に流行した新型インフルエンザと同じもの）、A/H3N2亜
型（いわゆる香港型）、B型の3つの型があり、いずれも流行の可能性があります。流行しやすい年齢層は亜型に
よって多少異なりますが、今年も、全ての年齢の方がインフルエンザに注意する必要があります。

現状

▼インフルエンザ予防啓発ポスター

今後の対応

（定
点
あ
た
り
報
告
数
）

インフルエンザ定点あたり報告数推移グラフ（過去10年）

（参考）平成２６年度今冬のインフルエンザ総合対策について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/influenza/index.html

結核対策の推進について

○ 官民一体となった取組により、年間の結核患者発生数等は大幅に減少している。

○ しかし、結核は依然として我が国の主要な感染症である。

○ 患者数が減少する一方で、様々な課題があり、引き続き、予断を許さない状況。

○

現状と課題

○ 感染症法等に基づく健康診断、予防接種、公費負担医療等の総合的な結核対策について、他の感染症と同様
に人権に配慮しつつ、適正な運用を図る。

○ 特に、今般の感染症法改正により、保健所と医療機関・薬局等との連携強化を法律に位置づけ、結核
の患者に対する服薬確認等の患者支援の強化を図る。

○ 結核に関する特定感染症予防指針の改正について、結核の現状及び感染症法改正を踏まえ、来年度に見直し
の検討を行い、必要に応じて改正を行う。各都道府県においては、改正内容を踏まえ、予防計画に反映させ
る。

具体的な対策

【近年の課題】

・ 結核の患者の高齢化の進展 ・結核病床や結核を診療できる医師の減少
・ 結核に対する認識の低下等による受診の遅れや診断の遅れ ・若年層の新規登録者に占める外国人の割合の増加
・ 複数の抗結核薬に耐性を有する多剤耐性結核の発生 ・ 糖尿病を合併している新規登録患者の割合の増加

等

【年間の結核患者発生数】 【結核の死因順位】
昭和26年：約60万人 → 平成２５年：約2万人 昭和2５年：1位 → 平成2５年：2６位

【罹患率（人口１０万対）】 平成25年：日本1６.1（米国3.1、英国12.0、フランス4.1、カナダ4.7、スウェーデン5.9）
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HTLV-1総合対策の実施状況

国、地方公共団体、医療機関、患者団体等の密接な連携を図り、HTLV-1対策を強力に推進
●厚生労働省：

・HTLV-1対策推進協議会の設置
患者、専門家等が参画し、協議会での議論を踏まえて、総合対策を推進

・省内連携体制の確立と、窓口担当者の明確化

●都道府県： HTLV-1母子感染対策協議会

●研究班： HTLV-1・ATL・HAMに関連する研究班の総括的な班会議 研究班の連携強化、研究の戦略的推進

推進体制

１ 感染予防対策
○全国的な妊婦のHTLV-1抗体検査と、保健指導の実施体制の整備
○保健所におけるHTLV-1抗体検査と、相談指導の実施体制の整備

２ 相談支援（カウンセリング）
○HTLV-1キャリアやATL・HAM患者に対する相談体制の整備

・相談従事者への研修の実施やマニュアル等の配布
※相談体制の構築や手引きの作成等において、患者団体等の協力も得ながら実施

３ 医療体制の整備
○検査精度の向上や発症リスクの解明に向け、標準的なHTLV-1ウイルスのPCR検査方法等の研究の推進
○ATL治療に係る医療連携体制等の整備、地域の中核的医療機関を中心としたHAMの診療体制に関する情報提供
○ATL及びHAMの治療法の開発・研究の推進、診療ガイドラインの策定・普及

４ 普及啓発・情報提供
○厚労省のホームページの充実等、国民への正しい知識の普及
○母子感染予防のため、ポスター、母子健康手帳に挟むリーフレット等を配布
○医療従事者や相談担当者に対して、研修等を通じて正しい知識を普及

５ 研究開発の推進
○実態把握、病態解明、診断・治療等の研究を総合的・戦略的に推進
○HTLV-1関連疾患研究領域を設け、研究費を大幅に拡充

重点施策

性 感 染 症 対 策 に つ い て

１．性感染症の予防を支援する環境づくりの推進

○感染症対策特別促進事業（感染症予防体制整備事業）
都道府県等において実施される性感染症に関する講習会や正しい知識を普及させるための

ポスター・リーフレットの作成経費についての補助を行っている。
（補助先）都道府県、政令市、特別区 （補助率）１／２

○電話相談事業
感染症に関する総合的な相談や国民への

適切な情報提供を行うため、新型インフルエ
ンザ、季節性インフルエンザ、性感染症及び
その他の感染症全般に関する電話相談窓口
を設置し、相談・問い合わせに対応している。

○特定感染症予防等啓発普及事業
性感染症の予防及びまん延を図るため、

都道府県等関係機関等への普及啓発を
行っている。

２．検査の奨励と検査機会の提供

○特定感染症検査等事業
性感染症に関する特定感染症予防指針に基づき、保健所において、性感染症検査（性器クラミ

ジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症、梅毒の５疾患）を実
施し、性感染症検査前・後に相談指導をするための補助を行っている。

（補助先）都道府県、政令市、特別区 （補助率）１／２

性感染症に関する専用ページ
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○目標

早期に 先天性風しん症候群の発生をなくすとともに、平成32年度 までに風しんの排除を達成すること
を目標とする 。

○ 定期予防接種の接種率目標(95％以上)の達成・維持

風しんの定期接種（１歳児、小学校入学１年前の２回）の接種率をそれぞれ95％以上とする。

○ 成人に対する抗体検査・予防接種の推奨

企業等と連携し、雇用時等の様々な機会を利用して、従業員等が罹患歴又は接種歴を確認できるよう

にするとともに、いずれも確認できないものに対して、抗体検査や予防接種を推奨する。

（注）平成２６年度については、検査費用の助成を実施（平成25年度補正予算 約１２億円）

○ 先天性風しん症候群の児への医療等の提供

日本医師会や関係学会等と連携し、先天性風しん症候群と診断された児が症状に応じ適切な医療や

支援制度を受けられるよう、情報提供及び制度のより適切な運用等を行う。

風しんに関する特定感染症予防指針（概要）

第６ 予防接種の有効性及び安全性の向上に関する
施策を推進するための基本的事項

○「予防接種・ワクチンで防げる疾病は予防すること」を基本的な
理念とすること。
○予防接種の効果及びリスクについて、科学的根拠を基に比較衡量
する。

国：定期接種の対象疾病等の決定及び普及啓発等。
都道府県：関係機関等との連携及び保健所等の機能強化等。
市町村：適正かつ効率的な予防接種の実施、健康被害の救済等。
医療関係者：予防接種の実施、医学的管理等。
製造販売業者：安全かつ有効なワクチンの研究開発、安定的な供給
等。
被接種者及び保護者：正しい知識を持ち、自らの意思で接種するこ
とについて十分認識・理解。
その他（報道機関、教育関係者、各関係学会等）：予防接種の効果
及びリスクに関する普及啓発等。

○当面の目標を「ワクチン・ギャップ」の解消、接種率の向上、新
たなワクチン開発、普及啓発等とする。
○おたふくかぜ、Ｂ型肝炎及びロタウイルス感染症について、検討
した上で必要な措置を講じる。
○予防接種基本計画は少なくとも５年毎に再検討。必要があるとき
は、変更。

○ワクチンの価格に関する情報の提供。
○健康被害救済制度については、客観的かつ中立的な審査を実施。
制度の周知等を実施。
○接種記録については、母子健康手帳の活用を図る。国は、予防接
種台帳のデータ管理の普及及び活用について検討。

○６つのワクチン（ＭＲワクチンを含む混合ワクチン、ＤＰＴ－Ｉ
ＰＶを含む混合ワクチン、改良されたインフルエンザワクチン、ノ
ロウイルスワクチン、ＲＳウイルスワクチン及び帯状疱疹ワクチ
ン）を開発優先度の高いワクチンとする。
○危機管理の観点から、ワクチンを国内で製造できる体制を整備す
る必要。

○科学的根拠に基づくデータを収集。有効性及び安全性を向上。
○定期接種の副反応報告については、審議会において定期的に評
価、検討及び公表する仕組みを充実。

○ＷＨＯ等との連携を強化。
○諸外国の予防接種制度の動向等の把握に努める。

○同時接種、接種間隔等について、分科会等で検討。
○衛生部局以外の部局との連携を強化。

第２ 国、地方公共団体その他関係者の予防接種
に関する役割分担に関する事項

第１ 予防接種に関する施策の総合的かつ計画的
な推進に関する基本的な方向

第３ 予防接種に関する施策の総合的かつ計画的
な推進に係る目標に関する事項

第４ 予防接種の適正な実施に関する施策を推進
するための基本的事項

第５ 予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の
確保に関する施策を推進するための基本的事項

第７ 予防接種に関する国際的な連携に関する事項

第８ その他予防接種に関する施策の総合的かつ
計画的な推進に関する重要事項

予防接種基本計画（平成26年３月厚生労働省告示第121号）の概要
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これまでの技術的な検討結果を踏まえ、仮に国民に対して広く
接種機会を提供する場合、下記の対応とする。

予防接種対象年齢は出生後から生後12月までとする。• 予防接種対象年齢は出生後から生後12月までとする。
• 標準的には、生後2ヶ月からのB型肝炎ワクチン接種を

実施する（生後2ヶ月、3ヶ月、7-8ヶ月での接種。感
染のリスクが高い場合には出生直後の予防も考慮す
る。）。

• 使用するワクチン製剤は遺伝子型A型、C型どちらのウ
イルス由来の製剤も選択可能とする。

ただし、本提案は技術的検討結果であり、国民に対して広く接種機会を提供す
る仕組みとして実施するためには、前提として、ワクチンの供給・実施体制の確
保、必要となる財源の捻出方法等の検討を行った上で、関係者の理解を得るとと
もに、副反応も含めた予防接種施策に対する国民の理解等が必要。

B型肝炎ワクチンに関する技術的検討結果

※第６回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会審議結果

【引き続き検討となったワクチン】

29

厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会での審議内容

ワクチン名 委員からの主な意見・審議内容等

おたふくかぜ

○ 仮に広く接種をするに当たっては、より高い安全性が期待出来るワクチ
ンの承認が前提であり、新たなＭＭＲワクチンの開発が望まれる。

○ 仮にそのようなワクチンが開発・承認された場合には、生後12月から生
後24月に至るまでの間にある者を対象に１回接種し、小学校就学の始期に
達する日の１年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者を
対象に２回目の接種をすることが望ましい。

ロタ
○ ロタウイルス感染症発症者数（入院者数）や腸重積症のベースライン

データ、ワクチン導入後の腸重積症患者数など追加データを収集し、有効
性・安全性の評価や医療経済学的な評価等が引き続き必要。

ワクチン名 委員からの主な意見・審議内容等

Ｂ型肝炎

○ 予防接種対象年齢は出生後から生後12月までとする。標準的には、生後
2ヶ月からのB型肝炎ワクチン接種を実施する（生後2ヶ月、3ヶ月、7-8ヶ
月での接種。感染のリスクが高い場合には出生直後の予防も考慮する。）。

○ 使用するワクチン製剤は遺伝子型A型、C型どちらのウイルス由来の製剤
も選択可能とする。

○ ワクチンの供給・実施体制の確保、必要となる財源の捻出方法等の検討
を行った上で、関係者の理解を得る。

【技術的検討を終了したワクチン】
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WHOが推奨する予防接種と世界の公的予防接種の実施状況
WHO推奨予防接種 日本における公的予防接種 英国 米国 ドイツ フランス イタリア カナダ

全ての地域に向けて推奨

ＢＣＧ（結核）※１ ○ △ △ △ △ △ △

ポリオ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ＤＴＰ
（Ｄ：ジフテリア・Ｔ：破傷風・Ｐ：百日せき）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

麻しん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

風しん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

B型肝炎 △※３ △ ○ ○ ○ ○ ○

Ｈｉｂ（インフルエンザ菌b型） ○（25年度から定期接種化） ○ ○ ○ ○ ○ ○

肺炎球菌（小児） ○（25年度から定期接種化） ○ ○ ○ ○ ○ ○

ＨPV（子宮頸がん予防） ○（25年度から定期接種化） ○ ○ ○ ○ ○ ○

ロタ × ○ ○ ○ × × □（13州・準州の
うち6州・準州）

限定された地域に向けて推奨

日本脳炎 ○ × × × × × ×

国ごとの予防接種計画に基づいて実施するよう推奨

ムンプス（おたふくかぜ） × ○ ○ ○ ○ ○ ○

インフルエンザ※２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他（WHOの推奨なし）

肺炎球菌（高齢者） ○（26年10月から定期接種化）※4 △ ○ ○ △ ○ ○

水痘 ○（26年10月から定期接種化） ○ ○ ○ △ △ ○

※ いわゆる「ワクチンギャップ」は、平成25年4月から定期接種化した３ワクチンのほか、４ワクチン（水痘、おたふく、肺炎
球菌（高齢者）、Ｂ型肝炎）を指すのが一般的。

４ワクチンのうち、２ワクチン（水痘、肺炎球菌（高齢者））は26年10月から定期接種として実施。残り２ワクチンについて
は今後、ワクチンの供給・実施体制の確保、必要となる財源の捻出方法等について、関係者と協議しながら検討。

○：公的予防接種として実施 (日本においては定期接種) ×：未実施 △：ハイリスク者のみ □: 一部の州･準州のみ

*1：日本以外はハイリスク者のみが対象。
*2：米国は全年齢が対象。他国は高齢者のみが対象。
*3：B型肝炎ウイルスの母子感染を予防する場合に保険適用あり。
*4：2歳以上の脾臓摘出患者の発症を予防する場合に保険適用あり

＜厚生労働省健康局結核感染症課調べ 平成27年1月末時点＞

○4種混合ワクチンの供給量が確保されていることから、平成26年12月に販売会

社における通常市場での３種混合ワクチンの販売が終了

○今後、3種混合ワクチン及び不活化ポリオワクチンの接種を始める場合は、原則

として４種混合ワクチンを使用

＜留意点＞

・ 既に３種混合ワクチン及び単独の不活化ポリオワクチンで接種を始めてい

る場合、３種混合ワクチンと単独の不活化ポリオワクチンを同じ回数ずつ接

種しているならば、残りの接種は四種混合ワクチンを使用

・３種混合ワクチン及び単独の不活化ポリオワクチンを別々に接種している場

合であって、不活化ポリオワクチンの接種回数が３種混合ワクチンの接種

回数より多いときは、追加で３種混合ワクチンの接種が必要

○医療機関から３種混合ワクチンが必要な旨の相談があった場合は、ワクチンの

在庫を有する製造販売業者に個別販売の依頼を行うので、市区町村から厚生労

働省健康局結核感染症課予防接種室に連絡

３種混合ワクチン（ＤＰＴ）の販売中止について【概要】
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H12

15
H13

14
H14

13

H15

12
H16

11
H19

8
H20

7
H21

6
H22

5
H23

4

※生まれた年度／平成27年度に迎える年齢（歳）

平成17～21年度に９歳。
２期の積極的勧奨を中止

平成17～21年度に３歳。
１期・１期追加の積極的勧奨を中止

●積極的勧奨を実施する期間（標準的な接種年齢）
１期（２回接種）・・・３歳 １期追加（１回接種）・・・４歳
２期（１回接種）・・・９歳

・マウス脳由来ワクチン接種後の重症のＡＤＥＭ（急性散在性脳脊髄炎）の発生を踏まえ、平成17年５月30日から、積極的勧奨を差し控
え、特に希望する者のみに接種することとした。

・平成21年２月に「乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン」が薬事承認されたことから、積極的勧奨の差し控えは平成22年３月31日に終了し、
ワクチンの供給状況を踏まえつつ、順次、積極的勧奨を再開している。

平成22年度～：３歳児の積極的勧奨を再開
（通常の接種スケジュールで実施）
平成28年度～：９歳児の積極的勧奨を実施予定

Ａ Ｂ

生年度

年齢

●定期接種の対象年齢
１期・・・生後６か月以上７歳６か月未満
２期・・・９歳以上13歳未満

政令上の接種対象年齢

標準的な接種年齢

H24

3

23・
1期追加

24・1期

【積極的勧奨の実施】

平成24年度：８歳、９歳（1期）、10歳（1期追加）接種の積極的勧奨

通常のスケジュールで実施

Ｃ

H25

2

25・1期

25・1期追加24・24・
1期追加

23・1期

平成25年度
【政令改正】

・ 20歳まで接種可能とする者に、平成7年4月2日～5月31日生まれの者を追加(25年度)
【積極的勧奨の実施】

・1期接種の積極的勧奨 → Ｂの25年度時に7歳（H18年度生） 、8歳（Ｈ17年度生）の者
・1期追加接種の積極的勧奨 → Ｂの25年度時に9歳（H15年度生）、10歳（H16年度生）の者
・2期接種の積極的勧奨 → Ａの当時18歳（H７年度生）の者

→ Ｂのうち積極的勧奨の差し控え期間中に１期・1期追加の接種を完了
した者（ただし市町村が実施可能な範囲で実施）

26・1期追加

26・26・
2期

H26

1

平成26年度
・1期追加の積極的勧奨 → Ｂの8歳（H18年度生）、

9歳（H17年度生）
・2期接種の積極的勧奨 → Ａの18歳（H8年度生）

→ Ｂのうち積極的勧奨の差し控え期間中に
１期・1期追加の接種を完了した者
（ただし市町村が実施可能な範囲で実施）

平成23年度：９歳（1期）、10歳（1期追加）接種の積極的勧奨

H11

16
H10

17
H９

18
H８

19

平成17年度に４歳。
１期追加の積極的勧
奨を中止

日本脳炎の定期の予防接種について【平成27年度 特例対象者対応案】

27・27・
2期

平成27年度の対応（予定）
・2期接種の積極的勧奨 → Ａの18歳（H9年度生）

→ Ｂのうち積極的勧奨の差し控え期間中に１期・1期追加の接
種を完了した者（ただし市町村が実施可能な範囲で実施）

H18

9
H17

10

ＨＰＶワクチンの接種後の症状に関する新たな医療体制の整備と調査について
（平成26年８月29日大臣会見を受けて）

○ ＨＰＶワクチンについては、広範な慢性の疼痛又は運動障害を中心とする多様な
症状が接種後に特異的に見られたことから、昨年６月以来、この症状の発生頻度等
がより明らかになり、国民に適切に情報提供できるまでの間、定期接種の積極的な
勧奨を差し控え、検討を進めているところ。

○ 症状を呈している方へのよりよい医療の提供及び検討のための情報の充実のため、
以下のとおり新たに３つの対策を講じる。

１．医療体制
身近な医療機関で適切な治療を受けられるよう、協力医療機関を各県に少なく
とも１つ整備。 平成26年9月29日都道府県に対し通知発出し、施設選定依頼

２．副反応報告の強化
医療機関を受診される場合、過去分を含めて副反応報告が確実に行われるよう
要請。 平成26年9月26日通知発出（平成26年10月1日施行）

３．追跡調査の充実
副反応報告がなされた場合、これまでに報告された患者も含めて、症状のその後の
状況等の追跡調査を充実。 平成26年10月31日通知発出し情報収集開始
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研修

支援

●地域の中核医療機関として、接種・診療体制を整備。
●地域医療機関から紹介された被接種者の診療。
●必要に応じて専門医療機関を紹介。

いたみ医学研究情報センター

地域医療機関

被接種者

受診

紹介

協
力
・
支
援

支援

総合
相談窓口

市区町村

相
談

助
言

研修

支援

支援

相談

都道府県

厚生労働省

相
談

助
言

医師会

紹介
専門医療機関

協力医療機関

●地域における診療体制の整備。
●協力医療機関に対する研修に協力。

地域で支える診療体制の構築

研修

支援

研修・支援

学会・医会

支援

ＨＰＶワクチン接種にかかる診療･相談体制

○ 平成26年9月29日、都道府県に対し、
協力医療機関を各区域内に1カ所以上選定するよう依頼。

○ 平成27年3月２日現在、
選定報告のあった都道府県は47都道府県（70医療機関）

○ 協力医療機関の名称、窓口となる診療科等の情報について
は厚生労働省ホームページに掲載中。

○ 協力医療機関で診療に従事する医師等に対しては、
都道府県医師会が中心となり、専門の医師等による研修を
実施予定。

協力医療機関の選定状況 H27.3.11現在
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１ 対象症状
○ ＨＰＶワクチンの接種後に広範な慢性の疼痛又は運動障害を中心とする多様な症状（記憶
障害などを含む。）が対象。

２ 対象者
○ ＨＰＶワクチンの接種を受けた者であって、対象症状により医療機関を受診する者。
○ 過去に生じた対象症状のために、医療機関を受診していた者。（既に副反応報告が出されている
ものは除く。）

３ 強化方法
○ 接種に当たって、接種医は、被接種者に対して、接種後に対象症状が発生した場合、速やかに
接種医療機関に相談するよう依頼。接種医療機関以外の医師の治療を受ける場合にあっては、
ＨＰＶワクチンに接種を受けた旨医師に伝えるよう依頼。

○ 接種医等は、対象症状を呈する症例について、接種との関連性が高いと認められる場合、厚生
労働大臣に報告すべき旨を注意喚起。

※ ＨＰＶワクチン接種後の慢性の疼痛又は運動障害を中心とする多様な症状については、これまで、報告すべき
症状として明記されていなかったところ。

４ スケジュール及び結果の活用
○ 平成26年10月１日から既に実施。
○ 得られた情報については、随時、副反応検討部会に報告。専門家により検討。
○ 対象症状の発生頻度等について、国民に情報提供。

ＨＰＶワクチンの接種後の症状の副反応報告の強化

医師等は、症状ごとに、右欄に掲げる期間内に確認された症例を厚生労働大臣に報告

症状 期間
アナフィラキシー ４時間
急性散在性脳脊髄炎 ２８日
ギラン・バレ症候群 ２８日
血管迷走神経反射（失神を伴うものに限る。） ３０分
血小板減少性紫斑病 ２８日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院
治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡
若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの

予防接種との関連
性が高いと医師が認

める期間

ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種にあっては、接種後に広範な疼痛又は運動障害を中心とする多
様な症状が発生する場合も報告対象に含む旨、通知に明記したところ。

（改正後）

（改正前）

ＨＰＶワクチンについて報告すべき副反応
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ＨＰＶワクチン接種後に生じる症状の内容、程度、治療等について情報を充実させるため下記のとおりの調査を行う。
１．調査対象
原則として全ての副反応報告が対象。ただしすでにワクチンとの因果関係の結論が出ている死亡症例及び
発症後7日以内に回復したと報告されている症例は除く。
※ 今後新たに副反応報告が提出されれば、追跡対象に加える。
※ 回復した後に再度症状が出現した患者については、再度医療機関から副反応報告を提出していただく。

２．調査方法
医師に調査票を記入していただく。（調査票については参考資料を参照）
※ 医師への依頼は製造販売企業を通じて行う。

３．転院等により追跡ができなくなった場合の対応
市町村を通じた個人への調査等により追跡を行う。

４．今後の予定
平成27年２月末日までに情報の提出を求めており、整理した上で専門家に検討していただくこととしている。

現状及び課題
• ＨＰＶワクチン接種後の副反応報告は、医薬品・医療機器等法（旧薬事法）及び予防接種法に基づき企業
及び医療機関から報告されている。平成26年3月31日時点で合計2,475例。

• 重篤な報告については企業による追跡調査を行っているが、下記のとおり課題がある。
調査項目に不十分な点がある。
転院等による追跡ができなくなる場合がある。

ＨＰＶワクチンの接種後の症状の追跡調査の充実について

ＰＭＤＡ

医療機関Ａ
（報告医療機関）

厚生労働省
（国立感染症研究所と協力）

患者

医療機関Ｂ
（転院先）

② 副反応報告
個人情報、医療情報

製薬企業

⑮ 追跡調査２
追加情報・調査票への記

入

①受診

⑧転院
③・⑬情報共有
医療情報

④・⑭情報共有
医療情報

⑥・⑯報告
追加情報

⑦・⑰報告
追加情報

⑩ 受診医療機関を
報告（追加②）

⇒赤矢印 ：新たに依頼する調査
（→青矢印 ：既に実施している項目）

市町村 ③ 情報共有
個人情報、医療情報

⑨ 受診医療機関を
調査（追加①）

⑪ 副反応報告を
依頼（追加③）

⑫ 副反応報告
（追加④）・調査票

改善ポイント
・受診医療機関への追跡調査が途切れた場合でも転院先医療機関を追跡。
・転院先医療機関についても調査。

※ 他市町村に転居
している場合、転出
先の市町村を報告。

⑤ 追跡調査１
追加情報

調査票への記入

個人情報：氏名、住所、生年月日
医療情報：症状の概要、程度など
追加情報：報告後の症状、転帰など

市町村を通じた患者個人への調査
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○ 予防接種要注意者（予防接種要注意者に対する予防接種の実施）
○ 啓発事業（予防接種に関する知識や情報の提供）
○ 医療相談事業（予防接種要注射者に対して安全な予防接種を実施するために、予防接種

の事前・事後の医療相談の実施）
○ 休日・時間外の予防接種の実施
○ 従事者研修（医療従事者向け研修の実施）

→ これらの整備のため、国から都道府県に1か所の設置を依頼及び国庫補助を実施

１．事業の内容

＊予防接種センター機能推進事業
地方自治体での予防接種要注意者や情報提供、医療相談等を実施するための機能病院の設置に必要

な経費について、補助を実施。
○補助先：都道府県 ○補助率：１／２ ○補助額：１件あたり４４６万円× １／２

地域での予防接種の中核機能として、予防接種センターの機能の全都道
府県設置及び機能強化について、ご理解とご協力をお願いしたい。

予防接種センター機能推進事業について

２．改正点

Ｂ型肝炎訴訟を契機とする「集団予防接種等によるＢ型肝炎拡大の検証及び再発防止に関する検討
会」報告書等の再発防止策に、予防接種事故や安全性について、現場レベルで対応できるよう情報の
周知徹底や教育、研修事業の実施が要望されていることから、予防接種センター機能の強化・拡大を
図るため、平成26年度より従事者研修（医療従事者向け研修の実施）を追加した。

○ 特定接種は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第２８条に基づいて実施されるものである。また、政府行動計画やガイド
ラインに、接種対象となる業種、接種順位の基本的な考え方、登録の要件・基準などが定められている。

これらを踏まえて、厚生労働大臣は、登録の基準、方法を告示で定めることになる。

指示
厚生労働

大臣
実施

・登録事業者（医療の提供又は国民生活・国民経済の安定に寄
与する業務を行う事業者で、厚生労働大臣の登録を受けているも
の）の従業員に対する特定接種の実施
・対策の実施に携わる国家公務員に対する特定接種の実施

都道府県知事

市町村長

・対策の実施に携わる地方公
務員に対する特定接種の実施

※ 登録事業者、都道府県、市町村は接種や登録に協力

政府対策本部

本部長が
期間を指定

本部長
（内閣総理大臣）

指示

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種について

新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事
業者の従業員や、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員に対して行う予防接種

接種のイメージ

実施

根拠等

○ 登録事業者には、新型インフルエンザ等発生時においても、医療の提供・国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を継
続的に実施する努力義務が課される。（特措法第４条第３項）

○ 実際の特定接種の対象、接種総数、接種順位は、新型インフルエンザ等発生後に政府対策本部において判断し、基本的対
処方針によって決定される。そのため、厚生労働大臣の登録を受けたからといって、必ずしも特定接種の実施対象となるわけで
はない。

留意点
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特定接種の接種対象業種と接種順位の考え方

○ 政府行動計画において、特定接種の登録対象となる業種等を下表のとおりとするとともに、接種順位は、
下表のグループ①（医療分野）からの順とすることを基本とされている。

※ 実際の特定接種対象者の範囲や接種順位等については、新型インフルエンザ等発生時に、政府対策本
部において、発生状況等に応じて柔軟に決定することとされている。

類型 事業の種類 接種順位

医
療
分
野

新型インフルエンザ等医
療型

新型インフルエンザ等医療 グループ
①

重大・緊急医療型 重大緊急医療

新型インフルエンザ等対策
の実施に携わる公務員

新型インフルエンザ等の発生により対応が必要となる業務に従事する者
国民の緊急の生命保護と秩序の維持を目的とする業務や国家の危機管理に関する業務に従事する者

グループ

②

国
民
生
活
・国
民
経
済
安
定
分
野

介護・福祉型 サービスの停止等が利用者の生命維持に重大・緊急の影響がある介護・福祉事業所

グループ
③

指定公共機関型
医薬品・化粧品等卸売業、医薬品製造業、医療機器修理業・医療機器販売業・医療機器賃貸業、医療機
器製造業、ガス業、銀行業、空港管理者、航空運輸業、水運業、通信業、鉄道業、電気業、道路貨物運送
業、道路旅客運送業、放送業、郵便業

指定同類型

（業務同類系）

医薬品・化粧品等卸売業、医薬品製造業、医療機器修理業・医療機器販売業・医療機器賃貸業、医療機
器製造業、映像・音声・文字情報制作業、ガス業、銀行業、空港管理者、航空運輸業、水運業、通信業、
鉄道業、電気業、道路貨物運送業、道路旅客運送業、放送業、郵便業

指定同類型
（社会インフラ系）

金融証券決済事業者、石油・鉱物卸売業、石油製品・石炭製品製造業、熱供給業、

その他の登録事業者
飲食料品卸売業、飲食料品小売業、各種商品小売業、食料品製造業、石油事業者、その他の生活関連
サービス業、その他小売業、廃棄物処理業

グループ④

（注）

※指定公共機関型の事業者と同様の業務を行う公務員については、指定公共機関型と同順位とする。
※上下水道、河川管理・用水供給、工業用水道の業務を行う公務員については、公共性・公益性から整理し、指定公共機関型と同順位とする。
※医療分野、介護福祉型、その他の登録事業者と同様の業務を行う公務員についてはそれぞれ民間の事業者と同順位とする。

対象事業者

事業所管府省庁等

厚生労働大臣

特定接種管理システム

① ホームページ等で特定接種管理システムへの登録申請要件等を公示。
② 対象事業者が各自インターネット回線を通じ、Webで必要事項（事業者の名称、所在地、登録対象業務、従業員数、

業務継続計画の作成の有無、接種実施医療機関など）を登録申請する。
③ 対象事業者から登録申請があった旨、事業所管府省庁等の担当者に連絡。
④ 事業所管府省庁等は特定接種管理システムへログインし、登録申請があった事業者の登録可否について審査、必要

に応じて申請事業者へ疑義照会・差し戻し等を行う。
⑤ 事業所管府省庁は、厚生労働大臣へ審査した旨を連絡。
⑥ 厚生労働大臣は、対象事業者へ登録した旨を連絡。対象事業者へ登録番号を付与。

①ホームページ等で公示

②申請 ⑤審査結果
報告

⑥登録結果送
信（登録番号
付与）

③審査・確認依頼 ④審査・確認

特定接種管理システムの概要
【事業者登録業務】

①周知

注）白の矢印は、
システムによる連絡
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○実施主体・接種体制の構築：

実施主体は、市町村。

市町村は、国・都道府県の協力を得ながら、未発生期から接種体制の構築を図る。

○接種順位について：

以下の４ 群に分類し、基本的対処方針等諮問委員会に諮った上で、政府対策本部で決定する。

①医学的ハイリスク者

（１）基礎疾患を有する者

（２）妊婦

②小児（１歳未満の小児の保護者及び身体的な理由により予防接種が受けられない小児の保護者を含
む。）

③成人・若年者

④高齢者（６５歳以上の者）

○接種体制について：

・原則として集団的接種により接種を実施する。

・接種会場は、保健所・保健センター・体育館などの公的施設の活用等により確保（人口１万人に１か所
程度）する。

・地域医師会等の協力を得て、医師や看護師等の医療従事者を確保する。

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく住民接種について

緊急事態宣言が
行われている場合

緊急事態宣言が
行われていない場合

対象者 全国民

特措法上の
位置づけ

第46条
（住民に対する予防接種）

予防接種法上の
位置づけ

第６条第１項
（臨時接種）

第６条第３項
（新臨時接種）

接種の勧奨 あり あり

接種の努力義務 あり なし

実施主体 市町村

接種方式 原則として集団的接種

自己負担 なし あり（低所得者を除き実費徴収可）

費用負担割合
国１／２

都道府県１／４
市町村１／４

国１／２
都道府県１／４
市町村１／４

(低所得者分のみ）

健康被害救済の
費用負担

国１／２
都道府県１／４
市町村１／４

緊急事態宣言の有無による住民接種の違い
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市町村のための新型インフルエンザ等住民接種に関する
集団的予防接種のための手引き（暫定版）について

○本手引きは、厚生労働科学研究「市町村における新型インフルエンザ住民接種の体制に関する研究」 ※ 

（分担研究者 岡部信彦：川崎市健康安全研究所所長）の一環として作成された。

○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び予防接種法において、市町村が住民接種の実施主体として定
められたことを受けて、市町村において速やかに集団的予防接種の体制を構築し実施できるよう、有識
者や自治体担当者の参画を得て検討を行い、集団的予防接種のための手引きを作成することを目的とし
た。

○ 本手引きは、主に「臨時接種」をイメージしてとりまとめられたが、「新臨時接種」の場合でも同様の
方法で実施できることが多いと考えられるため、適宜参考にされたい。

○ 構成は、住民接種の進め方に従って、「政府行動計画・ガイドライン記載事項」「基本的考え方」「取
組みの具体例」「根拠法令等」を示し、市町村が行う住民接種の体制に関する準備に資するよう構成。

○ 「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」（平成25年6月26日）を補完する位置づけ。

手引きの概要

○ 25年6～7月 検討会を2回開催。
○ 25年9～11月 ワーキンググループを2回、ヒアリングを2回開催。
○ 25年12月～26年2月 検討会を開催し、手引き（暫定版）としてとりまとめ。
○ 26年3月 厚労省ホームページに住民接種のページを新設して、公表。
○ 27年3月予定 厚労科研費補助金事業「新型インフルエンザ等発生時における予防接種の

円滑な実施に関する研究」において具体的な接種体制のモデル案を手引きとしてとりま
とめる。

検討の状況

※  平成25年度厚生労働科学研究「新型インフルエンザ等発生時の市町村におけるワクチンの効率的な接種体制のあり方の検討」
（研究代表者:和田耕治）

新型インフルエンザ等に関するワークショップについて

【研修の目的】
①新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいた対策の確認（机上訓練）
②地域の臨床医、地方行政職員、厚生労働省職員の連携強化
③自治体の感染症対策担当職員に対し、助言を行う臨床疫学や、行政についての知識を有するアドバイザー

（自治体の管理職員、臨床医）の養成

【受講対象者】
①都道府県及び市区町村の管理職員（課長又はそれに準ずる者）
②上記①と同じ自治体でリーダーとなり得る感染症担当の臨床医
③厚生労働省 健康局 結核感染症課 新型インフルエンザ対策推進室職員

【開催実績】
○今年の訓練（地域の臨床医、地方行政職員、厚生労働省の合同）は、平成２５年度に続き２度目。

（平成２７年２月５－６日実施）
○地域の臨床医、地方行政職員を対象とした訓練（感染症アドバイザー養成講座）は、平成２３年度、

平成２４年度、平成２５年度に、それぞれ１回行った。

○これまで参加した自治体（感染症アドバイザー養成講座を含む）

【都道府県】（２３府県）

【市区町村】（１７自治体）

秋田県 岩手県 福島県 新潟県 埼玉県 千葉県 愛知県 岐阜県 三重県 岡山県 佐賀県 宮崎県

長野県 群馬県 神奈川県 静岡県 大阪府 和歌山県 広島県 香川県 徳島県 鹿児島県 沖縄県

秋田市 盛岡市 新潟市 美郷市 練馬区 町田市 相模原市 浜松市 豊田市

新潟市 横浜市 さいたま市 三郷市 静岡市 大阪市 北九州市 岡山市
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特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の概要
集団予防接種等（集団予防接種及び集団ツベルクリン反応検査）の際の注射器の連続使用によるＢ型肝炎ウイルスの感染被害

の全体的な解決を図るため、当該連続使用によってＢ型肝炎ウイルスに感染した者及びその者から母子感染した者を対象とする
給付金（下記２．の（１）から（４）までをいう。以下同じ。）の支給、給付金の支給事務を行う法人、給付金に充てるための基金に関す
る措置その他所要の措置を講ずる。

１． 対象者
（１） 対象者は、昭和23年から昭和63年までの集団予防接種等における注射器の連続使用により、７歳になるまでの間にＢ型肝炎ウイルスに感染した

者及びその者から母子感染した者（特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者）
（２） 対象者の認定は、裁判上の和解手続等（確定判決、和解、調停）において行う。

２． 特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者を対象とする給付金の支給
（１） 特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金

イ 死亡・肝がん・肝硬変（重度） 3,600万円
ロ 肝硬変（軽度） 2,500万円
ハ 慢性Ｂ型肝炎（ニの者は除く。） 1,250万円
二 無症候性持続感染者（ヘの者は除く。） 600万円
ホ 除斥期間が経過した慢性Ｂ型肝炎

（ⅰ） 現在、慢性肝炎にり患している者 等 (※１) 300万円 (※１) 現に慢性肝炎にり患していないが、治療を受けたことのある者

（ⅱ） 過去、慢性肝炎にり患した者のうち、(ⅰ)以外の者 150万円
ヘ 除斥期間が経過した無症候性持続感染者 50万円

（２） 訴訟手当金：弁護士費用、検査費用を支給
（３） 追加給付金：病態が進展した場合、既に支給した（１）の金額（ホ及びヘを除く。）との差額を支給
（４） 定期検査費等(※２)：無症候性持続感染者の慢性肝炎又は肝がんの発症を確認するための検査に係る一部負担金相当等（※３）を支給
（５） 特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金の請求には、５年間の請求期限を設ける。
（６） 給付金の支給事務は、社会保険診療報酬支払基金が行う。

３． 費用
社会保険診療報酬支払基金に給付金の支給に要する費用に充てるための基金を設置し、政府が交付する資金をもって充てる。

４． 財源（附則）
政府は、平成24年度から平成28年度までの各年度において支払基金に対して交付する資金については、平成24年度において必要な財政上及び税

制上の措置を講じて、確保する。

５． 見直し規定（附則）
施行後５年を目途に給付金の請求の状況を勘案し、請求期限及び財源について検討し、必要に応じて所要の措置を講ずる。

【公布日】平成23年12月16日 【施行日】平成24年1月13日（一部の規定については、公布の日から施行）

(※２)母子感染防止医療費、世帯内感染防止医療費、定期検査手当
(※３)母子感染防止もしくは世帯内感染防止のための医療費の一部負担金又は

定期検査手当

提訴者数及び和解者数の推移

H27.1末まで

提訴者数

和解者数

H23
年11
月

H23
年12
月

H24
年1月

H24
年2月

H24
年3月

H24
年4月

H24
年5月

H24
年6月

H24
年7月

H24
年8月

H24
年9月
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年10
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年11
月

H24
年12
月
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年4月

H25
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H26
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H26
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H26
年3月

H26
年4月

H26
年5月

H26
年6月

H26
年7月

H26
年8月

H26
年9月

H26
年10
月

H26
年11
月

H26
年12
月

H27
年1月

提訴者数 1424 1862 2180 2666 3201 3492 4014 4314 5185 5300 6104 6293 6988 7327 7949 8277 8781 9186 9711 10143 10732 11065 11636 12039 12583 12969 13530 13919 14496 14904 15456 15893 16467 16992 17587 17994 18509 19018 19537

和解者数 39 96 122 179 249 266 373 499 621 746 915 1040 1414 1761 2044 2417 2903 3205 3585 3894 4222 4660 5077 5274 5710 6004 6490 6809 7270 7542 7900 8185 8748 9152 9819 10487 10878 11579 12239
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（表面） （裏面）

Ｂ型肝炎訴訟のリーフレット
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全国健康関係主管課長会議

健康局 疾病対策課

肝炎対策推進室

○ 肝炎総合対策推進国民運動による普及啓発の推進
・ 多種多様な媒体を活用した効果的な情報発信や民間企業との連携を通じた肝炎対策を展開し、肝炎総合対策を国民運動として推進する。

○ 市民公開講座や肝臓病教室の開催による普及啓発の推進
・ 肝疾患診療連携拠点病院において、一般市民を対象とした公開講座や肝炎患者を対象とした肝臓病教室を開催することにより、肝炎の病状や最新の治療法、
日常生活の留意点などの必要な知識を分 かりやすく伝える。

○ 肝疾患診療連携拠点病院における相談支援等
・ 拠点病院の肝疾患相談センターにおいて肝炎患者からの治療等に関する相談に対応するとともに、保健師や栄養士が肝炎患者に対する生活指導を行う。

○ 肝炎患者の家族等を対象とした家族支援講座の開催（新規）
・ 肝炎患者の家族等を対象とした講座を開催し、肝炎の病状や患者支援に係る専門的知識の習得 を図るとともに、家族同士の交流の場として機能させることで、
家族等による相談支援機能の強化を図 り、肝炎患者が地域において安心して暮らせる環境づくりにつなげる。

○ 肝炎患者の重症化予防の推進
・ 保健所等における利便性に配慮した肝炎ウイルス検査体制を確保し、肝炎ウイルス検査の受検促進を図る。あわせて、肝炎ウイルス検査で陽性となった者に対す
る医療機関への受診勧奨を行うとともに、低所得者の定期検査費用に対する助成を拡充（年１回→年２回）することにより、肝炎患者を早期治療に結びつけ、重症
化の予防を図る。

○ 市町村等における肝炎ウイルス検査等の実施
・ ４０歳以上の５歳刻みの方を対象とした肝炎ウイルス検診の個別勧奨を引きつづき実施する。

○ ウイルス性肝炎に係る医療の円滑化の推進
・ Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎のインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療に係る患者の自己負担を軽減することにより、適切な医療の確
保及び受療促進を図る。

平成２７年度肝炎対策関連予算案 １７２億円（１８７億円）
平成２６年度肝炎対策関連補正予算 ３５億円

１ 肝炎治療促進のための環境整備

２ 肝炎ウイルス検査の促進

３ 健康管理の推進と安全・安心の肝炎治療の推進、肝硬変・肝がん患者への対応

４ 国民に対する正しい知識の普及

５ 研究の推進

8 6 億 円 （ 1 0 0 億 円 ）

3 4 億 円 （ 3 2 億 円 ）

７ 億 円 （ ７ 億 円 ）

２億円（ ２億円）

４４億円（ ４６億円）
○ 肝炎等克服実用化研究事業【厚生科学課計上】
・ 肝炎に関する基礎、臨床研究等を総合的に推進し、肝炎治療実績の大幅な改善につながる成果の獲得を目指す。また、Ｂ型肝炎の画期的な新規治療薬の開
発等を目指し、基盤技術の開発を含む創薬研究や治療薬としての実用化に向けた臨床研究等を総合的に推進する。

○ 肝炎等克服政策研究事業【厚生科学課計上】
・ 肝炎対策を総合的に推進するための基盤となる疫学調査や行政的な課題を克服するために必要な研究を進める。

（参考）【平成２６年度補正予算案】インターフェロンフリー治療特別促進事業 ３５億円
・ 平成26年９月に保険適用されたインターフェロンフリー治療の医療費を助成し、インターフェロン治療を見合わせてきた肝炎患者や一部の肝硬変患者の受診機会の確保を促進する。
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平成２７年度予算案 １７２億円（１８７億円）
平成２６年度補正予算 ３５億円

実 施 主 体 都道府県
対 象 者 Ｂ型・Ｃ型ウイルス性肝炎患者

対 象 医 療

○ Ｂ型慢性活動性肝炎に対するインターフェロン治療
・インターフェロンあるいはペグインターフェロン単剤

○ Ｂ型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤治療
○ Ｃ型慢性肝疾患の根治を目的としたインターフェロン治療
・インターフェロンあるいはペグインターフェロン単剤
・インターフェロンあるいはペグインターフェロン＋リバビリン併用
・ペグインターフェロン＋リバビリン＋プロテアーゼ阻害剤の３剤併用

○ Ｃ型慢性肝疾患の根治を目的としたインターフェロンフリー治療
自己負担限度月額 原則１万円（ただし、上位所得階層については２万円）
財 源 負 担 国：地方＝１：１

平成27年度予算案 ８６億円
総 事 業 費 １７２億円

1. 肝炎治療促進のための環境整備 86億円（100億円）
肝炎治療特別促進事業（医療費助成） 86億円 （99億円）
Ｃ型ウイルス性肝炎の根治を目的としたインターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療
並びにＢ型ウイルス性肝炎に対するインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療への医
療費助成を行う。

（参考）【平成２６年度補正予算案】 ３５億円
○ インターフェロンフリー治療特別促進事業
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平成26年9月から経口の抗ウイルス薬（ダクラタスビル／アスナプレビル２剤併用療法）
によるインターフェロンフリー治療が実施されている。
このため、インターフェロンフリー治療の助成に要する経費を確保する。
これにより、高齢や合併症等の理由によりインターフェロン治療を見合わせてきた患者や一
部の肝硬変患者の受療機会が確保され、健康寿命の延伸につながる。

高齢患者等の新たな受療機会の確保（健康寿命の延伸）

患者負担

2
対象拡大

３

新薬の登場
（インターフェロンフリー治療薬）

１．治療効果が高い
ウイルス学的著効（SVR）
率が高い

２．患者負担が少ない
副作用が少ない
内服剤投与のみによる治療
短い治療期間

３．治療対象が広がる
IFN不適格・不耐容や前
治療無効例等を新たに
治療対象に考えることが
できる

Ｃ型肝炎治療のブレイクスルー
（新たな治療機会の提供）

治療効果

１

肝炎患者に対する医療費助成（インターフェロンフリー治療特別促進事業費） 26年度補正予算：35億円

2.肝炎ウイルス検査等の促進 34億円（ 32億円）

● 保健所等における検査の検査体制の整備、陽性者のフォローアップの
推進（ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業）

・検査未受診者の解消を図るため、出張型検診や医療機関委託など利便性に
配慮した検査体制を整備。

・陽性者のフォローアップの推進
肝炎ウイルス検査で陽性となった者に対する医療機関への受診勧奨を行うとともに、低所
得者の定期検査費用に対する助成を拡充（年１回→年２回）することにより、肝炎患
者を早期治療に結びつけ、重症化の予防を図る。

● 市町村における肝炎ウイルス検診等の実施、陽性者のフォローアップの
推進（健康増進事業）

・肝炎ウイルス検診への個別勧奨の実施
４０歳以上５歳刻みの者を対象として、無料で検査を受けることが可能な個別勧奨メ
ニューを実施し、検査未受検者への受検促進の一層の強化を図る。

・陽性者のフォローアップの推進
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①肝炎ウイルス検診
②受診勧奨
・陽性者へ初回精密検査の受診勧奨
・経過観察者、抗ウイルス治療非適応者への定期検
査の受診勧奨（把握できた管内の対象者全員）

ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の概要

肝炎ウイルス検査未受診者

抗ウイルス療法適応者

肝炎ウイルス検査の受検

肝炎ウイルス陽性者

医療機関において
定期検査の受診

抗ウイルス療法
による治療

肝炎等の重症化予防

・治療適応の早期判断
・肝がんの早期発見
・生活指導による病態改善

①肝炎ウイルス検診
②受診勧奨
・陽性者へ初回精密検査の受診勧奨
・経過観察者、抗ウイルス治療非適応者への定期検
査の受診勧奨（把握できた管内の対象者全員）

市町村

保健所設置市

①肝炎ウイルス検診

②受診勧奨
・陽性者へ初回精密検査の受診勧奨

③初回精密検査費用の助成
対象：肝炎ウイルス陽性者

④非課税世帯の者への定期検査費用の助成
対象：慢性肝炎、肝硬変、肝がん患者
回数：年２回

都道府県

医療機関において
初回精密検査の受診

経過観察者
抗ウイルス療法非適応者

慢性肝炎、肝硬変、肝がん患者に対し、定期的な介入を通じて早期治療に結びつけ、重症化予防を図る
ため、定期検査費用の助成の拡充措置を講ずる（助成回数増（１回→２回））。

○ 高リスク群である慢性肝炎、肝硬変、肝がん患者の重症化を予防するためには、年複数回の定期的な
スクリーニングが必要（日本肝臓学会指針）。

重症化予防推進事業の拡充
（定期検査費用の助成制度の拡充）

年複数回の定期的スクリーニングの促進
（病気の進行の早期発見、早期の治療介入）

拡充内容

背景

概要

助成回数 年1回 年２回

定期検査費用助成制度の拡充

平成26年度 平成27年度予算案

所得制限 住民税非課税世帯 住民税非課税世帯
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肝炎ウイルス検査の検診機関での実施状況
自治体での実施状況自治体での実施状況

委託契約済の
自治体数

うち検診実績有
の自治体数

都道府県 ９／４７ ９／４７

政令市 １１／２０ １１／２０

中核市 １２／５１ １１／５１

特別区 ６／２３ ５／２３

計
３８／１４１
（２７％）

３６／１４１
（２６％）

自治体における主な取組例自治体における主な取組例
①岩手県 ４９３人（H２５）

（１）検診機関 公益財団法人 岩手県予防医学協会

（２）実施方法 当該検診機関に定期の健康診断を申し込んだ事業所等のう

ち、肝炎ウイルス検査の実施を希望する事業所の従業員に

対し、健康診断実施時に合わせて肝炎ウイルス検査を実施。

②佐賀県 ９，００６人（H２５）

（１）検診機関 佐賀県医師会、総合保健協会、多久臨床検査センター、

産業医学協会、唐津東松浦医師会

（２）実施方法 事業所の健康診断（労安法）にあわせて検診機関から勧奨

を実施。

③さいたま市 １５，６７２人（H25）

（１）検診機関 （一社）大宮医師会、（一社）浦和医師会、

（一社）さいたま市与野医師会、（一社）岩槻医師会

（２）実施方法 医療機関での個別検診を実施。

④那覇市 １，９６５人（H25）

（１）検診機関 医療機関等９７ヶ所

（２）実施方法 特定検診等と肝炎ウイルス検診を同日に行う同時実施と、

肝炎ウイルス検診のみを行う単独実施がある。

（出典）厚生労働省「都道府県肝炎対策取組状況アンケート調査結果」

3.健康管理の推進と安全・安心の肝炎治療の推進、
肝硬変・肝がん患者への対応 ７億円（7億円）

● 診療・相談体制の整備
・都道府県においては、中核医療施設として「肝疾患診療連携拠点病院」を整備し、患

者、キャリア等からの相談等に対応する体制（相談センター）を整備。
・相談センターに保健師や栄養士を配置し、食事や運動等の日常生活に関する生活指

導や情報提供を行う。

● 肝硬変・肝がん患者に対する心身両面のケア、医師に対する研修の
実施､家族支援講座の開催

・肝疾患診療連携拠点病院においては、肝疾患相談センターで肝硬変・肝がん患者を
含めた患者、家族等に対する心身両面のケアを行うとともに、医師等の医療従事者に
対する研修等を実施。

・肝炎情報センターにおいては、肝疾患に関する各種の情報提供、拠点病院の医療従
事者に対する研修、その他の支援を実施。

・肝炎患者の家族等を対象とした講座を開催し、肝炎の病状や患者支援に係る専門的
知識の習得を図るとともに、家族同士の交流の場として機能させることで、家族等によ
る相談支援機能の強化を図り、肝炎患者が地域において安心して暮らせる環境づくりに
つなげる（平成27年度新規）。
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（補助先）都道府県、独立行政法人等）（補助率）都道府県 １／２、独立行政法人等 １０／１０

平成１９年１月にとりまとめられた「都道府県における肝炎検査後肝疾患診療体制に関するガイドライン」（全国Ｃ型肝炎診療懇
談会報告書）では、専門医療機関とかかりつけ医の診療連携体制を構築し、地域における肝疾患診療水準の向上や均てん化を
図ることが重要とされた。
これを受け、各都道府県において、肝疾患診療連携拠点病院を原則１箇所指定し、当該病院を中核医療機関として、地域の肝
疾患診療体制を構築することとされた（現在４７都道府県で７０箇所の拠点病院が指定されている）
【拠点病院に求められている機能】（「都道府県における肝炎検査後肝疾患診療体制に関するガイドライン」より）
① 肝疾患診療に係る一般的な医療情報の提供
② 都道府県内の肝疾患に関する専門医療機関等に関する情報の収集や紹介
③ 医療従事者や地域住民を対象とした研修会や講演会の開催や肝疾患に関する相談支援に関する業務
④ 肝疾患に関する専門医療機関と協議の場の設定

肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会（専門医療機関等と診療連携等について検討）

肝疾患相談センターの設置（患者への相談等対応、情報収集、情報提供）

肝炎患者の就労に関する相談支援モデル事業（就業と治療の両立に関する相談支援）

肝炎専門医療従事者への研修

保健師、栄養士の配置（食事や運動等の日常生活に関する生活指導や情報提供）

市民公開講座や肝臓病教室の開催（住民や患者への情報提供や相談支援）

一般医療従事者への研修（医療現場において肝炎患者を早期に発見し、適切な医療に繋げることを目的に、普段肝炎治療に携わってい
ない医療従事者を対象に肝炎の基礎的な研修を行う）

背景
肝疾患診療連携拠点病院事業 6.3億円（6.2億円）

事業内容

家族支援講座の開催（専門知識の習得や家族間の連携・共感の醸成を通じた家族による相談支援機能の強化）

補助概要

新

背景

概要

患者の家族を対象とした家族支援講座を開催し、肝炎の病状や患者支援に係る専門的知識の習得を図
るとともに、家族同士の交流の場としても機能させる。

○ 厚生労働科学研究による患者実態調査によれば、患者の持つ悩みは一様ではなく、経済的な問題以
外にも、仕事や家事への影響、差別偏見など、様々な要因が悩みやストレスの原因とされている。

○ 最も気軽に相談できる相手として家族を挙げる人が多いことが明らかになっているが、家族の肝炎や患
者との関わり方に関する知識が必ずしも十分でなく、家族に対する支援の重要性が指摘されている。

家族支援講座開催経費（新規）

家族支援講座

[事業内容の例]

a.受講対象：肝炎患者の家族
b.実施場所：肝疾患診療連携拠点病院

c.受講人数：１回３０人×年６回
d.補助先：都道府県、独立行政法人、国立大学法人

学習・交流機能
家
族

肝炎患者の家族による相談支援機能の強化

専門知識の習得

家族間の連携・共感

身近な家族との関わりを通じた悩み・ストレスの軽減
（肝炎患者が社会において安心して暮らせる環境づくり）

講習

98



肝炎患者等支援対策事業(普及啓発部分)
１８百万円（１９百万円）

○ 自治体の普及啓発活動に対する補助事業
・ シンポジウム開催、ポスター作成、新聞・中吊り広告 等

○ 肝疾患診療連携拠点病院の普及啓発活動に対する補助事業
・ 市民公開講座や肝臓病教室の開催

肝炎総合対策推進国民運動事業
（「知って、肝炎」プロジェクト） １億円（ １億円）

○ 多種多様な媒体を活用しての効果的な情報発信や民間企業との連携を通じた肝炎対策を
展開し、肝炎総合対策を国民運動として推進する。

◎ 教育、職場、地域あらゆる方面への正しい知識の普及啓発
肝炎に関する正しい知識を国民各層に知っていただき、肝炎ウイルスの感染予防に資する
とともに、患者・感染者の方々がいわれのない差別を受けることのないよう、普及啓発に努め
ている。

4.国民に対する正しい知識の普及啓発 2億円（2億円）

知って、肝炎プロジェクト 大使・スペシャルサポーター

※敬称略

特別参与 杉 良太郎
特別大使 伍代 夏子
広報大使 徳光 和夫

「スペシャルサポーター」
石田 純一 貴乃花 光司
岩本 輝雄 高橋 みゆき
w-inds. 田辺 靖雄
上原 多香子 夏川 りみ
内山 高志 仁志 敏久
AKB48メンバー 平松 政次
EXILEメンバー 堀内 孝雄
小橋 建太 的場 浩司
コロッケ 三浦 大輔
島谷 ひとみ 安田 美沙子
清水 宏保 山川 豊
瀬川 瑛子 山本 譲二

■広報動画 厚生労働省 YOUTUBEオフィシャルサイト
「知って肝炎 YOUTUBE」で検索 総再生回数は117万回を超える！

くわしい情報は、「知って、肝炎プロジェクト」ホームページを

ご覧ください。

知って、肝炎 検索検索

http://kan-en.org/
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大使・スペシャルサポーター 首長表敬訪問

東京都訪問 平成26年8月7日
厚生労働省肝炎対策特別大使 伍代夏子氏による都庁訪問

「メディア露出」
■TVメディア（3番組）
■新聞メディア（7紙）
■WEBメディア（30媒体）

■目的
・肝炎の「早期発見」について各自治体在住の方々に一斉訴求
・肝炎ウイルス検査の受検促進 「一生に一度は必ず受検を！」
・陽性者の早期治療開始喚起
・国内最大級の感染症「肝炎」の根絶へ

■実施内容
・「知って、肝炎」グッズ贈呈・杉良太郎特別参与メッセージの紹介
・訪問者メッセージ・首長コメント等

下関市訪問 平成27年2月19日
スペシャルサポーター 山本譲二氏による下関市役所訪問

「メディア露出」
■TVメディア（3番組）
■新聞メディア（5紙）
■ラジオ（1番組）
■WEBメディア（4媒体）
「その他サポート策」
・肝炎ウイルス検査促進のインフォマーシャル放送
・肝臓専門医等によるテレビ・ラジオ番組出演

自治体の肝炎対策を大使・スペシャルサポーターが応援します！！

5.研究の推進 ４４億円（４６億円）

・肝炎等克服実用化研究事業 ４２億円
「肝炎研究１０カ年戦略」を踏まえ、肝炎に関する基礎、臨床研究等を
総合的に推進し、肝炎治療実績の大幅な改善につながる成果の獲得を
目指す。

・肝炎等克服政策研究事業 ２億円

肝炎対策を総合的に推進するための基盤となる疫学調査や行政的な課
題を克服するために必要な研究を進める。
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全国健康関係主管課長会議

健康局 総務課

指導調査室

公衆衛生関係行政事務指導監査について

平成２７年度においては、各制度ごとに次の事項を重点事項として実施する
こととしている。

○ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律関係
・ 被爆者健康手帳の審査・交付状況
・ 健康診断の実施状況
・ 原爆症認定申請の事務処理状況
・ 各種手当の認定、支給事務処理状況
に加えて、平成２７年度の医療特別手当の更新事務の処理状況について
重点的に実施予定

○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律関係（結核に係る
施行事務に限る）
・ 健康診断の実施状況
・ 医師及び病院管理者が行う届出状況
・ 家庭訪問等指導の実施状況
・ 就業制限の実施状況
・ 入院勧告の実施状況
・ 結核医療費の公費負担事務処理状況

指導調査室
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○ 難病の患者に対する医療等に関する法律及び特定疾患治療研究事業関係
・ 平成２８年度の指導監査に向けて準備を行っている。

また、平成２６年度の指導監査においても、過去に是正改善を図るよう指摘
した事項について、改善が不十分な事例が散見されるので、改めて指摘の趣
旨をご理解いただき、改善に向けて一層のご尽力をお願いしたい。

※ 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に係る事務指導監査についても、

本指導監査と併せて実施する予定。

保健衛生施設等施設・設備整備費補助金

・原爆医療施設 ・原爆被爆者保健福祉施設 ・放射線影響研究所施設 ・農村検診センター
・小児がん拠点病院 ・ｴｲｽﾞ治療拠点病院 ・HIV検査・相談室 ・難病相談支援センター
・感染症指定医療機関 ・感染症外来協力医療機関 ・結核患者収容モデル病室 ・結核研究所
・多剤耐性結核専門医療機関 ・新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ患者入院医療機関 ・医薬分業推進支援ｾﾝﾀｰ ・食肉衛生検査所
・精神科病院 ・精神保健福祉センター ・精神科デイ・ケア施設 ・精神科救急医療センター

・原爆医療施設 ・原爆被爆者保健福祉施設 ・原爆被爆者健康管理施設 ・地方中核がん診療施設
・マンモグラフィ検診機関 ・ｴｲｽﾞ治療拠点病院 ・HIV検査・相談室 ・難病医療拠点・協力病院
・眼球あっせん機関 ・さい帯血バンク ・組織バンク ・末梢血幹細胞採取施設
・感染症指定医療機関 ・感染症外来協力医療機関 ・結核研究所 ・新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ患者入院医療機関
・医薬分業推進支援ｾﾝﾀｰ ・食肉衛生検査所 ・と畜場 ・市場衛生検査所
・精神科病院 ・精神保健福祉センター ・精神科デイ・ケア施設 ・精神科救急車
・精神科救急情報センター

目 的 ： 地域住民の健康増進及び疾病の予防、治療を行い、もって公衆衛生の向上に寄与するため、都道府県等が設置

する感染症指定医療機関、エイズ治療拠点病院、難病医療拠点・協力病院及び精神科病院等の整備促進を図る。

（１）保健衛生施設等施設整備費補助金 １，３８３百万円 （ ８８３百万円）

（２）保健衛生施設等設備備費補助金 １，０６０百万円 （ １，５６０百万円）

※ 平成27年度整備計画については、内示後に事業の延期・中止等の事態を生じさせることがないよう、管内の事業者等に対しても
適切な指導をお願いする。

保健衛生施設等災害復旧費補助金 ５５百万円 （ ７３１百万円）

【一般会計】

【東日本大震災復興特別会計（復興庁一括計上）】
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全国健康関係主管課長会議

健康局 総務課

原子爆弾被爆者援護対策室

○「事務・権限の移譲等に関する見直しについて*1」に基づく法令改正により、厚生労働本省（地方厚生局）から都道府県に多数
の事務・権限が移譲することとされており、現在、厚生労働本省（地方厚生局）で実施している原子爆弾被爆者に対する援護に
関する法律（平成６年法律第117号）に基づく指定医療機関の指定等に関する業務についても、平成27年4月1日から都道府県
に移譲*2されます。

○原爆症の被爆者が適切な治療を受けられるように、これまで計画的に指定を進めてきました。移譲後は各都道府県において、
指定業務を適正に行うため準備を進めていただくようお願い致します。

指定医療機関の権限移譲について

各都道府県における最近の指定状況 （単位：件）

*1 平成25年12月20日閣議決定

**

指定件数 H23 H24 H25 全機関数 指定件数 H23 H24 H25 全機関数 指定件数 H23 H24 H25 全機関数

北海道 0 0 0 14 富山県 0 0 0 2 鳥取県 0 0 1 13 

青森県 0 0 0 4 石川県 1 2 7 21 島根県 0 1 3 13 

岩手県 2 1 0 10 岐阜県 2 3 4 29 岡山県 1 0 1 8 

宮城県 0 0 0 4 静岡県 1 3 1 20 広島県 61 64 75 731 

秋田県 0 0 0 9 愛知県 2 2 8 24 山口県 13 1 21 91 

山形県 0 0 0 6 三重県 10 14 4 54 徳島県 0 0 0 5 

福島県 0 1 0 8 福井県 0 0 0 4 香川県 0 2 0 16 

茨城県 0 3 1 11 滋賀県 0 0 0 1 愛媛県 0 0 0 7 

栃木県 0 1 0 6 京都府 0 0 0 16 高知県 0 0 0 4 

群馬県 1 0 1 20 大阪府 2 0 3 81 福岡県 1 0 0 28 

埼玉県 0 0 0 6 兵庫県 0 0 0 22 佐賀県 0 1 0 5 

千葉県 3 3 4 28 奈良県 0 0 0 5 長崎県 49 57 39 431 

東京都 0 2 0 49 和歌山県 0 0 0 4 熊本県 0 0 0 7 

神奈川県 17 3 3 72 大分県 4 0 1 22 

新潟県 0 0 0 4 宮崎県 0 0 0 16 

山梨県 0 0 1 4 鹿児島県 0 0 0 6 

長野県 0 0 0 8 沖縄県 0 0 1 8 

*2 ①指定医療機関の指定（法第12条第１項） ③指定医療機関の指導（法第13条第２項） ⑤指定医療機関の指定辞退の申出（政令第13条）
②指定医療機関の指定の取消（法第12条第３項） ④指定医療機関の変更届出等（政令第12条）
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医療特別手当の更新事務を実施するに当たっての留意事項医療特別手当の更新事務を実施するに当たっての留意事項

○ 医療特別手当の更新審査については、平成25年12月の「原爆症認定制度の在り方に関する検討会報
告書」において、「疾病が治癒した場合でも長い期間漫然と給付が継続されてきたケースがあり、「現
に医療を要する状態」にあることを確認すること」と提言されたことを踏まえ、昨年４月に制度の見直
しを行ったところです。

○ 更新審査の実施に当たっては、こうした制度見直しの主旨を踏まえ、提出された診断書に基づき、現
に医療機関に受診し治療を受けているか等、「要医療性」について適切に判断し、医療特別手当の更新
の要否を決定して下さい。

○ 昨年の更新手続きの際には、一部の自治体において、
①診断書について形式的な審査に終始したり、医療の必要性の評価が厳格過ぎると思われる事例
②がんの再発と思われる事例を新たながんの発生として、改めて申請を必要とした事例

が見られました。

○ このため、昨年、事務連絡（７月10日、８月29日、10月１日）において、
①必要に応じ、実際に治療を行っている医療機関に治療状況の照会を行った上で審査を行うこと
②悪性腫瘍や白血病の場合には、認定した部位と異なる部位であっても、再発と判断される場合は
継続とすること

等について、お知らせしたところですが、来年度の更新審査に際しても、こうした点について留意して
対応してください。

○ なお、来年度の公衆衛生関係行政事務指導監査においては、この医療特別手当の更新事務の処理状況
を重点事項と致しております。

○ 医療特別手当の更新審査については、平成25年12月の「原爆症認定制度の在り方に関する検討会報
告書」において、「疾病が治癒した場合でも長い期間漫然と給付が継続されてきたケースがあり、「現
に医療を要する状態」にあることを確認すること」と提言されたことを踏まえ、昨年４月に制度の見直
しを行ったところです。

○ 更新審査の実施に当たっては、こうした制度見直しの主旨を踏まえ、提出された診断書に基づき、現
に医療機関に受診し治療を受けているか等、「要医療性」について適切に判断し、医療特別手当の更新
の要否を決定して下さい。

○ 昨年の更新手続きの際には、一部の自治体において、
①診断書について形式的な審査に終始したり、医療の必要性の評価が厳格過ぎると思われる事例
②がんの再発と思われる事例を新たながんの発生として、改めて申請を必要とした事例

が見られました。

○ このため、昨年、事務連絡（７月10日、８月29日、10月１日）において、
①必要に応じ、実際に治療を行っている医療機関に治療状況の照会を行った上で審査を行うこと
②悪性腫瘍や白血病の場合には、認定した部位と異なる部位であっても、再発と判断される場合は
継続とすること

等について、お知らせしたところですが、来年度の更新審査に際しても、こうした点について留意して
対応してください。

○ なお、来年度の公衆衛生関係行政事務指導監査においては、この医療特別手当の更新事務の処理状況
を重点事項と致しております。

平成25年1月～12月 平成26年1月～12月

H25.12.16 基準改正

がん 844件（約87.7% ）
白血病 89件（約9.3% ）
非がん疾病※ 27件（約 2.8% ）

〔心筋梗塞、白内障等〕

（非がん疾病のうち入市事例 ０件）

その他 2件

がん 929件（約79.9% ）白
血病 57件（約 4.9% ）

非がん疾病※ 169件（約14.5% ）
〔心筋梗塞、白内障等〕

（非がん疾病のうち入市事例 31件）

その他 8件

認定数

962件 1,163件
複数の認定疾病がある場合は重複して計上。平成26年分は速報値含む。複数の認定疾病がある場合は重複して計上。平成26年分は速報値含む。

※非がん疾病の申請件数は平成25年 168件から平成26年 570件に増加（3.4倍）

原爆症認定審査の改善状況について
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「現に医療を要する状態」に該当するかどうかを、当該疾病等の状況に基づき、個別に判断

起因性を総合的に判断

Ⅰ 放射線起因性の判断

Ⅱ 要医療性の判断

１ 積極的に認定する範囲 ２ 総合的に判断

「積極的に認定する範囲」に
該当する場合以外の申請の
場合

新しい審査の方針による原爆症認定の仕組み

ア 被爆地点が爆心地
より約２．０㎞以内
である者

イ 原爆投下より翌日
までに爆心地から
約１．０㎞以内に
入市した者

被爆地点が爆心地
より約１．５㎞以内で
ある者

① 悪性腫瘍（固形がんなど）
② 白血病
③ 副甲状腺機能亢進症

① 心筋梗塞
② 甲状腺機能低下症
③ 慢性肝炎・肝硬変

放射線白内障
（加齢性白内障を除く）

ア 被爆地点が爆心地より
約３．５㎞以内である者

イ 原爆投下より約１００時間
以内に爆心地から約２㎞
以内に入市した者

ウ 原爆投下より約１００時間
経過後から約２週間以内
の期間に、爆心地から約
２㎞以内の地点に１週間
程度以上滞在した者

申請者の被曝線量、

既往歴、環境因子、

生活歴等を総合的に勘案

認定

該
当
し
な
い
場
合

※ ア、イ、ウの場合は原則的に認定

平成２７年度は、原爆投下から70年という節目の年に当たることから、次の事業を行う
こととしているため、各都道府県におかれても、協力等の特段のご配慮をお願いします。
平成２７年度は、原爆投下から70年という節目の年に当たることから、次の事業を行う

こととしているため、各都道府県におかれても、協力等の特段のご配慮をお願いします。

１．原爆被爆者実態調査委託費【平成２７年度予算（案）：33,532千円】

○ 本調査は、原爆被爆者対策の円滑な推進を図るため、昭和40年、昭和50年、昭和60
年、平成７年及び平成17年と10年おきに被爆者の実態を調査し、被爆者援護に活用。

○ 70年目に当たる平成27年度においても、前回と同様に各都道府県に委託の上、調査
を実施予定。

詳細については、別途、お知らせすることとしていますが、調査実施につき、ご協
力をお願いします。

１．原爆被爆者実態調査委託費【平成２７年度予算（案）：33,532千円】

○ 本調査は、原爆被爆者対策の円滑な推進を図るため、昭和40年、昭和50年、昭和60
年、平成７年及び平成17年と10年おきに被爆者の実態を調査し、被爆者援護に活用。

○ 70年目に当たる平成27年度においても、前回と同様に各都道府県に委託の上、調査
を実施予定。

詳細については、別途、お知らせすることとしていますが、調査実施につき、ご協
力をお願いします。

２．原爆死没者慰霊等事業費補助金【平成２７年度予算（案）：54,354千円】

○ 本事業は、原子爆弾による死没者を慰霊し、恒久平和を祈念するため、地方公共団体、
事業所及び学校等が行う慰霊式典などの事業に必要な経費を補助（補助率２／３）。

○ 平成２７年度は、各都道府県市において、７０年という節目を迎えての事業を充実さ
せるため、対前年度約4千万円の増額計上。

事業を実施する当事者団体等の意見なども聞きつつ、各種事業への支援の拡充をお
願いします。

２．原爆死没者慰霊等事業費補助金【平成２７年度予算（案）：54,354千円】

○ 本事業は、原子爆弾による死没者を慰霊し、恒久平和を祈念するため、地方公共団体、
事業所及び学校等が行う慰霊式典などの事業に必要な経費を補助（補助率２／３）。

○ 平成２７年度は、各都道府県市において、７０年という節目を迎えての事業を充実さ
せるため、対前年度約4千万円の増額計上。

事業を実施する当事者団体等の意見なども聞きつつ、各種事業への支援の拡充をお
願いします。
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原 爆 諸 手 当 一 覧原 爆 諸 手 当 一 覧

手 当 の 種 類 平成27年度支給単価 支 給 要 件

医療特別手当
月
額

138,380 円
原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、
まだその病気やけがの治っていない人

特別手当
月
額

51,100 円
原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、
現在はその病気やけがが治った人

原子爆弾小頭症手当
月
額

47,630 円 原子爆弾の放射能が原因で小頭症の状態にある人

健康管理手当
月
額

34,030 円
高血圧性心疾患等の循環器機能障害のほか、運動器機能障害、視機能障害(白内障)、造血機能
障害、肝臓機能障害、内分泌腺機能障害等１１障害のいずれかを伴う病気にかかっている人

保健手当

月
額

17,070 円 ２㎞以内で直接
被爆した人と当
時その人の胎児
だった人

月
額

34,030 円
身障手帳１級から３級程度の身体障害、ケロイドのある人又は70歳以上の
身寄りのない単身居宅生活者

介護手当
月
額

重
度

104,570 円
精神上又は身体上の障害のために費用を支出して身のまわりの世話をする人を雇った場合

以内

中
度

69,710 円
(重度：身障手帳１級及び２級の一部程度、中度：身障手帳２級の一部及び３級程度)

以内

家族介護手当
月
額

21,720 円
重度の障害のある人で、費用を出さずに身のまわりの世話をうけている場合(身障手帳１級及び
２級の一部程度)

葬祭料 206,000 円 原爆の影響の関連により死亡した被爆者の葬祭を行う人に支給

平成２７年度の医療特別手当等の支給単価については、平成２６年平均の全国消費者物価指数の対前
年比変動率（２．７％）に、特例水準の段階的な解消（▲０．３％）とあわせて、２．４％の引き上げ
となります。（平成２７年４月から支給額を改定する予定。）
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健康局

生活衛生課

生活衛生関係営業の活性化・振興について

○生活衛生関係営業対策事業費補助金：
１，０２８百万円 （１，０００百万円）

・ 生活衛生関係営業好循環促進計画策定事業

○被災した生活衛生関係営業者への支援：４４８百万円（７１百万円）
・ 生活衛生関係営業対策事業費補助金
・ 株式会社日本政策金融公庫出資金

環境衛生監視員の監視指導の
計画的実施
組合員への衛生情報の周知に
係る生活衛生同業組合の活用
自主管理点検表の活用・普及

平成2７年度予算、平成2６年度補正予算
及び平成2７年度税制改正

平成2７年度予算、平成2６年度補正予算
及び平成2７年度税制改正

都道府県・生活衛生営業指導
センターにおける関連施策
都道府県・生活衛生営業指導
センターにおける関連施策

予算

融資

税制

○生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却
制度の適用期限の延長
・ 振興計画に基づく共同利用施設の特別償却制度について、
取得価額要件（100万円以上）を設定した上、その適用期限
を2年延長する。

○生活衛生同業組合等及び消費生活協同組合等の貸倒引当金の
特例措置の適用期限の延長

○商業・サービス業・農林水産業活性化税制の延長

○貸付計画額 ： １，１５０億円
（日本政策金融公庫補給金 ： 22億円、出資金3億円（補正予算関係））

○貸付制度の拡充
・福祉増進関連事業施設貸付の拡充
（高齢者・障害者が円滑に利用できるために行う設備投資について金利の引き下げ）

・中小企業・小規模事業者の資金繰り支援（補正予算関係）

★生活衛生水準の維持・向上

★生活衛生関係営業の振興、
活性化、基盤の安定

新規開設者等への生衛法や組
合等に関する情報提供の推進

都道府県生活衛生営業指導
センターの積極活用、経営指導
員・経営特別相談員の相談・
指導の充実
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○ 生活衛生関係営業の原材料・エネルギーコスト高対策
生活衛生セーフティネット貸付（経営環境変化資金）の金利の引下げ
（原材料・エネルギーコスト高の影響を受けている場合：基準利率より△0.2％、
うち小規模事業者△0.4％、経営支援型：△0.4％）

○ 生活衛生関係営業の女性活躍推進、創業支援
女性・若者等の創業前又は創業後間もない者について金利の引下げ
（適用利率より△0.2％、女性・若者又はＵターン等の場合△0.3％）

無担保融資に係る要件の緩和等
（女性の少額での創業について勤務要件等の撤廃、貸付期間の拡充等）

子育て支援に取り組む者への金利引下げ
（「くるみんマーク」の認定を受けた事業者：基準利率より△0.65％等）

○生活衛生関係営業の地方創生支援
生活衛生関係営業新企業育成資金の創設
（女性、若者、シニア向けの創業資金：基準利率より△0.4％等）

Ｕターン等で創業する者について金利引下げ（適用利率より△0.3％）（再掲）
耐震改修関連貸付制度の特例の継続（基準利率より△1.05％）

■ 事業概要
26年度補正予算：3.03億円

エネルギー価格の高止まり対策など地域における生活衛生関係営業の投資促進や基盤強化のた

め、(株)日本政策金融公庫の融資について、拡充を図る。

生活衛生同業組合の活動推進等の機
運を全国的に高めていく方策

・（一社）全国生活衛生同業組合中央会に

よる「生活衛生同業組合活動推進月間」

の実施。（毎年11月）

・ 関係機関や関係団体の連携のもと生活

衛生同業組合の周知広報や組合活動の

活性化のための取組を重点的に展開。

○ 行政、関係機関、関係団体等の連携・協力のもとに、月間の活動の推進が図られるよう、
各都道府県等におかれても、今後、生活衛生同業組合から依頼があれば、月間について後
援等のご協力方よろしくお願いします。
○ 各種申請や届出、研修会等の様々な機会をとらえ、管下の事業者に対し、生活衛生同
業組合に関する情報提供を行うとともに、衛生情報の周知等に関する生活衛生同業組合の
活用に関してもご配慮をよろしくお願いします。

お願い事項

■５つの重点活動項目

① 衛生遵守に関する自主点検活動等の衛生活動
の推進
② 生活衛生同業組合に関する周知広報の推進
③ 生活衛生同業組合によるネットワークの拡充
④ 後継者・若手人材の育成、若手による組合活動
の活性化
⑤ 営業者、消費者、行政等の関係機関の連携・
対話の推進

生活衛生同業組合活動推進月間の実施に向けて
（平成２６年７月１０日厚生労働省健康局生活衛生課長通知）
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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
関係法律の整備に関する法律（第４次一括法）の概要

【概 要】

国から地方公共団体への事務・権限の移譲等を推進するため、「事務・権限の移譲
等に関する見直し方針について」（平成25年12月20日閣議決定）を踏まえ、関係
法律の整備を行うもの。（63法律を一括改正）

【改正内容】

○ 国（地方厚生局長）から地方公共団体（都道府県知事）への事務・権限の移譲等

（生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律）
・振興計画の認定及び実施状況の報告
・振興計画の変更及び認定の取消し

（理容師法）
・理容師に係る養成施設の指定（養成施設の監督・変更・廃止含む）

（美容師法）
・美容師に係る養成施設の指定（養成施設の監督・変更・廃止含む）

【施行期日】

平成２７年４月１日

広域火葬計画の策定と広域火葬体制について

○広域火葬計画の策定・広域火葬体制の整備の必要性
・ 大規模災害により多数の御遺体の発生、火葬場被災の可能性
被災地の火葬場のみでは円滑な火葬実施に支障発生のおそれ。

→ 御遺体を円滑に火葬する体制の確保が重要
→ 都道府県は、広域的な火葬に関する計画の策定に努める（厚生労働省防災業務計画）。

○広域火葬計画の実施状況（平成26年11月現在）
・ 計画策定済み ２９件（うち１１件は、地域防災計画等の一環として策定）

○政府の取組
「広域火葬計画の策定について」（H9.11.13衛企第162号）
・ 都道府県が広域火葬計画を策定する上での留意事項等として、①計画策定上の留意事項、②計画
の記載事項、③広域火葬体制の整備、④計画策定後の措置を定める。

「大規模災害時における御遺体の埋火葬等の実施のための基本的指針」
（H26.7.30健衛発第0730第1号）
・ 政府において、関係各省の密接な連携のもと、①地方公共団体と関係団体との協定の締結の促進、
②広域的な火葬体制の整備のための地方公共団体の取組の促進を進める。

各都道府県におかれては、本年夏までに、関係部局の連携のもと、広域火葬計画の策定、
近隣地方公共団体の相互扶助協定等の締結、関係団体との資機材確保や搬送等に係る協
定の締結等の取組を進め、広域的な火葬体制の確保に特段の御配慮をお願いしたい。
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全国健康関係主管課長会議

健康局

水道課

平成２７年度水道施設整備関係予算（案）
（単位：百万円）

注1）：厚生労働省、内閣府（沖縄）、国土交通省（北海道、離島・奄美、水資源機構）、復興庁計上分の総計。
注2）：平成26年度予算額欄の上段（ ）書きは、平成25年度補正予算額を含む。
注3）：平成27年度予算案欄の上段（ ）書きは、平成26年度補正予算額を含む。
注4）：百万円単位未満を四捨五入しているため、合計額は一致しない。

区 分

平 成 2 6 年 度
予 算 額

A

平 成 2 7 年 度
予 算 （ 案 ）

B

対 前 年 度
増 △ 減 額

B－A

対 前 年 度
比 率

（％）
B/A

（ ８６,８２１） （７２,５１６）

水道施設整備費 ４０,７３０ ４７,３０５ ６,５７５ １１６.１

（ ２７,４６５） （ １６,１５５）

簡 易 水 道 １３,８５３ １４,１５５ ３０２ １０２.２

（ ４３,５９０） （ １２,７０１）

上 水 道 １１,５１３ １１,２０１ Δ ３１２ ９７.３

（ ９１） （ １００）

指 導 監 督 事 務 費 等 ９１ １００ ９ １０９.９

（ ７５２） （ ５６１）

災 害 復 旧 費 ３５０ ３５０ ０ １００.０

（ ２６,５００）

耐 震 化 等 交 付 金 ０ ５,０００ ５,０００ －

（ １４,９２３） （ １６,４９８）

東 日 本 大 震 災 １４,９２３ １６,４９８ １,５７５ １１０.６

水道施設整備費
※災害復旧費（東日本含む）を除いた場合

（ ７１,１４６） （ ５５,４５７）

２５,４５７ ３０,４５７ ５,０００ １１９.６
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水道施設整備費 年度別予算額推移
（平成21年度から平成27年度）

600億円

400億円

800億円

当初
958億円

補正
76億円

200億円

1,000億円

当初
737億円

補正 25億円

当初
416億円

当初
518億円

（東日本大震
災復興特別
会計計上分
201億円
含む。）

当初
344億円 当初

255億円

21’予算額 22’予算額 23’予算額 24’予算額 25’予算額
＋

24’補正予算額

1,034億円

762億円

518億円

644億円

712億円

26’予算額
＋

25’補正予算額

416億円

※内閣府（沖縄県）、国土交通省（北海道、離島・奄美地域、水資源機構）計上分を含む。

補正
300億円

補正
457億円

27’予算案
＋

26’補正予算額

555億円

当初
255億円

補正
250億円

当初 50億円
（交付金）

生活基盤施設耐震化等交付金
平成26年度補正予算額 ２１５億円
平成27年度当初予算案 ５０億円
地方公共団体等が実施する水道施設及び保健衛生施設

等の耐震化等を推進するため、新たな交付金を創設。

水道は、災害時においても安定した給水を確保することが求められている重要な社会インフラであり、保健衛生施設
等についても、疾病の予防・治療等の拠点となる重要な施設であることから、地域住民の社会生活基盤として、災害時
においても機能を維持する必要がある。

◇ 地方公共団体等（都道府県、市町村、一部事務組合等）が整備を行う、水道施設及び保健衛生施設等の耐震化等を
推進するため、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる交付金を創設。

◇ 都道府県が取りまとめた水道施設及び保健衛生施設等の耐震化等に関する事業計画※に基づき、耐震化事業や運営
基盤強化事業等を一体的に支援。

背 景

概 要

◇ 都道府県の裁量により、都道府県内の市町村間での
流用が可能となり、各事業の進捗状況等により、柔軟
かつ効率的な事業実施が可能

◇ 地方公共団体による自由度を高め、より都道府県の
リーダーシップの発揮が可能

◇ 今まで事業者毎に進めてきた耐震化及び広域化等に
ついて、一体的に進めていくことで、計画的かつ効率
的な建設投資が可能

ポイント

国

Ａ事業者 Ｂ事業者 Ｃ事業者

都道府県

◇ 国は、都道府県の事業計画に対し、交付金を交付

◇ 都道府県は、交付された交付金を各事業者に配分

決定権あり

交付 申請

各事業間で
流用が可能

スキーム

生活基盤施設耐震化等交付金の創設について

※生活基盤施設耐震化等事業計画
○おおむね５年間で実現しようとする目標、事業等を記載
○事前評価、中間評価（必要に応じて）、事後評価の実施及び公表
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生活基盤施設耐震化等交付金 交付対象事業について

生活基盤施設耐震化等交付金（新設分）

水道施設整備費補助

○簡易水道等施設整備費補助

・水道未普及地解消事業

・簡易水道再編推進事業

・生活基盤近代化事業

・閉山炭鉱水道施設整備事業

○水道水源開発等施設整備費補助

・水道水源開発施設整備費

・水道広域化施設整備費

・高度浄水施設等整備費

・水道水源自動監視施設等整備費

・ライフライン機能強化等事業費

○指導監督事務費

保健衛生施設等施設・設備整備費補助

一部

水道施設整備費補助（既存分）
○簡易水道等施設整備費補助

・水道未普及地解消事業

・簡易水道再編推進事業

・生活基盤近代化事業

・閉山炭鉱水道施設整備事業

○水道水源開発等施設整備費補助

・水道水源開発施設整備費

・高度浄水施設等整備費

○指導監督事務費（都道府県分）

新 規 制 度

○官民連携等基盤強化推進事業

官民連携の導入に向けた調査、計画等

（新規採択：計画策定・着工）

○水道事業運営基盤強化推進事業

水道事業の広域化に資する施設整備

○水道施設等耐震化事業

水道施設及び保健衛生施設等の耐震化に要する施設整備

○指導監督交付金（都道府県分）

現 行 制 度

交付期限
平成41年度

保健衛生施設等施設・設備整備費補助（既存分）
一部

交付期限
平成35年度

厚生労働省 都道府県

交付事業の実施交付金の配分、交付事業の審査･指導･監督交付金の交付

水道事業者等

生活基盤施設耐震化等交付金の主な事務について

◇生活基盤施設耐震化等事業計画及
び事前評価の受理

◇各水道事業者等の整備計画を取りまとめた生活基盤施設耐震
化等事業計画の作成・事前評価の実施・公表
・事業計画：おおむね５年間で実現しようとする目標、事業

等を記載
・事前評価：目標の妥当性、事業計画の効果、効率性、実現

可能性を検証

◇整備計画の策定

〔事前評価に必要なデータ等の作
成〕

◇内示通知 ◇内示通知の受理、各水道事業者等への配分の決定・通知

◇交付申請書の受理・審査・交付決
定
◇実績報告書の受理・審査・交付額
の確定

◇都道府県⇔水道事業者等
・交付申請書の受理・審査、交付決定
・実績報告書の受理・審査、額の確定

◇都道府県⇔厚生労働省
・交付申請、交付決定通知書の受理
・実績報告、確定通知の受理

◇交付申請・交付決定通知書の受理
◇実績報告・確定通知の受理

◇その他
・変更申請、事業状況報告、財産
処分承認申請等

など

◇事後評価の実施・公表（必要に応じて中間評価を実施）
・交付期間の終了後又は交付期間の最終年度に実施
・事業の進捗状況、事業効果の発現状況、評価指標の実現状
況、今後の方針を評価

◇事後評価（中間評価）の受理

◇都道府県生活基盤施設耐震化等補助金（仮称）交付要綱の策
定

◇生活基盤施設耐震化等交付金交付
要綱及び実施要領の策定

◇配分通知の受理

◇その他
・変更申請、事業状況報告、財産処分等の承認
・会計事務（支出決定、繰越、歳入）

など

〔事後評価（中間評価）に必要な
データ等の作成〕

◇その他
・変更申請、事業状況報告、財産
処分等の承認

など
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水道施設の災害復旧に対する支援（復興）
〈復興庁一括計上〉

平成２７年度予算案：１６５億円（平成２６年度予算額：１４９億円）

東日本大震災で被災した水道施設のうち、各自治体の復興計画で、平成2７年度に予定され

ている施設の復旧に必要な経費について、財政支援を行う。

（交付対象）

① 東日本大震災により被害を受けた水道施設及び飲料水供給施設（注１）を復旧する事業

→〈補助率〉 ８０／１００～９０／１００（特別立法による嵩上げ。通常は１／２）

② ①と水圧管理上一体的な関係にある給水の施設（注２）を復旧する事業

→〈補助率〉 １／２（通常は補助対象外）

③ ①の管路の漏水調査で請負に係るもの

→〈補助率〉 １／２（通常は補助対象外）

（注１） ５０人以上１００人以下を給水人口とする水道施設 （注２） 配水管から分岐して最初の止水栓までの部分

官民連携等による基盤強化のための支援事業費

8

○産業競争力会議での議論
１．期間；平成２６年度～平成３５年度（１０年間）

※集中強化期間（平成２６年度～平成２８年度の３年間）
２．水道分野における数値目標（集中強化期間内）

①集中強化期間内に実施契約を締結する予定の案件
②実施方針公表段階となる予定の案件
③事業実施に向けて具体的な検討を行っている段階の案件

６件

集中強化期間内の調査内容

①官民連携を検討している地方公共団体の情報収集
・地方公共団体に対し、官民連携の実態調査
・官民連携を検討している地方公共団体へ職員を派遣し、

聞き取り調査
・職員を派遣することにより、官民連携検討の促進

②官民連携に関する課題への対応
・官民連携促進の阻害要因の抽出とその対応策
・阻害要因の分析

例）厚生労働省単独で対応可能な事項
他省庁との調整が必要な事項 等

・阻害要因への対応
阻害要因を整理し、関係部署との協議及び調整

集中強化期間後の調査内容

●官民連携を検討している地方公共団体
への情報収集を継続

H２６ H２７ H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

情報収集業務

検討業務

●ロードマップ
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重要給水施設への水道管路強靱化事業費

基幹管路の耐震適合率は全国平均で34.8%
にとどまっている。 （平成25年度）

重要給水施設（基幹病
院や診療所、緊急避難
所等 ）に水道を供給する

管路について、優先的に
耐震化を図る必要があ
る。

重要給水施設に水道を供給する管路の耐
震化推進に係るガイドラインを作成し、優先
的に取り組むべき事項を明確化。

当該管路の耐震適合率を今後10年間を目
標に100％にまで引き上げる。

災害時における重要給水施設の機能維持
に関し、断水した場合の優先的復旧に係る
対応についてもガイドラインに併せて記載。

各事業体における耐震化計画に反映し、ソ
フト面でも強靱化を図る。

0
5

10
15
20
25
30
35

H20 H21 H22 H23 H24 H25

基幹管路耐震適合率の推移 （％）

イメージ

背景・目的

事業概要

事業スキーム

今後、公共事業の多面的な展開が想定される中、
21世紀型の国際規範となりつつある「低炭素社
会」としての付加価値を合わせて創出することが
必要。
社会システム構築は公共性が高く投資回収の考え
方に馴染まない一方で、今を逃すと長期にわたり
CO2大排出型システムのロックインが懸念される
ことから、低炭素価値向上のための国による財政
支援が不可欠。
日本の優れた・尖った技術を用いることで経済活
性化を狙う。

公共性が高い社会システムの整備に当たり、エネルギー起源二酸化炭素の排出
が長期にわたり少なくなるような技術等を導入するための事業に対し支援を行う。

期待される効果

社会システムの構築に当たっての「低炭素社会」としての付加価値の創出

平成25年度予算
○○百万円低炭素価値向上に向けた社会システム構築支援事業 平成27年度予算(案)額

7,300百万円（ 9,400百万円）

【対象事業の基本的要件】 ① 低炭素化に効果的な規制等対策強化の検討に資する事業
（規制等対策強化につなげる成果目標を設定）

② 公益性が高く資金回収・利益を期待することが困難な事業
③ モデル・実証的性格を有し、他事業への波及効果が大きい事業
④ 波及効果も含めたCO2削減効果の定量化が可能である事業
⑤ 日本型の先端技術の戦略的な活用・展開が期待できる事業

補助事業者環境省
補助金 補助金

＜具体的な事業＞
●鉄道を活用した物流の低炭素化促進事業(国交省連携)
●物流の低炭素化事業(国交省連携)
●エコレールラインプロジェクト事業

(国交省連携)

＜具体的な事業＞
●鉄道を活用した物流の低炭素化促進事業(国交省連携)
●物流の低炭素化事業(国交省連携)
●エコレールラインプロジェクト事業

(国交省連携)

＜具体的な事業＞
●地域の再生可能エネルギー等を活用した自立分散型

地域づくり事業
●信号機の省電力化等推進事業(警察庁連携)
●地域における街路灯等へのLED照明導入促進事業
●省CO2型福祉施設等モデル支援事業(厚労省連携)

＜具体的な事業＞
●地域の再生可能エネルギー等を活用した自立分散型

地域づくり事業
●信号機の省電力化等推進事業(警察庁連携)
●地域における街路灯等へのLED照明導入促進事業
●省CO2型福祉施設等モデル支援事業(厚労省連携)

環境省ガイドラインに基づき､補助事業の当初段階＆終了段階でCO2削減効果を分析･定量化(規制等による対策強化につなげる)

＜具体的な事業＞
●省エネ型データセンター構築事業(総務省連携)
●上水道システムにおける再エネ・省エネ等導入促進

事業(厚労省連携)
●地域の未利用資源等を活用した社会システム

イノベーション推進事業
●漁港の省エネ化実証事業(農水省連携)
●低炭素型の融雪設備導入支援事業

＜具体的な事業＞
●省エネ型データセンター構築事業(総務省連携)
●上水道システムにおける再エネ・省エネ等導入促進

事業(厚労省連携)
●地域の未利用資源等を活用した社会システム

イノベーション推進事業
●漁港の省エネ化実証事業(農水省連携)
●低炭素型の融雪設備導入支援事業

要件に基づく厳格
な審査

交通体系整備に
当たっての低炭素価値向上

福祉・公共施設等の整備に
当たっての低炭素価値向上

次世代型社会インフラ整備に
当たっての低炭素価値向上

●災害等非常時にも効果的な港湾地域の低炭素化推進事業(国交省連携)

間接補助（平成24､25年度は基金により執行）

国 地方公共団体
民間団体等

地方公共団体
民間団体等

非営利法人

（補助率）
1/3､1/2､定額 等

（補助率）定額

補助金補助金
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背景・目的 事業概要

事業スキーム

補助対象：水道事業者等 補助割合：１/２ 実施期間：平成25年度～平成29年度

水道事業は、主に水の移送に年間約80億キロワット（全国の電力の約0.8%）
を消費しているが、中小規模の水道施設ではエネルギー使用効率が悪く、また、
水運用では夜間等流量が減少する時間帯に末端圧力が不要に高い等の課題がある。

本事業は、社会システムの減エネを進めるため、エネルギー使用効率の悪い水
道施設の設備更新に併せて、高効率設備や、末端圧力を計測してポンプのエネル
ギー消費を制御する設備を導入し、電力使用量の削減を図ることを目的とする。
また、未利用圧力については、小水力発電設備等を導入するなど再生可能エネル
ギーの導入促進を図るものである。

上水道システムにおいてエネルギー消費を削減するため、
水道施設の更新に際し、省エネルギー・再生可能エネル
ギー設備の導入等を支援する。

期待される効果

水道事業における未利用エネルギーを有効に活用するこ
とで、消費エネルギー・CO2排出を削減し、次世代型のイ
ンフラ整備を促進する。

平成25年度予算
○○百万円
平成27年度要求額

億円上水道システムにおける再エネ・省エネ等導入促進事業（厚生労働省連携事業）

低炭素価値向上に向けた社会システム構築支援事業のうち

上水道システムにおける再エネ・省エネ等導入促進事業（厚生労働省連携事業）

ポンプ回転数で
流量制御Ｐ 100 90

バルブの開度で流量制御

Ｐ

ＩＮＶ

90

消費エネルギー大
流量90％でも電力100％

消費エネルギー小
流量90％だと電力73％

●ポンプへのインバータ導入による省エネ例

イ
ン

バ
ー

タ
導

入
に

よ
る

回
転

数
制

御

インバータ

浄水場
（又は､配水池）

圧力有効活用

小水力
発電

圧力有効活用

小水力発電

インラインポンプ
（用供からの受水の場合）

インライン浄水処理

●未利用圧力の有効利用による省エネ・再生可能エネルギー導入例

高い標高の水源等の水を浄水場等に取り込む際、通常は圧力を

開放する。 (圧力のロス) 

密閉（インライン）のまま､小水力発電･送水動力･浄水処理エ

ネルギーに活用。

水源

太陽光発電
（水道施設に設置するもの）

●その他の省エネ例
地下水（地中熱）を
利用した省エネ

事業目的・概要等

イメージ

用水供給

平成27年度要予算(案)
7,300百万円の内数

背景・目的

事業概要

事業スキーム

委託対象：民間団体等
実施期間：平成27年度

水道施設（主に導・送・配水施設）において、標高の高い場所から
浄水場や配水池等へ水を流す場合には、その圧力差がエネルギーと
して有効活用されずに失われているケースがある。
これらのエネルギーを有効利用する小水力発電を導入することによ
り、CO2排出量が削減されるとともに水道事業におけるコストの低
減にもつながるが、水力発電を導入している水道施設は全体の
2.5%と低い状況である（H23年度水道統計）。
本事業では、水道施設における小水力発電の導入を効率的に行うべ
く、導入ポテンシャル調査を実施する。本調査により抽出された導
入候補箇所に対し集中的な導入支援を行うことにより、水道事業に
おける省エネルギー対策を推進させ、CO2排出量の一層の削減及び
コストの低減を図る。

小水力発電の導入ポテンシャルの調査と把握
小水力発電導入によるCO2削減量等の推計
小水力発電導入候補地の選定 等

期待される効果

水道分野における環境対策支援の充実
未利用エネルギーの有効活用によるCO2排出の効果的な削減

平成25年度予算
○○百万円
平成27年度要求額

億円水道施設への小水力発電の導入ポテンシャル調査事業（厚生労働省連携事業）

事業目的・概要等

イメージ

平成27年度予算(案)額
280百万円(新規)

■水道事業における小水力発電の導入メリット

濁質等を含まない水流を利用できる水道施設は、小水力発電設備の設置対象
として非常に有望な設置箇所である。
水道事業者側にとっても、小水力発電設備導入により得られた利益を、他の
水道施設の維持管理等の費用に充てることができ、経営面の対策としての普
及促進の展開も考えられる。
小水力発電は、日照時間に左右される太陽光発電と比べて稼働率が高く、費
用対効果も高いため普及が期待される。

■調査方法
日本全国を7ブロックに分け、ブロックごとに調査を実施。
ブロック間の調査内容にレベル差が出ないように、調査方法は一律的なもの
とする。
設備導入候補地の抽出に当たっては、未利用エネルギーが存在する箇所を上
位（即時導入可能）・中位（設備導入に改善が必要）・下位（導入困難）等
の有望度を理由と合わせて段階別に整理する。
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災害復旧事業の実施状況
■東日本大震災に係る災害復旧補助の査定状況

平成24年度より、沿岸部の水道施設等に係る災害復旧事業で、復興計画等との調整により早
期の災害査定の実施が困難な場合には、災害査定方法等の特例を定めて実施

特例査定後の実施に際しては、厚生労働省と協議の上、保留解除の手続きが必要

年度
申請

事業者数
災害査定
件数

事業費及び調査額

通常査定 特例査定

Ｈ23年度 182事業者 241件 301億円 －

Ｈ24年度 48事業者 59件 14億円 1,001億円

Ｈ25年度 3事業者 6件 0.5億円 23億円

Ｈ26年度 2事業者 2件 0.03億円 －

合計 ※202事業者 308件 315億円 1,024億円

※ 同一事業者を除く

■特例査定の保留解除状況

Ｈ27.2.10現在

Ｈ27.2.10現在

事業者数 調査額
(億円)

保留解除件数 保留解除済み事業費 (億円)

査定実施 協議開始 H24 Ｈ25 H26 計 Ｈ24 Ｈ25 H26 計

岩手県 19事業者 8事業者 218 2件 16件 19件 37件 0.6 12.7 39.5 52.8

宮城県 22事業者 18事業者 681 12件 25件 31件 68件 13.6 79.0 96.0 188.6

福島県 5事業者 3事業者 124 － 4件 5件 9件 － 6.3 7.2 13.5

合計 46事業者 29事業者 1,024 14件 45件 55件 114件 14.2 98.0 142.7 254.9

盛岡市
(公社)日本水道協会
岩手県支部長

仙台市
(公社)日本水道協会
東北地方支部長

(公社)日本水道協会

厚生労働省水道課

被災水道事業者

○津波により街全体が壊滅的な被害を受け、復旧の目途の立たない地域については、今
後、街づくりと整合した水道の復旧・復興方法についての検討を行い、復旧、復興計
画を策定していく必要がある

○これら一連の取組みに対する技術的支援等を行う枠組みとして東日本大震災水道復興
支援連絡協議会を設置

支援水道事業者

■連絡協議会の基本的役割
・支援を求める被災事業者に対し支援事業者等をマッチン
グ （日水協他）
・支援事業者の求めに応じ水道復興計画に対し技術的助言
（有識者他）
・支援事業者の求めに応じ災害査定国庫補助事務等の情報
提供 （国、県）

■支援事業者の役割（被災事業者の要望に応じ臨
機応変に対応）

・街づくりに伴う水道整備計画（構想）等の立案支援
・復興までの水道事業実施計画の立案支援（一時的な給水
計画等を含む）
・災害査定実務の支援（国、県、日水協等との連絡調整
等）

関係者が連携
して支援

東日本大震災水道復興支援連絡協議会

宮城県

岩手県

(公財)水道技術
研究センター

(一社)全国上下水道
コンサルタント協会

福島県
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浄水発生土の放射性物質汚染への対応

放射性物質汚染対処特措法

放射性物質により汚染された廃棄物の処理

① 環境大臣は、その地域内の廃棄物が特別な管理が必要

な程度に放射性物質により汚染されているおそれがある
地域を指定

② 環境大臣は、①の地域における廃棄物の処理等に関する
計画を策定

③ 環境大臣は、①の地域外の廃棄物であって放射性物質に
よる汚染状態が一定の基準を超えるものについて指定

④ ①の地域内の廃棄物及び③の指定を受けた廃棄物（特定
廃棄物）の処理は、国が実施

⑤ ④以外の汚染レベルの低い廃棄物の処理については、廃
棄物処理法の規定を適用

⑥ ④の廃棄物の不法投棄等を禁止

一定の基準
8千Bq/kg

原子力損害賠償制度

「原子力損害の賠償に関する法律」（原賠法）に基づき、平成23年8月5日に

「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の
範囲の判定等に関する中間指針」策定。

中間指針において、東京電力が賠償すべき損害を類型化。

水、浄水発生土の検査費用

浄水発生土の処分費用 等

平成27年1月9日時点
処分方法別浄水発生土累計

放射性物質を含む浄水発生土の再利用指標

セメント・コンクリート等 ⇒製品状態で100Bq/kg以下

農業用培土 ⇒製品状態で400Bq/kg以下

園芸用土 ⇒浄水場からの搬出（原料）時点で400Bq/kg以下

グラウンド土 ⇒浄水場からの搬出（原料）時点で200Bq/kg以下

濃度別浄水発生土累計
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（農度・園芸用土）

再利用

（建設改良土）

再利用

（ｾﾒﾝﾄ原料）

最終処分

（仮置き分含む）

保管量

（未測定含む）

(t)

新水道ビジョン

新水道ビジョン（平成25年3月公表）

各種方策の推進（例）
アセットマネジメントの徹底
水道施設のレベルアップ
・施設更新、耐震化

広域化・官民連携等による組織力アップ

【 基本理念 】
地域とともに、信頼を未来につなぐ日本の水道

持続
持続性の確保

安全
安全な水の供給

強靱
強靱な水道の構築

取組みの方向性 方策推進の要素

平成１６年６月 水道ビジョンを策定
水道のあるべき将来像について、関係者が共通の目標を持ち、その実現に向けて取り組んでいくための具体的な施策や工程を示す。

役割分担の明示
都道府県ビジョンの策定
水道事業ビジョンの策定

方策の推進

～ 水道ビジョン（平成16年6月）の策定から８年以上が経過 ～

東日本大震災による水道施設の大規模な被災の経験
人口減少社会の到来により事業環境が一層厳しくなる懸念

平成２４年２月から新水道ビジョンの検討を開始

枚挙にいとまがない課題
・給水人口・給水量、料金収入の減少
・水道施設の更新需要の増大
・水道水源の水質リスクの増大
・職員数減少によるサービス水準の影響
・東日本大震災を踏まえた危機管理対策

挑戦
将来の課題に挑戦する意識

を持って取り組むこと

連携
関係者間の連携によって方

策を推進すること
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新水道ビジョンに示された各種方策を推進するため、方策の実施主体となる関係者が実施状
況を共有し、密接に連携するための枠組みとして開催。

・(公財)給水工事技術振興財団
・厚生労働省健康局水道課
・国立保健医療科学院
・(一社)水道運営管理協会
・(公財)水道技術研究センター
・全国簡易水道協議会
・(一社)全国給水衛生検査協会
・全国管工事業協同組合連合会
・(公社)日本水道協会
・(一社)日本水道工業団体連合会
・学識者

これまでの取り組み

○４回開催

（H25.8、H26.1、H26.3、H27.1）
○先進事例の収集
○ロードマップ策定 (H26.5)
○ウェブサイトの開設（H26.12）
○進捗状況の共有、連携施策の検討

今後の活動
○フォローアップ、連携施策具体化
○ロードマップのリバイス

強靱安全 持続

個別検討事項

活動イメージ

水道事業者

行政機関（都道府県）

大学・研究機関

新水道ビジョン
ロードマップ

様々な機会において情報を共有連携

構成メンバー

新水道ビジョンを踏まえた施策
の推進とフォローアップ

挑戦

新水道ビジョン推進協議会

新水道ビジョン推進協議会

新水道ビジョン推進に関する地域懇談会

１ 開催概要

全国各地の水道事業者等による各種推進方策
について、その取り組みの内容を都道府県及び
水道事業の担当者らが情報共有するとともに、
全国的に広くそれを発信して、地域内の連携を
図り、新水道ビジョンに示した施策を積極的に推
進することを目的とし、厚生労働省の主催で開催。

２ 開催趣旨

各地域における先進的な取り組みを実施して
いる水道事業におけるキーマンをゲストスピー
カーとして招聘し、話題提供をいただくとともに、
比較的少人数でのフリーディスカッションを展開
して、課題解決へのヒントを探る。

ゲストスピーカーのテーマごとに３コーナーに分
かれてディスカッション
［第一回地域懇談会（盛岡市）より］

３ 開催状況と今後について

全国各地区において順次開催。平成25年度は２箇所（北海道・東北、九州・沖縄）、平成26年
度には４箇所（関東、中部・北陸、関西、中国・四国）にて開催。

来年度以降も内容をさらに発展させる形で紹介事例の選定及び議論のテーマ設定を行い、引
き続き各地域にて懇談会を実施して行く予定。
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■厚生労働省が示す水道のビジョン

強靱強靱

■都道府県水道ビジョン ： 都道府県水道行政が作成すべきビジョン
広域的な事業間調整機能や流域単位の連携推進機能としての
リーダーシップを発揮し、将来の水道の理想像を実現させるため
の施策推進の姿勢が不可欠

→ 広域的見地から地域の水道のあり方を描き、都道府県内の水
道事業者を牽引する要素を備えるもの

■水道事業ビジョン ： 水道事業者等が作成すべきビジョン
長期的視点を踏まえた戦略的な水道事業の計画立案の必要性、
給水区域の住民に対して事業の安定性や持続性を示していく責
任

→ 必要と考えられる経営上の事業計画について、水道事業のマス
タープランとして策定、公表するもの

新水道ビジョン策定
（平成25年3月）

地域水道ビジョンによる各種施策の積極的な推進

都道府県水道ビジョン作成の手引き

（平成26年3月19日付け健水発0319第3号）

水道事業ビジョン作成の手引き

（平成26年3月19日付け健水発0319第4号）

地域水道ビジョンの推進 （都道府県・水道事業ビジョン）

安全安全

持続持続

挑戦

連携

役割分担の明示

都道府県水道ビジョンの策定
水道事業ビジョンの策定

重点的な実現方策（例）

広域化・官民連携による基盤強化
水道施設のレベルアップ
アセットマネジメントの徹底

水道事業ビジョン策定状況

水道事業ビジョン策定状況の推移
（上水道事業及び水道用水供給事業における合計プラン数）

累
計
プ
ラ
ン
数

策
定
プ
ラ
ン
数

※平成26年度の策定プラン数は平成27年2月1日現在値。

※厚生労働省において内容を確認できた年度で整理。

※複数事業を１プランでまとめているものがあるため、事業数と
は一致しない。

規模別水道事業ビジョン策定状況

事業数割合（上水道） 事業数割合（用水供給）

【策定済事業数内訳】
全 体 ： ８８６
大臣認可 ： ３７８
知事認可 ： ５０８

【策定済事業数内訳】
全 体 ： ７０
大臣認可 ： ６２
知事認可 ： ８

※策定済事業数は平成27年2月1日現在値。

※「策定済」とは厚生労働省において内容を確認できたもの。

年度

79
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都道府県が主体となって、水道事業の広域化、施設の計画的更新・耐震化、水質管理の強化といった重要施策を推進するために、これらの施策を
含めた都道府県による水道事業基盤強化計画の策定を権限委譲の前提条件とする。

広島県、中国知事会等７団体から、都道府県がイニシアティブをとって広域化等を推進するため、水道事業の認可に関する国の権限を都道府県へ移
譲する提案が寄せられ、分権改革有識者会議提案募集検討専門部会において対応方針を検討し、平成２７年１月３０日に対応方針を閣議決定したと
ころ。

○対応方針

※意欲的な都道府県に対して水道事業の認可権限を移譲することで、老朽化施設の更新・耐震化、広域化の推進等による水道事業の基盤強化につ
いて都道府県の主導権発揮を促し、持続可能な水道事業運営の推進を図る。

１ 権限移譲の方針

各都道府県における、重要施策の推進体制及び水道事業等の監視体制にはばらつきがあるといった課題もあるため、業務の監視体制や広域化等
を推進する取組に関する一定の条件を満たし、権限の移譲を希望する都道府県に対して、手挙げ方式による権限移譲を行うこととする。

水道法第46条の都道府県への権限移譲規定を根拠にして、水道事業等の認可等の権限について、厚生労働大臣が指定する都道府県が行うことに
する規定を設けることとする。

地方分権改革における水道事業等の認可権限移譲

３ 手挙げ方式による権限移譲について

広域化等を推進する水道事業基盤強化計画（仮称）を策定した上で、業務の監視体制を十分に整える都道府県であって、当該事務・権限の移譲を
希望するものに対し、都道府県内で水利調整が完結する水道事業等（都道府県が経営主体であるものを除く。）を対象に移譲する。

なお、都道府県内で水利調整が完結しない水道用水供給事業から受水する水道事業については、当該水道用水供給事業との事業統合を行うこと
を上記計画に盛り込んだ場合には移譲対象とする。

２ 基盤強化に関する計画策定について

対応方針の閣議決定を踏まえ、地方分権改革に関する制度改正と併せて所要の改正を行い、平成２８年４月（予定）の施行に向けて準備を行う。

権限移譲を認める一定の条件（水道事業基盤強化計画に定めるべき事項、都道府県の監視体制等）について具体化する検討を行う。

４ 今後の進め方について

料金収入は、人口減少の進展や節水型社会の醸成により、引き続き減少。
施設の更新需要は、平成50年頃をピークに増大が見込まれる。
平成37年には、必要な更新に対する投資額が不足することが見込まれる。

水道の更新需要と投資額の将来推移

22
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○H25年度の管路更新率0.79%から単純に計算すると、

全ての管路を更新するのに約１３０年かかると想定される。

管路更新率（％）

×100更新された管路延長

管路総延長

管路経年化率（％）

×100
法定耐用年数を超えた管路延長

管路総延長

出典：水道統計

水道管路は、法定耐用年数が４０年であり、高度経済成長期に整備された施設の更新が進まないため、管
路の経年化率 （老朽化） は、ますます上昇すると見込まれる。

○年々、経年化率が上昇。

→ 老朽化が進行
○年々、更新率が低下し、近年は横ばい。

→ 管路更新が進んでいない

管路の老朽化の現状と課題

H25年度
厚生労働
大臣認可

都道府県
知事認可

全国平均

管路更新率 0.86% 0.64% 0.79%

管路経年化率 12.0% 7.2% 10.5%

管
路

経
年

化
率

（
％

）

管
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（
％

）

今後30年間における管路の経年化の進展
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【試算条件】
・全管路延長は65万４千km※で一定
※平成25年度末延長

・年間更新率は0.79※で一定
※平成25年度実績

・管路経年化率は、法定耐用年数の40年と
設定

【凡例】
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56.4％

：管路経年化率
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水道事業におけるアセットマネジメント

長期的な視点での持続可能な水道施設の管理運営には、
アセットマネジメントが必要不可欠

水道事業におけるアセットマネジメントとは・・・
→ 水道施設による給水サービスを継続していくために必要な補修、更新といった施

設管理に必要な費用と、そのための財源を算定し、長期的視点に立って経営して
いくこと。

金額

今後必要な施設更新費用
施設更新への投資可能額

｜ ｜ ｜ ｜ ｜
現在 10年後 20年後 30年後 40年後

更新需要に対
応できない 金額

｜ ｜ ｜ ｜ ｜
現在 10年後 20年後 30年後 40年後

健全施設の
供用延長等

耐震化を伴う
更新の前倒し等

金額

｜ ｜ ｜ ｜
現在 10年後 20年後 30年後 40年後

40年後までに○○億円が必要

更新需要の平準化「今後必要な施設更新費用」と「施
設更新への投資可能額」の比較

施設の統廃合、ダウンサ
イジング等により、更新費
用の削減の検討

料金改訂等により、
財源の確保の検討

持続可能な
事業運営へ

厚生労働省のアセットマネジメントに関する取り組み

厚生労働省は、平成21年7月7日に「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する
手引き」を作成
中小規模の水道事業者においては、手引きが詳しいためすぐに実践するには活用しにくい面もあ

ると考えられることから、アセットマネジメント実践のための「簡易支援ツール」を作成し、平成25年
6月に公表
全ての都道府県で「簡易支援ツール」に関する講習会等を実施し、水道事業者のアセットマネジメ

ントへの取組を推進。
平成25年度の全体の実施率は平成24年から1年で22.2ポイント上昇（399事業者が簡易支援ツー

ルを使用してアセットマネジメントの実施、検討）。

アセットマネジメントの実施状況 （単位：事業者数）

計画給水人口
5万人
未満

5万人～
10万人

10万人～
25万人

25万人～
50万人

50万人
以上

用水供給
事業

合 計

H24 割 合 12.5% 46.4% 66.2% 72.1% 84.0% 67.0% 29.4%

H25

調査事業者数 958 209 144 57 26 92 1,486

実施事業者数 348 145 126 53 26 69 767

割 合 36.3% 69.4% 87.5% 93.0% 100% 75.0% 51.6%

H24からH25への割合の伸
び（ポイント）

23.8 23.0 21.3 20.9 16.0 8.0 22.2

注）実施事業者数には実施中の事業者も含まれる

今後の事業実施にあたっては、アセットマネジメントの結果を活用し戦略的な事業運営を！

（平成26年1月末時点）
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水道施設の耐震化率は、基幹的な水道管で34.8％、浄水施設22.1％、配水池47.1％であり、依然とし
て低い状況。

水道事業者間でも耐震化の進捗に大きな開きがあり、全体として底上げが必要。

（※）耐震適合率＝（耐震適合性のある基幹管路の延長）／（基幹管路の総延長）
地震時でも継ぎ目の接合部分が離脱しない構造の耐震管に加え、耐震管以外でも管路が布設された地盤性状を勘案すれば耐震性があると評価

できる管を含めて「耐震適合性のある管」としている。

水道事業の耐震化の状況（平成25年度）

年度 年度 年度

基幹管路の耐震適合率（平成25年度）
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水道管路は、高度経済成長期に多くの延長が布設されているが、これらの多くは耐震性が低く、震災時の安定給水に
課題がある。全国の耐震適合性のある管路の割合は３４．８％にとどまっており、事業体間、地域間でも大きな差があ
ることから、全体として底上げが必要な状況である。

【全国値】（平成24年度） （平成25年度）

３３．５％ → ３４．８％
１年間の伸びは１．３ポイント
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水道耐震化推進プロジェクト

水道耐震化推進プロジェクト会議
（ 赤川議長 ）

水道耐震化推進プロジェクト検討会
（ 伊藤委員長 ）

WG（水道PRキャンペーン）

サブWG1
水道事業体啓発

サブWG2
情報発信

サブWG3
住民協働ｷｬﾝﾍﾟｰ

ﾝ渉外

●ステークホルダーに応じた広報施策の展開
●オープンな情報発信によるリスク・コミュニケーションの構築
●情報の見える化（抽象的な表現の排除）
●各水道事業体の規模等に応じた効果的な広報と広域的連携

水道研究発表会フォーラム
引用：日本水道協会HP

座間市、坂戸、鶴ヶ島水
道企業団と連携し耐震化
のPRキャンペーンを実

施

（プロジェクト構成団体）
厚生労働省
公益社団法人 日本水道協会
一般社団法人 日本水道工業団体連合会
公益財団法人 水道技術研究センター
一般社団法人 全国上下水道コンサルタント協会
全国管工事業協同組合連合会
株式会社 日本水道新聞社
株式会社 水道産業新聞社

2012年5月 水道研究発表会フォーラム 「水道施設の耐震化・更新のための広報を考えよう」
2012年10月 北海道旭川市第81回全国総会 「水道耐震化推進プロジェクト」の設立表明

サブWG4
住民協働ｷｬﾝﾍﾟｰ

ﾝ資料作成

水道耐震化ポータルサイト（水道耐震化推進プロジェクト）

水道事業体のPRを支援するサイト
・水道の耐震化に関する広報・パンフレット・写真等の情報発信を行う。

http://suido-taishin.jp/

http://www.suidosos.com/

サイトの掲載内容（予定）
・耐震化率都道府県別マップ★
・耐震関連水道HotNews ★
・水道管路被害予測システム及び手引き
・適合地盤判定支援
・水道事業体の広報事例★
・水道施設の災害写真等★
・水道PRキャンペーン関連情報

水道ＳＯＳ図鑑、スローガン
Ｄｒ．すいどー、テレビCM、パンフ等

水道耐震化ポータルサイト 検索

注）★印など一部掲載中

今後充実していく予定

みんなの水道クリニック 検索
注）水道PRキャンペーンのWebサイトも掲載しています
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認可等に関する申請や審査等についての厚生労働省健康
局水道課の基本的な考え方を取りまとめたもの

認可等にあたっては、それぞれの水道事業や水道用水供給
事業によって地域の実情、歴史的な沿革等が千差万別であ
ることから、それぞれの実態を踏まえて適切に取り組まれた
い

「水道事業等の認可の手引き」の改訂（平成23年10月3日）

「水道事業等の認可の手引き」
<http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/jouhou/other/dl/o10_1003_renraku4.pdf>

事業認可等に関する改正等について

「水道施設整備事業の評価実施要領」（平成16年7月12日策定、平成23年7月7日改正）

「水道施設整備費国庫補助事業評価実施細目」 （平成16年7月12日策定、平成23年7月7日改正）

「水道事業の費用対効果分析マニュアル」（平成19年7月策定、平成23年7月改訂）

「水道施設整備事業の評価実施要領等解説と運用」（平成23年7月策定） に基づき、適切に評価を実施
※事業評価の事例や知見の蓄積、総務省における政策評価の点検の結果（客観性担保評価活動）や行政刷新会議「事業仕分け」における評価など
を踏まえ、平成23年7月、実施要領、実施細目、マニュアルを一部改正するとともに、解説と運用を新たに策定

評価
対象

○簡易水道等施設整備費補助金の交付を受けて実施する事業
○水道水源開発等施設整備費補助金の交付を受けて実施する事業

○水資源機構が実施する事業（厚労大臣がその実施に要する費用の一部を補助する者に限る）

事前
評価

事業費10億円以上の事業を対象に、事業の採択前の段階において実施

事業採択後5年を経過して未着手、10年を経過して継続中、10年経過以降は原則5年経過して継続中の事業を対象に実施
なお、水道水源開発のための施設（海水淡水化施設を除く）の整備を含む事業は、本体工事等の着手前に実施。ただし、この場合は以

後10年間評価を要しない（平成21年4月より導入）
また、社会経済情勢の急激な変化等により事業の見直しの必要が生じた場合は、適宜実施

再評価

事業評価の適正な実施について

「生活基盤施設耐震化等交付要綱」に基づき、適切に評価を実施

評価対象 ○生活基盤施設耐震化等交付事業計画 （生活基盤施設耐震化等交付金に係る事業）

事前評価

生活基盤施設耐震化等交付金に係る事業（事業計画）

水道施設整備に係る国庫補助事業及び水資源機構が実施する事業

中間評価 事後評価

生活基盤施設耐震化等交付事業計画の作成・変更時に実施

交付期間の終了時に実施必要に応じて交付期間の中間年度に実施
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個別ダム検証の進め方等

水循環基本法/水循環基本計画
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運営面や技術面の強化など様々な課題解決について、小規

模事業体単独の取組では対応が困難な状況にある。

【課題】・水需要の減少に伴う料金収益の減少 ・施設稼働率の低下

・人材の確保・育成（技術の継承） ・老朽化した施設の増加 など

水道事業の広域化による運営基盤の強化

【解決に向けて】

複数の水道事業体による事業統合等の広域化により運営

基盤の強化を図るとともに、人口減少社会に適合した水道

施設の抜本的な再構築への取組が必要。

事業統合に伴う水道施設の再構築

0

25

50

75

100

125

150

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060

給水収益 有収水量

有収水量の減少に伴い

料金収益の減少が見込まれる

料
金
収
益
（
億
円
）

年
間
有
収
水
量
（
億
㎥
）

（出典）年間有収水量及び給水収益の実績：水道統計

将来有収水量：厚生労働省水道課が「新水道ビジョン（平成25年3月）」の策定にあたり推計。

有収水量及び料金収益の実績と見通し
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○ 事業統合

○ 広域連携

広域化に向けた主な取組状況

群馬東部地域 ・太田市、館林市、みどり市等３市５町の水平統合
・Ｈ２５年１０月、「群馬県東部水道事業の統合に関する基本協定書」を締結
・Ｈ２８年４月に事業統合（予定）

秩父地域 ・秩父市、横瀬町、小鹿野町、皆野・長瀞上下水道組合の水平統合
・Ｈ２６年４月に広域化準備室を設置し、広域化基本構想・基本計画を鋭意作成中
・Ｈ２８年４月の事業統合（予定）

君津広域水道企業団 ・木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市との垂直統合
・Ｈ２８年度中に事業統合（予定）

大阪広域水道企業団 ・四條畷市、太子町、千早赤阪村との垂直統合
・Ｈ２６年４月、「水道事業の統合に向けての検討、協議に関する覚書」を締結
・Ｈ２９年４月に事業統合（予定）

香川県 ・香川県及び１６市町の垂直・水平統合
・Ｈ２６年１０月、「広域化方針」を了承
・Ｈ２７年４月に広域水道事業耐設立準備協議会を設置（予定）

八戸圏域水道企業団 ・青森県南及び岩手県北の２１事業体による広域連携
・施設、水質データ管理、施設管理及び料金等システムの共同化を実施
・Ｈ２７年４月から順次、運用開始（予定）

奈良県 ・県内の全ての水道を「県域水道」として水道資産（施設、人材、財務、技術力等）の最適化
を図る「県域水道ファシリティマネジメント」を実施

沖縄県 ・沖縄本島及び本島周辺離島８村の広域連携
・Ｈ２６年１１月、水道広域化へ基本合意 （第１段階：水道用水供給範囲の拡大）
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■水道事業の運営基盤強化に関する調査

① 小規模水道の運営管理に関する検討調査 （Ｈ１８）

小規模水道における施設管理業務の共同化、遠隔システムの導入等による業務の効率化について、モデル地域にお
いて検討。

② 小規模水道の広域的な運営管理と危機管理対策に関する調査 （Ｈ１９）

①の調査に引き続き、広域的管理における危機管理対策や民間委託の際の留意事項等について検討。

③ 運営基盤強化のための水道事業規模に係る基礎調査 （Ｈ１９）

水道事業における各種業務の実施レベルと事業規模（給水人口、職員数）との相関関係について、事業体へのアン
ケート結果を中心に検討。

④ 運営基盤強化のための水道事業規模に係る検討調査 （Ｈ２０）

業務指標（ＰＩ）等を利用し、モデル地域における事業統合の効果を検証。

⑤ 水道広域化検討の手引き （Ｈ２０）

水道広域化の具体的な検討方法、検討事例及び導入手順とフォローアップ等を示しているもので、地域水道ビジョンな
どの各種計画を策定する際の案内書。

⑥ 水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き （Ｈ２０）

アセットマネジメントの実践について解説。アセットマネジメントに基づく中長期の更新需要・財政収支見通しは、広域化
の検討に重要なデータとなる。

⑦ 水道事業の再構築に関する施設更新費用算定の手引き （Ｈ２３）

水道の利用者等に施設更新や耐震化の必要性を分かりやすく説明するために、必要とする費用を定量的に算出できる
モデルを示したもの。

⑧ 水道事業における広域化事例及び広域化に向けた検討事例集 （Ｈ２５）

平成元年以降の広域化事例及び広域化に向けた検討事例について事例集としてとりまとめたもの。

水道広域化の取組に関する技術的支援

【水道施設整備におけるPFI事業への対応】

【平成27年度予算措置】

【厚生労働省における取組】

・「水道分野における官民連携推進協議会」の開催
PFIを含む多様な連携形態に関する情報交換等を行うことにより、水道事業者等と民間事業者の連携推進を図るため、

平成22年度から「水道分野における官民連携推進協議会」を全国各地で毎回約100～200名の

出席者のもと開催。

平成26年度は、東京、新潟、仙台、福岡の４カ所で実施。

・「水道事業における官民連携に関する手引き」の作成 （平成26年3月）

従来のＰＦＩ導入検討の手引き等を再編し、公共施設等運営権制度

（コンセッション方式）の導入に向けた内容の充実を図った。

コンセッション方式を活用した事業を官民連携等基盤強化の方策の一つとして、事業実施に向けて具体的な検討を行う段階の案件が対象。

・地方公共団体が実施する水道事業における官民連携の導入に向けた調査、計画作成等事業。

（生活基盤施設耐震化等交付金（仮称） の内数、実施主体：地方公共団体）

・地方公共団体における官民連携の検討を促進させることを目的として、コンサルタントによる助言等を実施。

（官民連携等基盤強化支援事業費 ０．１億円、実施主体：国）

・従来は、ＢＴＯ方式のみ対象としていたところであるが、平成２７年度より水道施設整備費補助及び生活基盤施設

耐震化等交付金（仮称）において、ＢＯＴ方式も対象に拡大。

水道事業における官民連携（PPP/PFI）推進に向けて

○ 水道事業体の運営基盤の強化を図るために、民間事業者の経営上のノウハウや技術的能

力を活用するPPP（官民連携）への期待が高まっている。

○ 我が国の水道事業では、比較的大規模な水道事業に多くみられ、PFI導入事例はこれまで

12件となっている（参考資料参照）。
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日本の高い水道技術を活かし、水道分野における国際展開を推進するため、民間企業や自治
体等による活動を支援し、関係者一体の施策展開を図る。

日本経済再生本部（平成24年12月26日 閣議決定により設置）

（資源確保・インフラ輸出戦略の推進）

世界各地の現場で働く邦人の安全を最優先で確保しつつ、エネルギー鉱物資源の海外権益確保と我が国の世界最先端イン

フラシステムの輸出を後押しするため、内閣官房長官は関係大臣と協力して、関係閣僚会議の場などを通じて推進すること。

（平成25年1月25日 第3回会合）

水道産業国際展開に係る政府の動き

経協インフラ戦略会議（平成25年3月12日 内閣総理大臣決裁により設置）

インフラシステム輸出戦略（平成25年5月17日 第4回経協インフラ戦略会議決定）

（中小・ 中堅企業 及び 地方 自治体 のインフラ 海外展開の促進 ）

・ 医療、リサイクル、水分野など特定分野においてポテンシャルを有する中小・中堅企業への支援、地方自治体

の海外展開について後押しする。

厚生労働省では、案件形成段階から、官民が密接に連携して相手国に関与し、日本企業の
受注を後押しするため、東南アジアを中心とする途上国においてセミナーや現地調査等を実
施している。

来年度も実施する予定であるので、関心のある民間企業や水道事業者等の積極的な参加
をお待ちしている。

◆水道セミナー及び現地調査：

相手国の水道事業関係者を対象
に水道セミナーを開催し、日本の水

道技術や企業をＰＲするとともに、海外案
件の発掘のため本邦企業による現地調
査を行い、現地政府、水道事業体等に日
本型水道システムの導入を提案。

【平成26年度】ラオス（写真上段）

インドネシア（写真下段）

ベトナム

◆官民連携型案件発掘調査：

施設、設備導入や水道事業への参入
につなげるため、本邦の水道事業体と
民間企業が共同で行う案件発掘調査を
支援。 【平成26年度】 ベトナム 2件

ラオス公共事業省ブンチャン大臣表敬

民間企業
施設の設計・建設
高度な水処理技術

地方自治体
水道事業運営

ノウハウ

水道セミナー会場

インドネシア公共事業省との協議 急速ろ過の既設浄水場視察

水道産業の国際展開に係る厚生労働省の取組

129



水道産業国際展開推進事業
（水道セミナー、現地調査 H20年度～）

インド
H23 セミナー ：ライプール

現地調査：バドラプール、アンバルナス
H24 セミナー ：ゴア、プネ

現地調査：カラド、プネ

インドネシア 現地調査
H23 ジャカルタ、スマラン、プカンバル
H24 ソロ市等地域、西ジャワ州
H25 ブカシ、西ジャワ州 、ロンボック
H26 デポック市、ボゴール市

ベトナム
H21 セミナー ：ハノイ

現地調査：ハイフォン、ダナン、
ハナム省

H22 セミナー ：ハイフォン
現地調査：ホーチミン、フエ、

クァンニン省
H26 現地調査：ハイフォン市、

クァンニン省

中国
H20 セミナー ：北京

現地調査：長興県
H21 現地調査：長興県、余姚市

カンボジア
H20 セミナー ：プノンペン

現地調査：プレイベン、コンポンチュ
ナン、コンポンスプー

H21 セミナー ：プノンペン
H22 セミナー ：プノンペン

現地調査：シェムリアップ、バッタン
バン、シアヌークビル

H23 セミナー ：プノンペン
H24 セミナー ：プノンペン
H25 現地調査：プノンペン、カンダール

ラオス
H25 セミナー ：ビエンチャン

現地調査 ：ルアンパバン
H26 セミナー ：ビエンチャン

現地調査 ：ビエンチャン

水道産業国際展開推進事業
（官民連携型案件発掘調査 H23年度～）

ベトナム・ハイフォン市
（H23官民連携 北九州市）

・ブロック配水システムの整備案件発掘調査
（H24官民連携 北九州市）

・工業団地専用水道維持管理業務案件発掘調査

マレーシア・スランゴール州
（H23官民連携 埼玉県）

・ポリシリカ鉄凝集剤への転換可能性調査

ラオス・ルアンパバン市
（H24官民連携 さいたま市）

・環境共生型上下水道整備案件発掘調査

アゼルバイジャン
（H23官民連携 神戸市）

・水質検査業務案件発掘調査

ベトナム・ホーチミン市
（H25官民連携 北九州市）

・浄水場整備に係る案件発掘調査（乾期）
（H26官民連携 北九州市）

・浄水場整備に係る案件発掘調査（雨期）

ベトナム・バリア・ブンタウ省
（H26官民連携 川崎市）

・コン・ダオ県における上下水道案件発掘調査

ミャンマー・エヤワディ管区
（H25官民連携 神戸市）

・浄水場整備に係る案件発掘調査
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項目 現行目標値 新目標値

フタル酸ジ（２－エチルへキ
シル）

0.1 mg/L以下 0.08 mg/L 以下

1,3-ジクロロプロペン 0.002 mg/L以下 0.05 mg/L以下

オキシン銅（有機銅） 0.04 mg/L以下 0.03 mg/L以下

項目 現行基準値 新基準値

ジクロロ酢酸 0.04 mg/L以下 0.03 mg/L以下

トリクロロ酢酸 0.2 mg/L以下 0.03 mg/L以下

【水質基準項目】（平成27年４月１日施行）
ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸に係る水質基準の見直し

【水質管理目標設定項目】（平成27年４月１日施行予定）

フタル酸ジ（２－エチルへキシル）及び対象農薬リスト掲載農薬類の目
標値の見直し

水質基準等の見直し

検査方法告示 今後の改正予定

• フェノール LC/MS法の追加

• 標準原液・標準液および試薬の信頼性確保

標準原液について、計量法に基づく国家計量標準にトレーサビリ

ティが確保されたものを用いてもよいとする規定を追加する。た

だし、濃度については各別表にある標準原液濃度のとおりとす

る。
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＜目的＞

• 飲料水を原因とする国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる
健康被害の発生予防、拡大防止等の危機管理の適正を図る。

＜対象となる飲料水＞

• 水道水（水道法の規制対象）

• 小規模水道水（水道法非適用の水道水）

• 井戸水等（個人が井戸等からくみ上げて飲用する水）
※ボトルウォーターは食品衛生法により措置されるため対象外

＜情報収集の対象＞

• 水道水の水道原水に係る水質異常

• 水道施設等において生じた事故

• 水道水を原因とする食中毒等の発生

• 小規模水道水又は井戸水等の水質異常等の発生

45
国における情報伝達、広報、対策の実施等を規定

飲料水健康危機管理要領について
（平成９年策定、平成25年最終改正）

• 水道原水又は水道水、飲用井戸等から供給される飲料水につ
いて、水質異常を把握した場合、都道府県等や水道事業者等に
対し、厚生労働省へ報告を依頼。

• クリプトスポリジウム等の検出についても、当該通知の報告様式
を用いて報告。

飲料水健康危機管理要領について

「健康危機管理の適正な実施並びに水道施設への被害情報及び
水質事故等に関する情報の提供について」

（平成25年10月25日付け健水発第1025第1号水道課長通知）
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• 水道水源に排出された場合、水道水質事故の原因となるこ
とを排出側に知らせ、注意を促すことが重要

• 水道水源に流入した場合に速やかに連絡される体制を構
築するため、関係者との連携に努める

• 浄水施設に対する当該物質によるリスクの把握に努める

• 通常の浄水処理により水質基準又は水質管理目標設定項
目に係る物質のうち人の健康の保護に関する項目に該当す
る物質を高い比率で生成することから、万一原水に流入した
場合に通常の浄水処理では対応が困難な物質

対象物質の要件

対象物質の取り扱い

「浄水処理対応困難物質」の設定について

レベル判定実施率は、クリプトスポリジウム対策指針の策定後、向上している。
対策が必要なレベル３とレベル４の浄水施設のうち、2.7％の浄水施設（給水人口332
万人）においては、対策を検討中となっている（H24年度末）。

〔H25年3月末現在〕

クリプトスポリジウム等対策の実施状況

未対応人口の割合

0～ 5%
5～10%
10～20%
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水道事業体を対象にした、精度管理や検査内容の確認状況、委託料金等についての調査の結果から以下の課

題が判明。

○ 登録検査機関の主な選定理由として、価格面や立地面を重視。水道GLP等を取得した信頼性が高い登録検査機関を選定する
水道事業体は少ない。

○ 登録検査機関以外の施設保守管理会社や水質分析機関等に委託する事例等契約形態が適切ではない。

○ 水質検査の結果の確認について、水質分析の成績書の提出だけを求め水質検査の内容自体を把握していない。

○ 登録検査機関の選定や委託後において精度管理の状況を把握していない。

○ 水質検査の委託契約の中で、緊急時の水質検査の取り決めがない。

○ 委託費用について、水質検査の実施に必要なコストを見込むことが困難な程の低廉な価格で業務を委託している。

水道事業体の水質検査の委託に関する留意点

水質検査の信頼性確保に関する取組検討会報告を踏まえて、水道法施行規則を改正
（平成２４年４月１日施行）

水道事
業者等

適切な委託の確保（書面契約、適切な委託料、迅速な検査、日常業務確認
調査により検査内容確認、 臨時検査の実施等）

適切な業務発注の確保（適切な特記仕様書や費用積算、精度管理状況の
把握、低入札価格調査等の活用、落札業者の積算確認）

水質検査計画の充実（委託内容の具体化）

水質検査は、水道の安全性を確認する重要なものですので、信頼性の高い検査の実施が確
保されるよう、適切な水質検査の委託の徹底をお願いいたします。

各検査機関が検査実施標準作業書等に示す検査方法の妥当性を評価する基準として、
先行していた食品分野を参考に、妥当性評価ガイドラインを作成し平成24年９月に通知
（本ガイドラインの適用は平成25年10月１日から）。
また、本ガイドラインに係るＱ＆Ａ集を平成26年１月に発出。

要検討項目や対象農薬リストに掲載されて
いない農薬類の標準検査法を従来の方法
で早急に定めることは容易ではない。

標準検査法が定められていない項目につ
いては、得られた検査結果の信頼性が十
分でなく、これらの結果の活用に限界があ
る。

標準検査法が定められていない項目

標準検査法には、同等以上の機器等の使
用を認める記述がなされているが、同等以
上の判断は個々の検査機関に委ねられて
おり、科学的な判断基準はこれまでなかっ
た。

標準検査法は、検査法としての妥当性は
確認されているが、個々の検査機関の検
査実施標準作業書等に定める試験手順や
使用する機器、設備等の妥当性を検証す
る必要がある。

標準検査法がある項目

「水道水質検査方法の妥当性ガイドライン」策定
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• 登録水質検査機関の指導・監督については、登録時及び３年ごとの登録更新時に
「登録の手引き」に基づいて作成された申請書類を審査するほか、外部精度管理
によって問題が発覚した検査機関に対する助言、指導を実施。

• これらの指導等に加えて、登録水質検査機関における水質検査の更なる信頼性を
確保するべく、登録水質検査機関における日常の水質検査業務管理において遵守
すべき要領を策定。

• 業務管理要領に基づいた業務の実施状況については、日常業務確認調査でも調
査する。

「登録水質検査機関における水質検査の業務管理要領検討会」にて要領案を
検討し、平成24年９月21日に「登録水質検査機関における水質検査の業務管理要
領の策定について」通知。

「登録水質検査機関における水質検査の業務管理要領」策定

安全な水供給のための施設や管理方法の検討にあた
り、水源リスクを把握することが必要。

水安全計画の策定手法が有効だが、策定率は１割に
満たない。（平成２５年３月末時点）

リスク把握や水安全計画策定の負担感が大きく、効
率化が必要。

水道水源のリスク把握

水道水源事故対応の現状と課題

全事業者
上水道事業、又は

用水供給事業を経営
簡易水道事業のみ経営

策定済
(  6.1%) 策定中

(  3.5%)

未着手

（検討中

含む）
( 90.4%)

策定済
( 11.0%)

策定中
(  5.6%)

未着手

（検討中

含む）
( 83.4%)

策定済
(  0.5%)

策定中
(  1.0%)

未着手

（検討中

含む）
( 98.5%)

作成支援ツール簡易版の開発

中小規模の水道事業者等を念頭
においた水安全計画策定支援方
策が必要。
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貯水槽水道の管理水準向上のために

簡易専用水道の管理の検査の受検率は8割程度にとどまっており、地域によっ
てはさらに低い場合もある。

条例等により設置者の施設設置の届出を制度化し、併せて水道事業者等から
定期的に施設所在地の情報提供を受けることにより、施設所在地を把握してい
る行政庁において、法定検査の受検率が高い傾向。

行政庁と水道事業者の間で、貯水槽水道の施設所在地情報の共有化を促進
し、簡易専用水道の受検指導を効果的に行うことで法定検査受検率向上の推
進をお願いしたい。

法定検査の結果、特に衛生上問題がある状況が認められる場合において、設
置者から行政庁へその旨報告することとされているが、この規定は設置者の了
解を得た上で検査を実施した登録簡易専用水道検査機関が代行して行政庁に
報告すること（代行報告）を妨げるものではない。

衛生行政部局と水道事業者等との貯水槽水道の情報共有、登録水質検査機
関による検査結果の代行報告、未受検施設への指導実施を組み合わせて行うこ
とで、貯水槽水道の管理水準の向上につなげたい。

「貯水槽水道の管理水準の向上に向けた取組の推進について」
（平成２２年３月２５日健水発0325第５号水道課長通知）
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社会保障分野における
番号制度の導入について

厚生労働省政策統括官付情報政策担当参事官室

1

１．制度の理解と住民説明

• 平成28年1月 個人番号の利用開始（申請者等に対し、各種申請書類へ個人番号の記入を求める等）
• このため、窓口担当者を含め関係業務に関わる職員は、住民等からの問合せに対応できるよう、番号制

度への理解を深める必要がある。
※ マイナンバーホームページ（内閣官房HP） → 「番号制度の概要」

２．取扱いガイドラインの遵守

• 特定個人情報(※1)の取扱い等に関しては、番号法等に基づき厳格なルールが定められており、違反した
者には罰則が適用される場合がある。

• 個人番号を取扱う実務担当者は、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等・
地方公共団体等編）」 (※2)に基づき、適切な取扱いが行われるよう留意されたい。

※１ 特定個人情報とは、個人番号をその内容に含む個人情報のこと。
※２ 特定個人情報保護委員会ＨＰ→「法令・ガイドライン」→「ガイドライン」

３．関係事務の洗い出しと業務フローの見直し

• 番号制度導入に当たっては、個人番号を利用する事務、当該事務の所管課及び関係課を網羅的に洗
い出した上で、個人番号を利用する時点を確認するなど、制度導入後の新たな業務フローを作成する。

• 当該業務フローは、システム改修要件の明確化、セキュリティ対策等に活用されたい。 21ページ参照

４．業務システムの改修等

• 上記業務フローも活用した上で、番号制度導入に必要な業務システムの改修に向け、改修要件の整理、
改修費用の予算措置（予算要求、補助金申請）、システム調達等を行っていただきたい。

• 見積書の精査（見積書の内訳から工数等の妥当性確認、複数者から見積を取得し比較等）が必要。
23ページ参照

社会保障・税番号制度の導入の準備（概要）

マイナンバー

特定個人情報保護委員会
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平成25年５月 番号関連法の成立・公布

平成26年度～ システム改修等の設計・構築

平成27年10月～ 国民への個人番号の通知の開始

平成28年１月～ 個人番号の利用の開始

個人番号カードの交付の開始
（個人の申請により市町村が交付）

平成29年１月～ 国の機関間での情報連携の開始

平成29年７月目途～ 地方公共団体・医療保険者等との
情報連携も開始

2

社会保障・税番号制度の全体スケジュール

都道府県による市区町村への支援等

3

都道府県におかれては、管下市区町村における番号制度の導入準備作業が円滑に実

施されるよう、準備状況の把握、助言等の支援をお願いしたい。

（昨年１０月内閣官房からも依頼済）

また、各都道府県において、管下市区町村の福祉部門担当者を対象とした研修会等を

開催する際には、厚生労働省からも講師を派遣するなどの支援を行う。

上記の導入準備作業に必要な情報は、デジタルＰＭＯ（42ページ参照）に掲載されてい

るので、各地方公共団体の番号制度主管課からアカウントを取得した上で参照されたい。

138



マイナンバーの取扱いを分かりやすく解説した
ガイドラインがあります。

マイナンバーには、利用、提供、収集・保管の制限があります。

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

・地方公共団体は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のため
に、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。
・地方公共団体は、委託先に対する法律上の監督責任があります。
・マイナンバーを取り扱う事務の委託を受けた者が再委託を行うには、委託者の許諾を得る必要があります。

マイナンバーの適切な安全管理措置に組織としての対応が必要です。

・マイナンバーの利用、提供、収集・保管は、法令に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務を
行う場合に限定されています。
・地方公共団体がマイナンバーを利用するのは、個人番号利用事務、個人番号関係事務、番号法第19条第
12号から第14号までに基づき特定個人情報の提供を受けた目的を達成するために必要な限度で利用する
事務に限られます。
・マイナンバーを取り扱う必要がなくなった場合は、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除しな
ければなりません。

ガイドラインでは、これらのマイナンバーの取扱いについて具体例を用いて
解説しています。

特定個人情報保護委員会

特定個人情報…マイナンバーを
その内容に含む個人情報

4

ガイドライン（行政機関等・地方公共団体等編） をご覧ください。

本人

申請

給付

各種書類

○ 番号制度導入後は、ＡとＢの間で情報をやりとりすることで、添付書類の省
略や給付の適正化が図られる。

申請

給付

本人

○ 社会保障の手続では、所得証明書などの
添付書類をＡから求められた場合、本人はＢ
から取得した上で申請している。

○ ＡとＢとの間で併給を禁止している場合など
は、本人の申告に基づき給付の調整をしている。

申請書

① 住民票・所得証明書等の添付省略
② 異なる制度間における給付調整の確実性の向上
③ 情報提供等記録開示システムを活用したお知らせ情報の表示

個人番号

お知らせ
情報の表示

自己情報
表示

情報提供等記録
開示システム

添付書類の省
略により、国民
利便性が向上

5

関係機関Ａ

関係機関Ｂ

現状 今後

関係機関Ａ

関係機関Ｂ

個人番号を利用した
情報連携

情報連携によ
り、添付書類
の発行事務が

効率化

情報連携により、
給付の適正化が
図られる。

お知らせ情
報の表示に
より通知事
務が効率化

行政からの各
種お知らせ、自
分の情報等を
入手できる。

社会保障分野における番号利用による効果
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個人番号の確認
（正しい番号であることの確認）

身元（実在）の確認
（番号の正しい持ち主であることの確認）

通知カード

※ 上記が困難な場合は、
• 地方公共団体情報システム機構への確認

（個人番号利用事務実施者）
• 住民基本台帳の確認（市町村長）
• 過去に本人確認の上で作成したファイルの

確認 など

住民票
（個人番号付き）

または 等

※ 上記が困難な場合は、
• 健康保険の被保険者証と年金手帳など、２つ以上

の書類で確認 など

6

マイナンバー取得の際の本人確認では、番号確認と身元確認を行います。

個人番号カードは、両方の確認が可能

運転免許証 パスポートまたは 等

個人番号
カード裏

個人番号
カード表

番号確認用と身元確認用に、それぞれ証明書等が必要

（参考）
• 国の行政機関等は、行政機関個人情報保護法、独立行政法人個人情報保護法及び個人情報保護法により、本人から個人番号を取得する

ときには、利用目的の明示する等の措置が必要とされています。地方公共団体においても、番号法第31条の規定に基づき、行政機関等と同
様の適用になるよう個人情報保護条例の改正が必要となる場合があります。

• 詳細は、特定個人情報保護委員会HPから「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等・地方公共団体等編）」をご覧くだ
さい。

※ 人違いでないことが明らかと個人番号利用事務実
施者が認めるときは、身元（実在）確認書類は要しな
い。

本人確認の詳細は41ページ参照

地方公共団体の準備

7
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１．番号制度の導入に向けて

社会保障・税番号制度の導入により、地方公共団体において生活保護、児童手当、介

護保険といった社会保障分野の事務に個人番号を利用することとなります。

これにより、同一の住民の方の情報を効率的に管理することができようになるとともに、

各種給付事務などに必要な、他の機関の保有する情報を、オンラインで共有することが

可能になります。

地方公共団体における番号制度の導入準備については、当省の他、

内閣官房、総務省から各種資料が提供されていますので、これら

資料を確認の上、平成２８年１月の番号利用開始及び

平成２９年７月の情報連携開始に向け、着実な準備を進めて

いただきますよう、よろしくお願いします。

8

２．地方公共団体の社会保障関係事務における番号利用の概要

地方公共団体は、番号法別表第1に規定する事務を処理するため、個人番号を利用した対象者情

報の管理を行うことが可能。

地方公共団体は、個人番号が記載された申請書、届出書等の提出を受け、提出者その他必要な

者（世帯員、児童等が想定される。）の個人番号を取得。

このため、申請書、届出書等の記載事項、様式に個人番号・法人番号の追加を行う厚生労働省令

の改正を実施予定。 （H27.2現在、デジタルPMOで改正内容を掲載中）

一方、通知書等には、個人情報保護の観点から、原則個人番号の追加は行わないことが考え

られる。

※ 制度導入の際に既に保有している対象者情報については、情報提供ネットワークシステムを通じた情報連携が
必要となる者等と個人番号との紐付け（初期突合）を実施。

番号利用：地方公共団体における個人番号を利用した対象者情報の管理（番号法別表第１関連）

（参考）
番号法第９条第１項
別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者（法令の規定により同表の下欄に掲げる事

務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。第三項において同じ。）は、同表の下欄に掲げる事務の処理に関
して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当
該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。 9
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情報連携：情報提供ネットワークシステムを通じた情報連携の実施・添付書類の省略（番号法別表第２関連）

情報照会機関は、番号法別表第２に規定する情報照会機関の事務を処理するため、対象者の同

表に規定する情報（所得情報、住民票世帯情報等）を、情報提供ネットワークシステムを通じて情

報提供機関に照会。

※ 情報照会機関は、対象者の個人番号に対応する符号、情報項目、情報提供機関の名称等を指定して送信。

情報提供機関は、上記の情報照会機関からの照会を受け、対象者の番号法別表第２に規定する

情報を、情報提供ネットワークシステムを通じて情報照会機関に提供。

上記の情報提供が実施された場合においては、対象者の当該情報に係る添付書類が提出された取

扱いとなり、当該書類の添付省略が可能となる。

（参考）
番号法第19条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。
七 別表第二の第一欄に掲げる者（法令の規定により同表の第二欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、そ
の者を含む。以下「情報照会者」という。）が、政令で定めるところにより、同表の第三欄に掲げる者（法令の規定により同表の第四欄に掲げる特定個人
情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報提供者」という。）に対し、
同表の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報（情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録され
たものに限る。）の提供を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供するとき。

番号法第22条2項 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の法令の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を
含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。 10

保護の決定実施に必要な調査

現状 今後

本人 本人

申請

【制度の概要】
保護の決定実施のため、以下のような調査を実施。
・預貯金、保険、不動産等の資産調査
・年金等の社会保障給付、就労収入等の調査

申請書 申請書

市町村Ｂ

市町村Ｂ

市町村Ａ

申請

市町村Ａ

保護の決定実施に関する
各種情報
・地方税関係情報
・年金給付関係情報
・児童手当関係情報 等

保護の決定実施に関する
各種情報
・地方税関係情報
・年金給付関係情報
・児童手当関係情報 等

※生活保護申請件数 約28万件（平成24年度被保護者調査）。

関係機関調査に
要する件数
約28万人（※）

年金事務所

ハローワーク

労働基準監督署 年金事務所

ハローワーク

労働基準監督署

・関係機関調査に要する
時間が縮減。
・認定までの期間の短縮。

情報連携

【番号制度導入後の効果】
必要に応じて情報提供ネットワークシステムを通じて、保護の決
定実施に関する情報を他市町村等に照会。
当該情報等に基づき保護の決定実施。

※平成27年2月時点での想定であり、番号制度の具体
的な制度設計を踏まえ、今後変更がありうる。

11
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特別障害者手当の支給申請

現状 今後

本人 本人

①申請

【番号制度導入後の効果】
住民票、所得証明書の添付を省略し、情報提供ネットワークシステ
ムを通じて、必要に応じて所得情報等は他市町村に照会。当該情
報等に基づき審査。

【制度の概要】
受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一
定の額以上の場合は支給されない。添付された住民票、所得
証明書等に基づき審査。

・住民票
・所得証明書
・診断書
等

添付書類

・診断書 等

添付書類

市町村A
※福祉事務所を設置し
ていない町村分は都道
府県で認定

①申請

市町村A
※福祉事務所を設置し
ていない町村分は都道
府県で認定

市町村Ｂ所得証明書

所得証明等を発行

＜転出入が
あった場合等＞

市町村Ｂ

＜転出入が
あった場合等＞

所得情報等を回答

※認定請求書受付件数 約 2万件（平成25年度福祉行政報告例）。
所得状況届受付件数 約12万件

添付書類の発行処理件数
認定請求書 約2万人
所得状況届 約12万人

添付書類の発行処理件
数が縮減。

所得
情報等

情報連携
②給付 ②給付

添付書類の簡素化により年金事務
所又は市町村への移動時間及び交
通費及び手数料が不要。

添付書類に係る窓口へ
の移動時間及び交通費
が発生。

証明書等発行処
理時間が発生。

証明書等発行処
理時間が縮減。

所得証明書

※平成27年2月時点での想定であり、番号制度の具体
的な制度設計を踏まえ、今後変更がありうる。

12

児童扶養手当の認定請求

現状 今後

本人

①申請

【番号制度導入後の効果】
住民票、所得証明書の添付を省略し、オンラインで年金受給状況
は年金保険者に、必要に応じて所得情報等は他市町村に照会。
当該情報等に基づき審査。

【制度の概要】
受給資格を証明するため、申請者、配偶者、扶養義務者の所
得証明等を添付、添付された住民票、所得証明書等に基づき
審査。年金受給状況は、年金保険者に照会。

・戸籍謄本
・所得証明書
等

添付書類

本人

添付書類

年金保険者

年金保険者

市町村A
※福祉事務所を設置し
ていない町村分は都道
府県で認定

①申請

市町村A
※福祉事務所を設置し
ていない町村分は都道
府県で認定

年金受給状況

市町村Ｂ

所得証明書

所得証明等を発行

＜転出入があった
場合等＞

市町村Ｂ

所得情報等を回答

※認定請求書受付件数 約 14万件
現況届受付件数 約110万件（平成25年度福祉行政報告例）

年金受給情報の照会時間が縮減。年金受給情報の
照会件数約14万件

年金受給
状況

＜転出入があった
場合等＞

所得情報

情報連携

・戸籍謄本 等

・所得証明書
等

添付書類の簡素化により年
金事務所又は市町村への
移動時間及び交通費及び
手数料が不要。

添付書類発行処理件数
認定請求書 約2万人

添付書類発行処理件
数が縮減。

②給付 ②給付

添付書類に係る窓口への
移動時間及び交通費 が
発生。

所得証明書

※平成27年2月時点での想定であり、番号制度の具体
的な制度設計を踏まえ、今後変更がありうる。
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国民健康保険の資格取得の届出

現状 今後

市町村国保

本人 本人

事業主

喪失届

②保険証
交付

【制度の概要】
資格取得届＋被用者保険の資格喪失がわかる書類を確認し、
資格取得処理。保険証交付。

・資格喪失
がわかるもの

被用者保険

事業主

③届出

被用者保険

資格喪失
通知

喪失届

資格喪失
証明書

④保険証
交付

【番号制度導入後の効果】
被用者保険から、情報提供ネットワークシステムを通じて資格喪失情報を受
け取り、本人の届出をもって資格取得処理。保険証交付。

資格喪失
通知

市町村国保

①届出

届出

（※）被用者保険を離脱し国民健康保険の資格を取得した件数は約401万件（平成24年度国民健康保険事業年報）。

②交付

①資格
喪失
証明書
交付申請

資格喪失情
報

資格喪失
証明

・資格喪失が
わかるもの

証明書等の証拠書類の準
備が不要。

資格取得件数
約401万件（※）

情報連携

添付書類の確認時間が縮減。
資格喪失証明
書の発行作業
が発生。

証明書交
付時間が
縮減。

※平成27年2月時点での想定であり、番号制度の具体
的な制度設計を踏まえ、今後変更がありうる。

14

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定

現状 今後

本人

①申請

【番号制度導入後の効果】
情報提供ネットワークシステムにより所得情報等を市町村に照会し、
所得証明書の添付を縮減。当該情報等に基づき審査。

・被保険者の入院期間を証する書類
・世帯員等の療養を証する書類
・生活保護の要保護者
・所得証明書 等

添付書類

本人

添付書類

広域連合
（市町村）

申請

広域連合

市町村

所得証明書

所得証明等を発行

市町村

所得情報等を回答

※被保険者数 約1,517万人（平成24年度末）。
限度額適用認定者数 約203万人（平成24年度「後期高齢者医療制度実施状況調査」より）

添付書類の確認処理
が発生。
約203万件（※）

所得情報等

情報連携
認定証

②交付

・被保険者の入院期間を証する書類
・世帯員等の療養を証する書類

・生活保護の要保護者
・所得証明書 等

交付

認定証

添付書類の確認処
理の縮減。

添付書類の簡素化
により市町村への
移動時間及び交通
費が不要。

＜転出入があった場合等＞ ＜転出入があった場合等＞

添付書類に係る窓口へ
の移動時間及び交通費
が発生。

【制度の概要】
限度額適用を受けるため、申請書を広域連合に提出。添付され
た所得証明書等を基に審査し、認定されると限度額適用・標準
負担額減額認定証を交付。

※平成27年2月時点での想定であり、番号制度の具体
的な制度設計を踏まえ、今後変更がありうる。
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転入者（第１号被保険者）の介護保険料算定

現状 今後

本人 本人

転入届

【番号制度導入後の効果】
情報提供ネットワークシステムにより住民税の課税に関する情報
を１月１日に住民票のあった市町村に照会。当該情報等に基づき
介護保険料を算定。

【制度の概要】
他の市町村より転入した場合は、介護保険料算定の基礎となる
住民税の課税資料について１月１日に住民登録のあった市町村
に所得照会を実施。

・転出証明書 等

届出書

・転出証明書 等

届出書

市町村Ｂ
市町村Ｂ

市町村Ａ

転入届

市町村Ａ

※第１号被保険者数 約3,094万人、転入 約20万人（平成24年度介護保険事業状況報告）。

所得情報等を回答

所得情報

所得情報等

所得照会件数
約２０万件（※）

照会作業時間が
縮減。

情報連携

回答作業が発生。 回答作業時間が
縮減。

＜転出入があった場合等＞

＜転出入があった場合等＞

※平成27年2月時点での想定であり、番号制度の具体
的な制度設計を踏まえ、今後変更がありうる。

16

３．番号制度導入の準備

番号制度導入に当たっては、計画的に、かつ、着実に準備を進めていくことが必要である。

平成28年1月番号利用開始、平成29年7月情報連携開始に向け着実な準備を！

番号を利用する
事務の特定

番号を利用する事務、当該事務の所管
課及び関係課の確認（洗い出し）

• 番号法 別表第一、別表第二
• 主務省令
• 厚生労働省令
• 「主務省令事項の整理」

準備事項 具体的内容

業務の見直し

現在の業務（事務）フローを基に、個人番
号を利用する時点を確認し、新たな業務
フローを作成
新たな業務フローの作成に合わせ、添付
書類の削減など業務効率化を検討

• 番号法 別表第一、別表第二
• 主務省令
• 厚生労働省令
• 「主務省令事項の整理」
• 特定個人情報データ標準レイアウト
• 業務フローサンプル（７．参照）

業務システムの
改修

社会保障関係システム改修要件の整理

システム改修費用の予算措置（予算要

求、厚労省への補助金申請）

特定個人情報保護評価の実施

システム改修の調達

• 中間サーバーシステム方式設計書

• 外部インターフェイス仕様書

• 地方公共団体の対応例

• 特定個人情報データ標準レイアウト

• 特定個人情報の適正な取扱いに関

するガイドライン（行政機関等・地方公

共団体等編）

主な参照資料

17
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４．番号制度導入の準備に必要な法令等

「主務省令事項の整理」：番号法別表第一及び第二に規定される主務省令事項の整理

• 個人番号利用事務及び特定個人情報について、別表第１及び第２のそれぞれの項ごとに整理したもの。（デジタルPMOに
掲載中）

番号法別表第一主務省令：

• 番号法別表第１に基づき、個人番号を利用する具体的な事務手続を定めたもの。

番号法別表第二主務省令：

• 番号法別表第２に基づき、情報提供ネットワークシステムを利用して情報照会を行う具体的な事務手続、情報提供する特
定個人情報の内容を定めるもの。

各種申請書等を改正する厚生労働省令：各種様式への個人番号の追加等に関する厚生労働省令の改正

• 番号制度の施行に伴い、各種申請書様式や申請項目へ個人番号を追加するための厚生労働省令の改正を実施予定。
（H27.2現在、デジタルPMOで改正内容を掲載中）

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等・地方公共団体等編）

• 地方公共団体が特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な指針。
• 本ガイドラインを遵守しないと法令違反と判断される可能性あり。

特定個人情報データ標準レイアウト（事務手続対応版）

• 特定個人情報毎のデータ標準レイアウトと「番号法別表第１及び第2に規定される主務省令事項の整理」による事務手続と
の対応を整理したもの。 （デジタルPMOに掲載中）

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で
定める事務を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第５号）

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で
定める事務及び情報を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第７号）

18

※現時点で想定される例であり、今後の検討過程で変更があり得る

番号法施行に伴う様式改正例（児童手当の認定請求書に個人番号欄を追加）

19
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特定個人情報毎に情報提供者、データ定義（項目名、データ型、項目説明等）及び当該特定個人情報を使用する事務手続と

の対応を整理したもの。

情報連携する特定個人情報の詳細な内容が把握できる。 特定個人情報の番号、名
称及び情報提供者

（例）

20

特定個人情報データ標準レイアウト（事務手続対応版）の記載内容

A

B

C

A

B C• 情報提供ネットワークを通じて連携するデータ項目及びデータ型・桁等を示した欄
• 中間サーバーへの副本登録時のデータについては、当該データ定義に準拠する必要
がある。

照会する手続、照会者、照会条件、照会時に使用
したいデータ項目を示した欄
【情報照会条件】
①規定 ：現時点の最新情報を照会
②時点指定 ：過去の時点における最新情報を照会
③範囲指定 ：一定期間の情報をまとめて照会

※記載時点での考え方を示したもの。
（平成27年2月6日デジタルPMOより抜粋)

※ レイアウトの詳細な見方は、「情報提供ネットワークシステムにおける特定個人情報デー
タの取扱いに係る共通指針」を参照

５．業務フローの確認及び見直し

各地方公共団体においては、個人番号利用事務、情報連携を行う事務とその内容、申請書等の

変更などをご確認いただき、既存の業務フローの変更箇所等の確認を進めていく必要がある。

１ 現行業務フローの確認

現行業務フローの確認（存在しない場合は作成）に当たっては、以下のポイントに注意する。

① 次の情報が網羅されているか。

・業務関係者及び組織体（申請者、自団体の自組織職員及び他組織職員、他団体の関係者等）

・取り扱う情報（申請情報、組織内で保有している情報、他組織から入手する情報等）

・情報格納場所（業務システム、出力帳票等）

② 業務及び情報の流れ並びに処理の判断が明確かつ正しく整理されており、実際の業務と相違ないか。

２ 現行業務見直し後の業務フローの作成

現行業務フローを元に、以下の観点から番号制度導入後の業務フローを作成する。

① 情報連携で入手することになる情報は、文書照会・添付書類での確認からシステム間情報連携へ変更

② 制度導入に伴い業務処理の標準化、効率化の余地がないか（他業務と比較し複雑な処理がないか等）。

※業務フローサンプル（デジタルPMOに掲載）

社会保障関係事務・手続における番号制度導入後の業務フローサンプルを提示するので、参考の上、地方

公共団体独自の業務フローを作成すること（サンプルはあくまで一例であり、地方公共団体の業務を踏まえて

作成すること）。
21
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○厚生労働省ＨＰ 地方公共団体向けページ トップページ→「社会保障・税番号制度」→「地方公共団体のみなさまへ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000063255.html

22

地方公共団体向け資料の掲載場所

○デジタルPMO

• 個人番号の利用・情報連携を行う具体的な手続

• 補助金の交付要綱、Ｑ＆Ａ

• 各種申請書等を改正する厚生労働省令
• 「主務省令事項の整理」
• 特定個人情報データ標準レイアウト(事務手続対応版）
• 業務フローサンプルファイル など

６．業務システム改修に係る国庫補助等

１ 補助対象団体

都道府県及び市町村（特別区を含む。以下同じ。）
※ 介護保険等の一部事務組合又は広域連合（以下「一部事務組合等」という。）も対象。

２ 補助対象システムと対象経費等

（１） 補助対象システム

① 都道府県・・・生活保護、障害者福祉、児童福祉、健康管理のシステム

② 市町村・・・・・生活保護、障害者福祉、児童福祉、国民健康保険、後期高齢者医療（市町村分）、
介護保険、健康管理、国民年金のシステム

（２） 対象経費

社会保障・税番号制度導入に必要な業務システムの改修（番号対応部分）に係る経費。

表 各年度事業における対象経費

※ ２６年度に交付申請行っていない自治体（26 年度に交付申請を行っていても申請額が基準額を下回る自治体も含む。）は、
２７年度に２６年度事業分の申請が可能。
パッケージソフトの場合であっても、番号対応部分に係る対象経費を抽出した上で、上記区分に分けて申請する必要あり。

事業 対象経費

２６年度事業 システム設計、プログラム開発・単体テスト

２７年度事業 プログラム結合・総合テスト、団体内連携テスト

２８年度事業 総合運用テスト

23
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（３） 社会保障・税番号制度導入に必要なシステム改修の例

• 個人番号利用に伴う表示機能（画面、帳票）の改修
• データベースにおけるデータ項目の追加
• 個人番号による検索機能の追加
• 情報連携に伴う業務プログラムの改修

（中間サーバーへの情報提供データの抽出、情報照会内容の表示等） 等
※ 中間サーバ・ハードウェアの整備経費等を除く。

３ 補助額

補助対象経費として厚生労働大臣が認めた額の 2/3（国民年金、及び障害者福祉のうちの特別児童扶養手
当については、10/10）

※ 千円未満の端数は切り捨て、地方負担分（1/3）については、普通交付税及び特別交付税措置。

国庫補助基準額は、予算の範囲内において、想定事業費（注）を基礎として人口規模及びシステム類型に応
じた標準的な費用として算出。

基準額は、人口規模で公平に算出するため、単純に人口規模区分に当てはめるのではなく、自治体の人口数
に応じて基準額が増加するように算出。また、１次交付、２次交付以降を通じて同様の算出方法とすることで、
公平に算出。

なお、基準額は、一般分及び国民年金・特別児童扶養手当分の区分で設定。各自治体は、当該区分ごとの
配分額の範囲内で、システム別に事業費を配分し交付申請することが可能。

24

４ ２７年度予算政府案

２７年度はシステム改修に必要な経費（プログラム結合・総合テスト、団体内連携テスト分）

■国庫補助の対象

番号制度の導入に係る地方公共団体のシステム整備（下記システム）について、平成26年度から
平成28年度にかけて国庫補助を措置。

■国庫補助率

・補助率＝ 2/3 ： 国民健康保険、後期高齢者医療（市町村分※）、障害者福祉（特別児童扶養
手当を除く）、児童福祉、生活保護、介護保険、健康管理
※後期高齢者医療広域連合については別途国庫補助を実施。

・補助率＝10/10 ： 国民年金、特別児童扶養手当

■社会保障システムの地方負担分（1/3）については、普通交付税及び特別交付税措置。

項目 Ｈ２６ Ｈ２７

社会保障システム
（国民年金、国民健康保険、後期高
齢者医療、障害者福祉、児童福祉、
生活保護、介護保険、健康管理）

事業費 271.1 225.3

国庫補助 185.3 154.2

（単位：億円）
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手続 条項 提出者 提出先 個人番号の記入 情報連携の内容（例） 省略できる添付書類（例）

生活保護の申請 法24 申請者（要保

護者）

都道府県、市、

福祉事務所町

村

申請書に申請者（要保護

者）の個人番号を記入

市町村から申請者（要保護

者）の所得情報を、年金保

険者から申請者（要保護

者）の給付情報を、医療保

険者から申請者（要保護

者）の加入情報を、厚労省

から申請者（要保護者）の

雇用保険給付情報を取得

所得証明書、年金証書、

被保険者証、雇用保険

受給資格者証

【生活保護システム】

26（注）現時点での考え方を示したものである。また、すべての手続及び情報連携、添付書類等の内容を網羅したものではない。

＊「情報連携の内容（例）」に記載の情報提供者ついては、番号法第19条第1項第7号の規定により、実際の情報提供者が異なる場合があります。

（参考）個人番号の利用・情報連携を行う主な手続

手続 条項 提出者 提出先 個人番号の記入 情報連携の内容（例） 省略できる添付書類（例）

介護給付費等の支給申

請

障支援

法20

障害者又は障

害児保護者

市町村 申請書に障害者又は保護

者及び障害児の個人番号

を記入

転入前市町村から障害者、

保護者等の所得情報を取得

所得証明書

特定障害者特別給付費

等の支給申請

障支援

法34

障害者 市町村 申請書に障害者の個人番

号を記入

転入前市町村から障害者等

の所得情報を取得

所得証明書

地域相談支援給付費等

の支給申請

障支援

法51の

６

障害者 市町村 申請書に障害者の個人番

号を記入

－ －

自立支援医療費の支給

申請

障支援

法52

障害者又は障

害児保護者

市町村 申請書に障害者又は保護

者及び障害児の個人番号

を記入

転入前市町村から障害者、

保護者等の所得情報を取得

所得証明書

身体障害者手帳の交付

申請

身障法

15①

申請者 市町村経由で

都道府県

申請書に申請者の個人番

号を記入

－ －

精神障害者保健福祉手

帳の交付申請

精障法

45

申請者 市町村経由で

都道府県

申請書に申請者の個人番

号を記入

※都道府県において年金保

険者から給付情報を取得

年金証書

特別児童扶養手当の支

給申請受付

特児法

５

申請者 市町村 申請書に申請者及び児童

の個人番号を記入

※都道府県において転入前

市町村から申請者等の所得

情報を取得

住民票、所得証明書

特別児童扶養手当の現

況届受付

特児法

35

受給者 市町村 届出書に受給者及び児童

の個人番号を記入

※都道府県において転入前

市町村から受給者等の所得

情報を取得

所得証明書

【障害者福祉システム①】

（注）現時点での考え方を示したものである。また、すべての手続及び情報連携、添付書類等の内容を網羅したものではない。

＊「情報連携の内容（例）」に記載の情報提供者ついては、番号法第19条第1項第7号の規定により、実際の情報提供者が異なる場合があります。
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手続 条項 提出者 提出先 個人番号の記入 情報連携の内容（例） 省略できる添付書類（例）

障害児福祉手当の支給

申請

特児法

17

申請者 都道府県、市、

福祉事務所町

村

申請書に申請者等の個人

番号を記入

市町村から申請者等の住民

票情報、所得情報を取得

住民票、所得証明書

障害児福祉手当の現況

届

特児法

35

受給者 都道府県、市、

福祉事務所町

村

届出書に受給者等の個人

番号を記入

市町村から受給者等の所得

情報を取得

所得証明書

特別障害者手当の支給

申請

特児法

26の２

申請者 都道府県、市、

福祉事務所町

村

申請書に申請者等の個人

番号を記入

市町村から申請者等の住民

票情報、所得情報を取得

住民票、所得証明書

特別障害者手当の現況

届

特児法

35

受給者 都道府県、市、

福祉事務所町

村

届出書に受給者等の個人

番号を記入

市町村から受給者等の所得

情報を取得

所得証明書

障害児通所給付費等の

支給申請

児福法

21の５

の５

障害児保護者 市町村 申請書に保護者及び障害

児の個人番号を記入

転入前市町村から保護者等

の所得情報を取得

所得証明書

障害児入所給付費等の

支給申請

児福法

24の3

障害児保護者 都道府県、指

定都市児相市

申請書に保護者及び障害

児の個人番号を記入

市町村から保護者等の所得

情報を取得

所得証明書

障害児相談支援給付費

等の支給申請

児福法

24の

26

障害児保護者 市町村 申請書に保護者及び障害

児の個人番号を記入

－ －

【障害者福祉システム②】

（注）現時点での考え方を示したものである。また、すべての手続及び情報連携、添付書類等の内容を網羅したものではない。

＊「情報連携の内容（例）」に記載の情報提供者ついては、番号法第19条第1項第7号の規定により、実際の情報提供者が異なる場合があります。
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手続 条項 提出者 提出先 個人番号の記入 情報連携の内容（例） 省略できる添付書類（例）

里親の認定申請 児福法6
の4

申請者 都道府県、指
定都市、児相
市

申請書に申請者及び同居
人の個人番号を記入

市町村から申請者等の住民
票情報、所得情報を取得

住民票、所得証明書

小児慢性特定疾病医療
費の支給申請

児福法
19条の
３

保護者 都道府県、指
定都市、中核
市

申請書に保護者及び児童
の個人番号を記入

市町村から保護者等の住民
票情報を取得

住民票

保育所入所申込み 児福法
24

保護者 市町村 申請書に保護者及び児童
の個人番号を記入

転入前市町村から保護者等
の所得情報を取得

所得証明書

・施設入所措置に係る
費用徴収
・母子生活支援施設及
び自立援助ホームへの
入居にかかる費用徴収

児福法
56②

－
（入居の申し
込みは入居者

が行う）

（都道府県、
指定都市、児
相市が実施）

（都道府県、指定都市、
児相市において個人番号
を利用して対象者管理）

・市町村から同一世帯に属
する者の住民票情報、所得
情報、障害児通所支援情報、
及び障害者自立支援給付の
受給の有無を取得
・都道府県から同一世帯に
属する者の身体障害者手帳
又は精神障害者保健福祉手
帳の有無、同一世帯の措置
児童の有無、同一世帯に属
する者の障害児入所支援に
関する情報、特別児童扶養
手当の受給の有無を取得
・都道府県、市又は福祉事
務所町村から母子生活支援
施設への入居の有無、生活
保護費の受給の有無、児童
扶養手当の受給有無、中国
残留邦人等支援給付費の受
給の有無を取得
・日本年金機構から障害基
礎年金の受給の有無を取得

－

【児童福祉システム①】

（注）現時点での考え方を示したものである。また、すべての手続及び情報連携、添付書類等の内容を網羅したものではない。

＊「情報連携の内容（例）」に記載の情報提供者ついては、番号法第19条第1項第7号の規定により、実際の情報提供者が異なる場合があります。
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手続 条項 提出者 提出先 個人番号の記入 情報連携の内容（例） 省略できる添付書類（例）

児童扶養手当の認定請
求

児扶法
６

申請者 市町村 申請書に申請者、児童、
申請者の配偶者及び申請
者の扶養義務者の個人番
号を記入

・都道府県、指定都市及び
中核市から児童の身体障害
者手帖の有無を取得
・転入前市町村から申請者
等の所得情報及び住民票情
報を取得
・都道府県、指定都市及び
児相市から障害児入所支援
に関する情報及び措置児童
の有無を取得
・市区町村から療養介護の
利用状況又は施設入所の有
無を取得
・日本年金機構等から申請
者等の公的年金給付に関す
る情報を取得
・都道府県から特別児童扶
養手当の受給の有無を取得

所得証明書、住民票、
年金証書

児童扶養手当の現況届
受付

児扶法
28①

受給者 市町村 届出書に受給者、児童、
受給者の配偶者及び受給
者の扶養義務者の個人番
号を記入

上記と同様 上記と同様

児童手当の認定請求 児手法
７

申請者 市町村（公務
員は所属庁）

申請書に申請者の個人番
号を記入。また、同意書
等に配偶者等の個人番号
を記入。

転入前市町村から申請者の
所得情報を、年金保険者か
ら申請者の加入情報を取得

所得証明書、被用者年
金への加入証明

児童手当の現況届 児手法
26

受給者 市町村（公務
員は所属庁）

届出書に受給者の個人番
号を記入。また、同意書
等に配偶者等の個人番号
を記入。

転入前市町村から受給者の
所得情報を、年金保険者か
ら受給者の加入情報を取得

所得証明書、被用者年
金への加入証明

【児童福祉システム②】

（注）現時点での考え方を示したものである。また、すべての手続及び情報連携、添付書類等の内容を網羅したものではない。

＊「情報連携の内容（例）」に記載の情報提供者ついては、番号法第19条第1項第7号の規定により、実際の情報提供者が異なる場合があります。
30

手続 条項 提出者 提出先 個人番号の記入 情報連携の内容（例） 省略できる添付書類（例）

寡婦福祉資金貸付の申
請

母子父
子寡婦
法32

申請者 都道府県、指
定都市中核市

申請書に申請者の個人番
号を記入

市町村から申請者の所得情
報を取得

所得証明書

母子福祉資金の貸付(特
例児童扶養資金に限
る。)に対する償還免除
の申請

母子父
子寡婦
法１３

申請者 都道府県、指
定都市、中核
市

申請書に申請者の個人番
号を記載

市町村から申請者の所得情
報を取得

所得証明書

母子（父子）自立支援
給付金

母子父
子寡婦
法31、
31の
10

申請者 都道府県、市、
福祉事務所町
村

申請書に申請者及び同一
世帯に属する者等の個人
番号を記入

・市町村から申請者等の所
得情報を取得
・都道府県、市、福祉事務
所町村から児童扶養手当の
受給の有無、教育訓練給付
金の受給資格の有無及び職
業訓練受講給付金の受給の
有無を取得

所得証明書、児童扶養
手当証書

ひとり親家庭等日常生
活支援事業の申請

母子父
子寡婦
法17、
31の7、
33

申請者 都道府県、市
町村

申請書に申請者及び同一
世帯に属する者の個人番
号を記入

・市町村（転入前の市町村
を含む）から申請者等の所
得情報を取得
・都道府県、市及び福祉事
務所町村から児童扶養手当
の受給の有無を取得

所得証明書、児童扶養
手当証書

健康診査の実施 母子保
健法12、
13

－ （市町村にお
いて実施）

（妊娠の届出の様式に申
請者の個人番号を記入。
市町村において当該個人
番号を利用して対象者管
理）

－ －

養育医療給付の申請 母子保
健法20

保護者 市町村 申請書に申請者の個人番
号を記入

転入前市町村から保護者等
の所得情報を取得

－

【児童福祉システム③】

（注）現時点での考え方を示したものである。また、すべての手続及び情報連携、添付書類等の内容を網羅したものではない。

＊「情報連携の内容（例）」に記載の情報提供者ついては、番号法第19条第1項第7号の規定により、実際の情報提供者が異なる場合があります。
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手続 条項 提出者 提出先 個人番号の記入 情報連携の内容（例） 省略できる添付書類（例）

被保険者の資格取得届 法9①、
規則２、
３

世帯主 市町村 届出書に被保険者の個人
番号を記入

前医療保険者の資格情報を
取得

資格喪失証明書

被保険者証の再交付申
請

法9①、
規則７

世帯主 市町村 申請書に被保険者の個人
番号を記入

－ －

70歳以上一部負担金割
合に係る基準収入額適
用申請

規則24
の3

世帯主 市町村 申請書に被保険者等の個
人番号を記入

－ －

標準負担額減額・限度
額適用認定の申請

規則26
の3、
27の
14の2

世帯主 市町村 申請書に被保険者等の個
人番号を記入

転入前市町村から被保険者
等の所得情報を取得

所得証明書

高額療養費の支給申請 法57の
2

世帯主 市町村 申請書に被保険者等の個
人番号を記入

転入前市町村から被保険者
等の所得情報を取得

所得証明書

保険料賦課 法76 － （市町村にお
いて賦課）

（市町村において個人番
号を利用して対象者管
理）

転入前市町村から被保険者
等の所得情報を取得

－

保険料の特別徴収 法76の
3

－ （市町村にお
いて、年金保
険者による特
別徴収により
徴収）

※当面は既存の情報収受の仕組みを引き続き活用する
ことを想定。

－

【国民健康保険システム】

（注）現時点での考え方を示したものである。また、すべての手続及び情報連携、添付書類等の内容を網羅したものではない。

（注）税情報に係る情報連携を行う事務については、総務省と調整中である

＊「情報連携の内容（例）」に記載の情報提供者ついては、番号法第19条第1項第7号の規定により、実際の情報提供者が異なる場合があります。

32

手続 条項 提出者 提出先 個人番号の記入 情報連携の内容（例） 省略できる添付書類（例）

被保険者の資格取得届
受付

法54① 被保険者又は
世帯主

市町村 届出書に被保険者の個人
番号を記入

－ －

被保険者証の再交付申
請受付

法54③ 被保険者 市町村 申請書に被保険者の個人
番号を記入

－ －

一部負担金割合に係る
基準収入額適用申請受
付

規則32 被保険者 市町村 申請書に被保険者（及び
世帯員）の個人番号を記
入

－ －

限度額適用・標準負担
額減額認定の申請受付

規則67 被保険者 市町村 申請書に被保険者の個人
番号を記入

転入前市町村から被保険者
等の所得情報を取得

所得証明書

高額療養費の支給申請
受付

法84 被保険者 市町村 申請書に被保険者の個人
番号を記入

転入前市町村から被保険者
等の所得情報を取得

所得証明書

保険料の特別徴収 法107 － （市町村にお
いて、年金保
険者による特
別徴収により
徴収）

※当面は既存の情報収受の仕組みを引き続き活用する
ことを想定。

－

【後期高齢者医療システム】

（注）現時点での考え方を示したものである。また、すべての手続及び情報連携、添付書類等の内容を網羅したものではない。

（注）税情報に係る情報連携を行う事務については、総務省と調整中である

＊「情報連携の内容（例）」に記載の情報提供者ついては、番号法第19条第1項第7号の規定により、実際の情報提供者が異なる場合があります。
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手続 条項 提出者 提出先 個人番号の記入 情報連携の内容（例） 省略できる添付書類（例）

第1号被保険者の資格

取得届

法12①

②

第1号被保険

者又は世帯主

市町村 届出書に第1号被保険者

の個人番号を記入

－ －

第2号被保険者の被保

険者証の交付申請

法12③ 被保険者 市町村 申請書に当該被保険者の

個人番号を記入

医療保険者から第2号被保

険者の医療保険資格情報を

取得

医療保険被保険者証

第1号被保険者の要介

護認定の申請

法27①、
32①

被保険者 市町村 申請書に被保険者の個人

番号を記入

－ －

第2号被保険者の要介

護認定の申請

法27①、
32①

被保険者 市町村 申請書に被保険者の個人

番号を記入

医療保険者から第2号被保

険者の医療保険資格情報を

取得

医療保険被保険者証

住所変更後の要介護認

定の申請

法36 被保険者 市町村 申請書に被保険者の個人

番号を記入

転入前市町村から要介護認

定情報を取得

介護保険受給資格証明

書

居宅サービス計画作成

依頼の届出

法46④、
58④

被保険者 市町村 届出書に被保険者の個人

番号を記入

－ －

福祉用具購入費の支給

申請

法44、

56

被保険者 市町村 申請書に被保険者の個人

番号を記入

－ －

住宅改修費の支給申請 法45、

57

被保険者 市町村 申請書に被保険者の個人

番号を記入

－ －

高額介護サービス費の

支給申請

法51、

61

被保険者 市町村 申請書に被保険者の個人

番号を記入

※保険料賦課に係る所得情

報活用が基本

－

【介護保険システム①】

（注）現時点での考え方を示したものである。また、すべての手続及び情報連携、添付書類等の内容を網羅したものではない。

＊「情報連携の内容（例）」に記載の情報提供者ついては、番号法第19条第1項第7号の規定により、実際の情報提供者が異なる場合があります。

34

手続 条項 提出者 提出先 個人番号の記入 情報連携の内容（例） 省略できる添付書類（例）

特定入所者介護サービ

ス費の支給申請

法51の

３、61

の３

被保険者 市町村 申請書に被保険者の個人

番号を記入

※保険料賦課に係る所得情

報活用が基本

－

第1号被保険者の保険

料賦課

法129 － （市町村にお

いて賦課）

（市町村において個人番

号を利用して対象者管

理）

転入前市町村から被保険者

又は世帯員の所得情報を取

得

－

第1号保険料の特別徴

収

法135 － （市町村にお

いて、年金保

険者による特

別徴収により

徴収）

※当面は既存の情報収受の仕組みを引き続き活用する

ことを想定。

－

【介護保険システム②】

（注）現時点での考え方を示したものである。また、すべての手続及び情報連携、添付書類等の内容を網羅したものではない。

＊「情報連携の内容（例）」に記載の情報提供者ついては、番号法第19条第1項第7号の規定により、実際の情報提供者が異なる場合があります。
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手続 条項 提出者 提出先 個人番号の記入 情報連携の内容（例） 省略できる添付書類（例）

予防接種の実施 予防接

種法5、

6

－ （市町村にお

いて実施）

（市町村において個人番

号を利用して対象者管

理）

－ －

予防接種の実費徴収 予防接

種法28

－ （市町村にお

いて実施）

（市町村において個人番

号を利用して対象者管

理）

転入前市町村から接種を受

けた者又は保護者の所得情

報を取得

－

予防接種実施の記録 予防接

種令6の

２

－ （市町村にお

いて実施）

（市町村において個人番

号を利用して対象者管

理）

－ －

検診の実施 健康増

進法19

の2

－ （市町村にお

いて実施）

（市町村において個人番

号を利用して対象者管

理）

－ －

感染症入院医療費の支

給申請

感染症

法37

申請者 都道府県、保

健所設置市

申請書に申請者等の個人

番号を記入

市町村から申請者等の所得

情報を取得

所得証明書

【健康管理システム】

（注）現時点での考え方を示したものである。また、すべての手続及び情報連携、添付書類等の内容を網羅したものではない。

＊「情報連携の内容（例）」に記載の情報提供者ついては、番号法第19条第1項第7号の規定により、実際の情報提供者が異なる場合があります。

36

手続 条項 提出者 提出先 個人番号の記入 情報連携の内容（例） 省略できる添付書類（例）

第1号被保険者の資格

取得届・種別変更届

法12① 被保険者又は

世帯主

市町村 届出書に被保険者の個人

番号を記入

－ －

保険料免除の申請受付 法90①、

90の２

被保険者 市町村 申請書に被保険者等の個

人番号を記入

※年金機構において市町村

から被保険者等の所得情報

を取得

所得証明書

学生等の保険料納付特

例の申請受付

法90の

３

被保険者 市町村 申請書に被保険者の個人

番号を記入

※年金機構において市町村

から被保険者の所得情報を

取得

所得証明書

老齢基礎年金、障害基

礎年金、遺族基礎年金

等の裁定請求受付

法16 受給権者 市町村 申請書に受給権者等の個

人番号を記入

※年金機構において市町村

から受給権者等の住民票情

報、所得情報を取得

住民票、所得証明書

【国民年金システム】

（注）現時点での考え方を示したものである。また、すべての手続及び情報連携、添付書類等の内容を網羅したものではない。

＊「情報連携の内容（例）」に記載の情報提供者ついては、番号法第19条第1項第7号の規定により、実際の情報提供者が異なる場合があります。
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システム名 概要

都道府県・
市町村

生活保護システム 生活保護の対象者の生活相談受付、保護申請審査、支給管理、統計処理等を行うシステムを指す。

障害者福祉システム
障害者資格の管理、給付の管理、進達処理、通知書発行、支払管理、統計処理等を行うシステム
を指す。

児童福祉システム
児童手当、児童扶養手当等の対象者の資格管理、現況受付、支払管理、統計処理、その他保育所
保育料の算定等を行うシステムを指す。

市町村

国民年金システム
国民年金第１号被保険者の資格、付加保険料、保険料の免除等、年金給付の情報の管理等を行う
システムを指す。

国民健康保険システム
国民健康保険の資格の管理、保険料（税）の賦課・収納管理、給付・レセプト管理、統計処理等を行
うシステムを指す。

後期高齢者医療システム
後期高齢者医療の資格の管理、保険料（税）の賦課・収納管理、給付・レセプト管理、統計処理等を
行うシステムを指す。

介護保険システム
介護保険被保険者の資格管理・介護保険料の賦課・介護保険料の収納管理・受給者の台帳管理
を行うシステムを指す。

健康管理システム
乳幼児及び高齢者の予防接種管理対象者への予防接種の案内通知、接種履歴管理、その他保健
衛生等の管理を行うシステムを指す。

38

（参考）地方公共団体の社会保障関係システム

情報提供記録 機関別符号Ａ

機関別符号B

個人

情報提供ネットワークシステム
（コアシステム）

政府共通NW
ＬＧＷＡＮ等

個人番号カードによる
公的個人認証

特定個人情報
保護委員会

情報提供ネット
ワークシステム

及び
情報照会・提供
機関に対する

監視・監督など

【主な機能】
○要求に応じて機関

ごとに機関別符号
を生成。。。。。

○機関別符号同士の
紐付け。。。。。

○情報提供を許可。

地方公共団体情報システム機構（H26.4.1 設立）

市町村が付番

※機械的な読み取り＋パスワード入力
（個人番号は用いない）

IFシステム 中間サーバー 住基連携用
サーバー

機関別符号A
団 体 内 統 合
宛 名 番 号 Ａ

個 人 情 報コアシステム

個 人 番 号
団 体 内 統 合
宛 名 番 号 Ａ

基本4情報

個 人 情 報

住基全国サーバー

IFシステム
集約ASP

中間ｻｰﾊﾞｰ・
ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ

既存システム群

機関別符号B
団 体 内 統 合
宛 名 番 号 B

個 人 情 報

個 人 番 号
団 体 内 統 合
宛 名 番 号 B

基本4情報

個 人 情 報

○機関別符号生成要求
○個人番号等照会

機関別符号生成要求

既存システム群

自己情報
表示機能

お知らせ情報
表示機能

情報提供等
記録開示機能

ワンストップ
サービス

インターネット

（参考）社会保障関係システム改修支援等の範囲

地方公共団体以外の機関（H29.1 情報連携開始予定）

Ｈ26.1.1 設置

H29.1 運用開始予定

地方公共団体（H29.7 情報連携開始予定）

住基ＣＳ
又は都道府県サーバー

「インターフェイスシステム」・・・情報提供ネット
ワークシステム（コアシステム）と対になり、情報連携
の制御を行う。
「中間サーバー」・・・他機関からの情報照会に自動で
応じるため、特定個人情報の複製を保持する。

地方公共団体向け中間サー
バーは総務省が一括開発し
地方公共団体へ配布

【既存システム】
・業務画面の改修
・帳票様式の改修
・データベースの改修
・業務プログラムの改修等

社会保障関係の既存システムの
改修は厚生労働省の補助範囲

インターフェイスシステム
は内閣官房が一括開発し
地方公共団体へ配布
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H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

番号制度

個人番号カード
発行等

【国（機構）】

情報提供
ネットワークシステム

【国】

付番等システム
【国（機構）】

既存システム改修
【地方公共団体】

中
間
サ
ー
バ
ー

地
方
公
共
団
体

情
報
連
携

ソフトウェア
開発

（総務省）
【国】

ハードウェア
導入

【地方公共
団体・機構】

付番H27.10～
▼法案成立（5/24）

個人番号利用H28.1～

H29.1～
国等

情報照会／提供

▼地方公共団体情報
システム機構設立（4/1）

団体内の
システム
連携
テスト

情報連携
情報提供NWSとの
連携テスト・
総合運用テスト

既存住基システム改修
機構との
連携テスト

ハードウェアの設定・
導入（プラットホームの構築）

税務システム改修

調査

設計・開発 連携テスト付番システム

設計・開発 連携テスト
公的個人認証
個人番号カードシステム

設計・開発・テスト

団体内統合宛名システム等整備

社会保障関係システム改修

H29.7～
地方公共団体

発行等に係る準備・基盤整備
通知カード送付

個人番号カード交付【地方公共団体】

（参考）社会保障・税番号制度導入に向けた地方公共団体関係のスケジュール

設計・開発
追加
要件
開発
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番号確認 身元（実存）確認

対
面
／
郵
送
（注
１
）

② 通知カード 【法16】

③ 個人番号が記載された住民票の写し・住民票
記載事項証明書 【令12①】

④ ①から③までが困難であると認められる場合
【則３①】

ア 地方公共団体情報システム機構への確認
（個人番号利用事務実施者）
イ 住民基本台帳の確認（市町村長）
ウ 過去に本人確認の上、特定個人情報ファイ
ルを作成している場合には、当該特定個人情
報ファイルの確認。
エ 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人
番号関係事務実施者から発行・発給された書
類その他これに類する書類であって個人番号
利用事務実施者が適当と認める書類（ⅰ個人
番号、ⅱ氏名、ⅲ生年月日又は住所、が記載
されているもの）
※ 源泉徴収票など個人番号利用事務等実施
者が発行等する書類や、自己の個人番号に
相違ない旨の本人による申告書などを想定。

① 個人番号カード 【法16】

② 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療
育手帳、在留カード、特別永住者証明書 【則１①一、則２一】

③ 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措
置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの（ⅰ氏名、ⅱ生年月日又は住
所、が記載されているもの） 【則１①二、則２二】

④ ①から③までが困難であると認められる場合は、以下の書類を２つ以上 【則１①三、則３②】

ア 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書

イ 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された
書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの（ⅰ
氏名、ⅱ生年月日又は住所、が記載されているもの）

⑤ ①から③までが困難であると認められる場合であって、財務大臣、国税庁長官、都道府県
知事又は市町村長が租税に関する事務において個人番号の提供を受けるときは、以下の
いずれかの措置をもって④に代えることができる。 【則１③、則３③】

ア 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
のいずれか１つ

イ 申告書等に添付された書類であって、本人に対し一に限り発行・発給された書類又は官
公署から発行・発給された書類に記載されているⅰ氏名、ⅱ生年月日又は住所、の確認

ウ 申告書等又はこれと同時に提出される口座振替納付に係る書面に記載されている預貯
金口座の名義人の氏名、金融機関・店舗、預貯金の種別・口座番号の確認
エ 調査において確認した事項等の個人番号の提供を行う者しか知り得ない事項の確認

オ アからエまでが困難であると認められる場合であって、還付請求でないときは、過去に本
人確認の上で受理している申告書等に記載されている純損失の金額、雑損失の金額その
他申告書等を作成するに当たって必要となる事項又は考慮すべき事情であって財務大臣
等が適当と認めるものの確認

⑥ 個人番号の提供を行う者と雇用関係にあること等の事情を勘案し、人違いでないことが明
らかと個人番号利用事務実施者が認めるときは、身元（実存）確認書類は要しない。 【則３⑤】

① 個人番号カード 【法16】

（参考）本人確認の措置（本人） ①

（注１） 郵送の場合は、書類又はその写しの提出 41
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番号確認 身元（実存）確認

オ
ン
ラ
イ
ン

電
話
（注
２
）

② 以下のいずれかの措置
ア 地方公共団体情報システム機構への確認（個人番号利用事務実施者） 【則４二イ】

イ 住民基本台帳の確認（市町村長） 【則４二イ】

ウ 過去に本人確認の上、特定個人情報ファイルを作成している場合には、当該特定個人
情報ファイルの確認 【則４二イ】

エ 官公署若しくは個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給さ
れた書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認める書
類（ⅰ個人番号、ⅱ氏名、ⅲ生年月日又は住所、が記載されているもの） 若しくはその写

しの提出又は当該書類に係る電磁的記録の送信 【則４二ロ】

※ 通知カードの写しを別途郵送・ＰＤＦファイルの添付送信などを想定。

① 個人番号カード（ＩＣチップの読み取り） 【則４一】

② 公的個人認証による電子署名 【則４二ハ】

③ 個人番号利用事務実施者が適当と認める方法
【則４二ニ】

※ 民間発行の電子署名、個人番号利用事務
実施者によるＩＤ・ＰＷの発行などを想定。

① 過去に本人確認の上作成している特定個人情報ファイルの確認 【則３①三】

② 地方公共団体情報システム機構への確認（個人番号利用事務実施者） 【則３①一】

③ 住民基本台帳の確認（市町村長） 【則３①二】

○ 本人しか知り得ない事項その他の個人番号利
用事務実施者が適当と認める事項の申告 【則３④】

※ 基礎年金番号などの固有の番号、給付の受取
先金融機関名等の複数聴取などを想定。

① 個人番号カード（ＩＣチップの読み取り） 【則４一】

（注２） 本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合であって、個人番号利用事務・個人番号関係事務にあたって電話で個人番号の提供を受け、当該ファイル
において個人情報を検索、管理する場合に限る。

（参考）本人確認の措置（本人） ②

42

社会保障・税番号制度の運用開始に向け、国・地方公共団体・各データ保有機関の連携を図るため、番号制
度に関する情報共有を目的としたコミュニケーションツール

（参考）デジタルPMO（番号制度に関する情報伝達のインフラ）

文書一括管理・公開機能

内閣官房、関係府省から提供される番

号制度に関する資料のほか、各自治体

から登録された番号制度への取組情

報の共有が可能

43

ＦＡＱ・問い合わせ機能

平成27年2月現在200件以上のFAQを

搭載（順次追加）

FAQにない質問はフォームで問合せ可

能

事務・手続、データ標準事務・手続、データ標準
ダウンロード

最新の番号利用事務・手続、データ標

準レイアウトはデジタルPMOからダウン

ロード

利用にはインターネットに接続可能なパソコンとアカウントが必要。
アカウントは各自治体の番号制度担当窓口で発行可能
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